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福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第１９号 

福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県県税条例施行規則（昭和３７年福井県規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 

第４８条 削除 

 

 

 

（納税済印の印影の形式） 

第４８条の２ 条例第１３５条の６第２項、第１４２条第３項および第２１０条

第２項に規定する納税済印（以下この節において「納税済印」という。）の印

影の形式は、別記様式第６１号の２によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

第４８条の４ 削除 

 

 

 （領収済証の発行） 

第４８条の５ 福井県税事務所長は、条例第１３５条の６第１項または条例第１

４２条第３項の規定により、納税者から自動車税の環境性能割額（当該自動車

税の環境性能割額に係る延滞金額を含む。）または自動車税の種別割額の納付

を受けた場合には、第４８条の２の規定による納税済印を押印した別記様式第

６１号の５の領収済証を当該納税者に交付するものとする。 

 

（狩猟税証紙の種類および形式） 

第４８条 条例第２１０条第１項に規定する狩猟税証紙（以下この節において「

狩猟税証紙」という。）の種類は、１００円、５００円、１，０００円、５，

０００円、５，５００円および８，２００円の証紙とする。 

２ 前項に規定する狩猟税証紙の形式は、別記様式第６１号によるものとする。 

（納税済印の印影の形式） 

第４８条の２ 条例第１３５条の６第２項および条例第１４２条第３項に規定す

る納税済印の印影の形式は、別記様式第６１号の２によるものとする。 

 

 

（証紙代金収納計器により表示される印影の形式） 

第４８条の３の２ 条例第１３５条の６第３項および条例第１４３条第２項の規

則で定める証紙代金収納計器（以下この節において「収納計器」という。）に

より表示される印影の形式は、別記様式第６１号の３の２によるものとする。 

（税証紙収納簿への記載） 

第４８条の４ 県税事務所等の長は、条例第２１０条第２項の規定により狩猟税

証紙を抹消したときは、直ちに別記様式第６１号の４の税証紙収納簿へ記載し

なければならない。 

 （領収済証の発行） 

第４８条の５ 福井県税事務所長は、条例第１３５条の６第１項または条例第１

４２条第３項の規定により、申告書または修正申告書に収納計器により自動車

税の環境性能割額（当該自動車税の環境性能割額に係る延滞金額を含む。）も

しくは自動車税の種別割額に相当する金額を表示した印（以下この節において

「証紙代金収納印」という。）を押印させることによって、納税者から当該税

額の納付を受けた場合には、第４８条の２の規定による納税済印を押印した別

規 　 則
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第４８条の６から第４８条の１６まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記様式第６１号の５の領収済証を当該納税者に交付するものとする。 

（狩猟税証紙の売りさばき） 

第４８条の６ 狩猟税証紙は、知事が指定する売りさばき人（以下本節において

「売りさばき人」という。）において売りさばくものとする。 

２ 売りさばき人は、狩猟税証紙を知事から買い受けるものとする。 

（証紙代金出納印の押印等） 

第４８条の７ 証紙代金収納印は、条例第１３５条の６第１項および条例第１４

２条第３項の証紙代金収納計器取扱者（以下この節において「計器取扱者」と

いう。）において押印するものとする。 

２ 計器取扱者は、収納計器を始動させるために必要な別記様式第６１号の６の

始動票札でその買受金額が入力されたもの（以下この節において「始動票札」

という。）を知事から買い受けるものとする。 

３ 計器取扱者は、条例第１３５条の６第１項または条例第１４２条第３項の規

定により支払われた金額を収納する場合において、当該金額の累計額が始動票

札に入力された買受金額（以下この節において「入力金額」という。）を超え

たときは、当該始動票札の使用を終え、速やかに、これを知事に返還しなけれ

ばならない。 

 （売りさばき人等の指定および取消し） 

第４８条の８ 知事は、次条第１項の規定により指定の申請のあった者のうちか

ら、次に掲げる要件に該当する者で適当と認めるものを売りさばき人または計

器取扱者（以下本節において「売りさばき人等」という。）に指定する。 

⑴ 一般の需要を満たすに足る狩猟税証紙または始動票札を購入する資力を有

する者であること。 

⑵ 納税者が納税をする場合に便宜な狩猟税証紙の売りさばき場所または証紙

代金収納印の押印場所を有する者であること。 

⑶ 売りさばく狩猟税証紙または押印する証紙代金収納印に係る県税について

納税者の相談に応じうる能力のある者であること。 

⑷ 前３号に定めるもののほか、狩猟税証紙の貼付または証紙代金収納印の押

印による県税の収納事務（以下本節において「証紙等収納事務」という。）

の円滑化を期されると認められる者であること。 

２ 知事は、売りさばき人等の指定に当たっては、証紙等収納事務の円滑化を図

るために、必要な限度において条件を付することができる。 

３ 知事は、売りさばき人等がこの規則の規定に違反したとき、または第１項の

要件を欠くに至ったときその他売りさばき人等として不適当であると認めたと

きは、第１項の指定を取り消すことができる。 

４ 知事は、第１項の規定により売りさばき人等を指定したとき、または前項の

規定により第１項の指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示するものと
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する。 

（売りさばき人等の指定申請等手続） 

第４８条の９ 売りさばき人等の指定を受けようとする者または指定を受けた後

内容を変更しようとする者は、別記様式第６１号の７の売りさばき人等指定（

変更承認）申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請書を受理したときは、その適否を審査し、適

当と認めるときは、別記様式第６１号の８の売りさばき人等指定（変更承認）

書を当該申請者に交付するものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第６１

号の９の売りさばき人等指定取消通知書により当該指定の取り消しを受けた者

に通知するものとする。 

 （売りさばき人等に対する指示等） 

第４８条の１０ 知事は、証紙等収納事務の円滑化を図るために必要があると認

めるときは、その限度において、売りさばき人等に対し、狩猟税証紙の売りさ

ばきの方法、証紙代金収納印の押印の方法その他必要な事項について指示をし

、または報告を求めることができる。 

（売りさばき人等の義務） 

第４８条の１１ 売りさばき人等は、別記様式第６１号の１０の売りさばき人等

標札を住民の見やすいところに掲げなければならない。 

２ 売りさばき人等は、指定に際し付された条件および指示を誠実に履行すると

ともに一般の需要を満たすに足る数量の狩猟税証紙または始動票札を常備し、

その売りさばき場所において狩猟税証紙の額面金額で公平に売りさばき、また

は証紙代金収納印の押印場所において鮮明に証紙代金収納印を押印しなければ

ならない。 

３ 売りさばき人は、消印された狩猟税証紙または著しく汚染し、もしくは損傷

した狩猟税証紙を売りさばいてはならない。 

（狩猟税証紙および始動票札の買受けの方法） 

第４８条の１２ 売りさばき人等は、狩猟税証紙または始動票札を買い受けよう

とするときは、福井県財務規則第５４条第２項の規定による納付書により、買

い受けようとする狩猟税証紙の額面金額の合計額または始動票札への入力金額

に相当する額の買受代金を指定金融機関に納付するとともに、別記様式第６１

号の１１の狩猟税証紙等買受請求書を知事に提出しなければならない。 

２ 売りさばき人等が前項の規定により狩猟税証紙または始動票札の買受代金を

指定金融機関に納付する場合においては、次条の規定により交付される売りさ

ばき手数料または押印手数料の額に相当する額を当該買受代金の額から控除す

る。 

（売りさばき手数料および押印手数料） 
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第４８条の１３ 知事は、証紙等収納事務の円滑化を期するため、売りさばき人

等の行う狩猟税証紙の売りさばき業務または証紙代金収納印の押印業務に対し

て売りさばき手数料または押印手数料を交付するものとする。 

２ 前項の規定により交付される売りさばき手数料の額は、売りさばき人が買い

受けた狩猟税証紙の買受代金の額の１００分の２．２に相当する額とする。 

３ 第１項の規定により交付される押印手数料の額は、売りさばき人が毎年４月

１日から翌年３月３１日までの間に買い受けた始動票札の買受代金の額の累計

額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該金額にそれぞれ当該各号に掲げる率

を乗じて得た金額の合計額とする。 

⑴ １０億円以下の金額 １００分の１．１ 

⑵ １０億円を超え２０億円以下の金額 １００分の０．７７ 

⑶ ２０億円を超える金額 １００分の０．５５ 

４ 前２項の規定により算定した売りさばき手数料および押印手数料の額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

 （狩猟税証紙および始動票札の返還等） 

第４８条の１４ 狩猟税証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の

狩猟税証紙と交換することができない。ただし、狩猟税証紙の種類もしくは形

式を変更し、もしくは廃止したとき、または第４８条の８第３項の規定により

売りさばき人の指定を取り消したときその他知事がやむを得ない理由があると

認めるときは、この限りでない。 

２ 始動票札は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、

証紙代金収納印の押印による納付もしくは徴収の方法を廃止したとき、または

第４８条の８第３項の規定により計器取扱者の指定を取り消したときその他知

事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項ただし書または前項ただし書の規定により、売りさばき人もしくは売

りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者が狩猟税証紙を返還して現金の還付

を受けようとするとき、または計器取扱者が始動票札を返還して現金の還付を

受けようとするときは、別記様式第６１号の１２の税証紙（始動票札）代金還

付申請書兼請求書に当該返還する狩猟税証紙または始動票札を添えて知事に提

出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により税証紙（始動票札）代金還付申請書兼請求書の提

出を受けた場合において、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは

、売りさばき人にあっては当該狩猟税証紙の額面金額からその売りさばき手数

料の額に相当する額を控除した金額を、計器取扱者にあっては始動票札への入

力金額から証紙代金収納印の押印に係る金額および当該始動票札の未使用金額

に対応する押印手数料の額に相当する額を控除した金額を、売りさばき人から

狩猟税証紙を買い受けた者にあっては当該狩猟税証紙の額面金額を還付するも
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 （狩猟税または自動車税に係る申告書等の保存） 

第４８条の１７ 県税事務所等の長は、納税者から提出を受けた納税済印を押印

した狩猟税または自動車税に係る申告書または修正申告書（以下この条におい

て「申告書等」という。）を、当該申告書等の提出を受けた年度（以下この条

において「提出年度」という。）の翌年度から起算して５年度間保存しなけれ

ばならない。 

２・３ （略） 

 

（ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の

申請等） 

第６３条 条例第９３条の２第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

⑴ 申請者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは

事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所

の所在地ならびに法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１６項に規

定する法人番号をいう。次条において同じ。）（法人番号を有しない者にあ

っては、氏名または名称ならびに住所もしくは居所または主たる事務所もし

のとする。 

５ 売りさばき人または売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者は、第１項

ただし書の規定により、他の狩猟税証紙と交換しようとするときは、別記様式

第６１号の１３の税証紙交換申請書に交換しようとする狩猟税証紙を添えて知

事に提出しなければならない。 

６ 前項に規定する場合において、売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者

は、同項の規定にかかわらず、税証紙交換申請書に交換しようとする狩猟税証

紙を添えて売りさばき人に提出することができる。この場合において、当該売

りさばき人は、当該狩猟税証紙を交換するものとする。 

 （狩猟税証紙および証紙代金収納印の印影の無効） 

第４８条の１５ 消印された狩猟税証紙または著しく汚染し、もしくは損傷した

狩猟税証紙は、無効とする。 

２ 申告書または修正申告書に押印されている証紙代金収納印の印影が著しく汚

染し、または損傷している場合における当該印影は、無効とする。 

 （狩猟税証紙の出納保管） 

第４８条の１６ 会計管理者は、狩猟税証紙を出納保管しなければならない。 

２ 会計管理者は、別記様式第６１号の１４の狩猟税証紙受払簿を備え、狩猟税

証紙の出納を明らかにするとともに、当該受払簿を年度経過後３年間保存しな

ければならない。 

 （狩猟税証紙を貼付し、または証紙代金収納印を押印した申告書等の保存） 

第４８条の１７ 県税事務所等の長は、納税者から提出を受けた狩猟税証紙を貼

付し、または証紙代金収納印を押印した申告書または修正申告書（以下この条

において「申告書等」という。）を、当該申告書等の提出を受けた年度（以下

この条において「提出年度」という。）の翌年度から起算して５年度間保存し

なければならない。 

２・３ （略） 

 

（ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の

申請等） 

第６３条 条例第９３条の２第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

⑴ 申請者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは

事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所

の所在地ならびに法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規

定する法人番号をいう。次条において同じ。）（法人番号を有しない者にあ

っては、氏名または名称ならびに住所もしくは居所または主たる事務所もし
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くは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事

業所の所在地） 

⑵～⑺ （略） 

２ （略） 

くは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事

業所の所在地） 

⑵～⑺ （略） 

２ （略） 
  

様式第５３号の２および様式第６１号を次のように改める。 
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様式第 ５３号の ２（第 ４０ 条、第 ７６ 条関係） 
 

納納 税税 証証 明明 書書 交交 付付 請請 求求 書書  

  年  月  日  

福井県            長様 
 
 
 ※代理人の方が請求する場合のみ記入してください。

    住所              
代理人 氏名              
連絡先（電話番号） 

 

     住  所（所 在 地）                     
        （フリガナ）                                    

 請求者 氏  名（名  称）                     
（納税者）個人番号（法人番号）                     

連 絡 先（電話番号） 

次のとおり納税証明書の交付を請求します。 

※該当する欄の□にレ印を記入するとともに、必要事項（対象税目、枚数および提出先）を記入してください。 

 使 用 目 的 対 象 税 目 証 明 事 項 枚数 

□ 
⑴ 自 動 車 の 名 義 変 更 

ま た は 抹 消 登 録 
自動車税種別割 登録番号 福井（           ） 未納の額がないこと。  枚 

□ 
⑵ 県 制 度 融 資 お よ び 

設備貸与制度の申込み 
全税目  滞納の額がないこと。  枚 

□ 
⑶ 県への補助金等の申請 

（県営住宅の申込みを含む。） 
全税目  滞納の額がないこと。  枚 

□ 
⑷ 建 設 業 許 可 の 申 請 

（初めての許可の場合） 

個人事業税   （  ）年所得分 
納付すべき額、納付した

額および未納の額 
 枚 法人事業税・ 

特別法人事業税・ 

地方法人特別税 

  （  年  月  日）事業年度終了分 

□ 
⑸ 建 設 業 の 事 業 年 度 

終了の届出 

個人事業税   （  ）年所得分 
納付すべき額、納付した

額および未納の額 
 枚 法人事業税・ 

特別法人事業税・ 

地方法人特別税 

  （  年  月  日）事業年度終了分 

□ 
⑹ 競 争 入 札 参 加 者 の 

資 格 審 査 の 申 請 

個人事業税   （  ）年所得分 
納付すべき額、納付した

額および未納の額 
 枚 法人事業税・ 

特別法人事業税・ 

地方法人特別税 
  （  年  月  日）事業年度終了分 

全税目  滞納の額がないこと。  枚 

□ 
⑺ 金 融 機 関 へ の 融 資 

申込み 

個人事業税   （  ）年所得分 
納付すべき額、納付した

額および未納の額 
 枚 法人事業税・ 

特別法人事業税・ 

地方法人特別税 

  （  年  月  日）事業年度終了分 

全税目  滞納の額がないこと。  枚 

□ ⑻ 試掘権の存続延長の出願また

は試掘権の採掘権への転願 鉱区税 登録番号 第（        ）号 滞納の額がないこと。  枚 

□ 

⑼ その他 

 

            

個人事業税   （  ）年所得分 
納付すべき額、納付した

額および未納の額 
 枚 法人事業税・ 

特別法人事業税・ 

地方法人特別税 

  （  年  月  日）事業年度終了分 

全税目  滞納の額がないこと。  枚 

その他 

 

 

過去（ ）年以内に滞納処分 

を受けたことがないこと。 
 枚 

             

【提出先】 

 

 

 

                  

手数料納付欄 

（手数料納付システ ム利用時に記入） 

 
 

 

 

（窓口現金納付受領欄） 

簡易領収書記載欄 

手数料領収済 

領収書No.         

（窓口キャッシュレス納付欄） 

 

 

    -     -     

【申込番号】 

納税証明書の発行１通につき【４００円】お納めください。 

レシート貼付 

その他 
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様式第６１号 削除 

 様式第６１号の３の２を削る。 

 様式第６１号の４を次のように改める。 

様式第６１号の４ 削除 

 様式第６１号の５（その１）中「証紙徴収合計額」を「合計額」に改める。 

様式第６１号の５（その３）中

「

                                            

」

を 

「

                                            

」

に改める。 

様式第６１号の６から様式第６１号の１４までを削る。 

 様式第１１６号中

「

                                               

」

を 
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「

                                               

」

に改める。 

様式第１１６号付表を削る。 

様式第１７２号の２を次のように改める。 

 

 

 

  



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号12

様式第１７２号の２（第８７条の３関係） 

 ※狩猟者の登録を受けた年月日 年  月  日 

※整理番号 

網  

※登録番号 

網         号 

わな  わな         号 

第１種  第１種         号 

第２種  第２種         号 

狩 猟 税 申 告 書 
福井県     長 様 

                             年  月  日 

申 告 者 

住 所 

郵便番号 

 

電話番号 

ふりがな  職   業 

氏 名   

狩猟者の登録の区分 □１対象鳥獣捕獲員 
□２認定鳥獣捕獲等事業者の従事者 
□３許可捕獲等をした者（登録の申請前１年以内に許可を受けて許可捕獲等を行った者） 

□４許可捕獲等に従事した者（登録の申請前１年以内に許可を受けた者の従事者として許

可捕獲等に従事した者） 

□５上記１～４に該当しない者 

登録を受けようとする免
許の種類 

税率区分 

税 額 

狩猟者の登録の区分 放鳥獣猟

区に限る 1・２ ３・４ ５ 

□網猟 ⑴本年度の道府県民税の所得割額の納付
の不要な者 

□ 
課税 
免除 

□ 
2,700円 

□ 
5,500円 

□ 
1,300円 

⑵⑴以外の者 □ 
4,100円 

□ 
8,200円 

□ 
2,000円 

□わな猟 
 

⑴本年度の道府県民税の所得割額の納付
の不要な者 

□ 
2,700円 

□ 
5,500円 

□ 
1,300円 

⑵⑴以外の者 □ 
4,100円 

□ 
8,200円 

□ 
2,000円 

□第１種銃猟 
□ライフル銃 □散弾銃 
□空気銃（圧縮ガスを
使用するものを含む） 

⑴本年度の道府県民税の所得割額の納付
の不要な者 

□ 
5,500円 

□ 
11,000円 

□ 
2,700円 

⑵⑴以外の者 □ 
8,200円 

□ 
16,500円 

□ 
4,100円 

□第２種銃猟 
□空気銃（圧縮ガスを
使用するものを含む） 

第２種銃猟免許に係る狩猟者の登録を
受ける者 

□ 
2,700円 

□ 
5,500円 

□ 
1,300円 

（記入上の注意） 
１ この申告書は狩猟者登録申請書とともに狩猟者登録庁へ提出してください。 
２ 狩猟者の登録の区分、登録を受けようとする免許の種類および税額の該当する区分の□に✔印を付してくだ 

さい。 
３ 第１種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを申請する場合、登録を受けようとする免許の種類および税額につ
いて、第２種銃猟の免許の種類および税額の該当する区分の□に✓印を付してください。 

４ 狩猟者登録を受ける年度の道府県民税の所得割額の納付が不要な場合、住所地の市町村が発行する当該所得
割額に係る所得金額がない旨を証明する書面を添付してください。 

５ ※欄は、記入しないでください。 

 

 

 

※納税済印 

（県税務事務所等押印） 

狩猟税相当額（合計） 確認書類 

（申告者が記入） □福井県猟友会 

領収書等 

狩 猟 者 
登録庁の 
確 認 印 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県県税条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）第４８条の６第１項の規定により、この規則の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前に売りさばきを受けた狩猟税証紙（まっ消されたものまたは額面金額もしくは狩猟税証紙であることが確認できないものを除く。）に係る改正前の規則

第４８条の１４第１項の規定による返還および現金の還付については、施行日から令和１２年３月３１日までの間に限り、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則第４８条の６第１項に規定する売りさばき人または改正前の規則第４８条の７第１項に規定する計器取扱者に指定されてい

る者は、施行日前に買い受けた狩猟税証紙または始動票札を施行日以後遅滞なく返還しなければならない。この場合において、知事は、令和１２年３月３１日まで

に当該返還をした者に対し、現金を還付するものとする。 

４ 前項の規定により売りさばき人が狩猟税証紙を返還して現金の還付を受けようとするとき、または計器取扱者が始動票札を返還して現金の還付を受けようとする

ときは、改正前の規則第４８条の１４第３項に規定する税証紙（始動票札）代金還付申請書兼請求書に当該返還する狩猟税証紙または始動票札を添えて知事に提出

しなければならない。 

５ 知事は、前項の規定により税証紙（始動票札）代金還付申請書兼請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは、売り

さばき人にあっては当該狩猟税証紙の額面金額からその売りさばき手数料の額に相当する額を控除した金額を、計器取扱者にあっては始動票札への入力金額から証

紙代金収納印の押印に係る金額および当該始動票札の未使用金額に対応する押印手数料の額に相当する額を控除した金額を還付するものとする。 

６ 改正前の規則第４８条の１３の規定による施行日前の売りさばき業務または証紙代金収納印の押印業務に対する手数料の交付については、なお従前の例による。 

７ 改正前の規則様式第５３号の２に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２０号 

   福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 （福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則（昭和３１年福井県規則第９５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （目的） 

第１条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（昭和

２９年福井県条例第３号。以下「特別職条例」という。）および福井県教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６

７号。以下「教育長条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 （議会の議員の議員報酬の支給） 

第２条 特別職条例第２条第１項に規定する議会の議員の議員報酬は、その職に

 （目的） 

第１条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（昭和

２９年福井県条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

 

 （議会の議員の議員報酬の支給） 

第２条 条例第２条第１項に規定する議会の議員の議員報酬は、その職に就いた
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就いた日から支給する。 

２～４ （略） 

 （議会の議員に弁償する費用） 

第３条 特別職条例第２条第３項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃

、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当および宿泊費とし、これらの内容

は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。 

２ 前項に規定する弁償する費用の額は、別表第１に掲げるとおりとする。 

 （知事等の旅費） 

第４条 特別職条例第３条第６項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃

、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、転居費、着後滞在費お

よび家族移転費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職

員の例による。 

２ 前項に規定する旅費の額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 （教育委員会の委員等の報酬の支給） 

第５条 第２条の規定は、特別職条例第４条第１項に規定する教育委員会の委員

等のうち報酬が月額で定められている委員に準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （教育委員会の委員等に弁償する費用） 

第６条 特別職条例第４条第３項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃

日から支給する。 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （教育委員会の委員等の報酬の支給） 

第３条 前条の規定は、条例第４条第１項に規定する教育委員会の委員等のうち

報酬が月額で定められている委員に準用する。 

 （県内旅行における委員等の費用弁償の額） 

第４条 条例第４条第３項ただし書、第５条第３項ただし書または第６条第３項

の規定による委員等（条例第４条第１項に規定する教育委員会の委員等、条例

第５条第１項に規定する委員会等の委員等および条例第６条第１項に規定する

その他の特別職の職員をいう。以下同じ。）の費用の弁償の額は、別表に掲げ

る額とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない

。 

 （旅行依頼簿等の様式の特例） 

第５条 委員等に対し費用弁償を支給する場合の様式は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。 

 ⑴ 資金前渡により旅費を支給する場合 

  ア 旅行依頼簿（様式第１号）または旅行依頼簿（様式第２号） 

  イ 費用弁償資金前渡支給明細書（様式第５号）または費用弁償資金前渡支

給明細書（様式第６号） 

  ウ 費用弁償精算書（様式第９号） 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 

  ア 旅行依頼簿（様式第３号）または旅行依頼簿（様式第４号） 

  イ 費用弁償支給明細書（様式第７号）または費用弁償支給明細書（様式第

８号） 
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、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当および宿泊費とし、これらの内容

は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。 

２ 前項に規定する弁償する費用の額は、別表第３に掲げるとおりとする。 

 （附属機関の委員等に弁償する費用） 

第７条 特別職条例第５条第３項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃

、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当および宿泊費とし、これらの内容

は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。 

２ 前項に規定する弁償する費用の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する

条例（昭和２９年福井県条例第２４号）第３条第１項第１号の行政職給料表（

以下「行政職給料表」という。）の９級の職務にある一般職員の例による。 

 （その他の特別職の職員に弁償する費用） 

第８条 特別職条例第６条第３項の規定によるその他の特別職の職員の費用の弁

償の額は、行政職給料表の４級の職務にある一般職員の例による。ただし、知

事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （教育長の旅費） 

第９条 教育長条例第５条に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空

賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、転居費、着後滞在費および家

族移転費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例

による。 

２ 前項に規定する旅費の額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

   附 則 

１ （略） 

 （外国旅行の旅費） 

２ 特別職条例附則第３項に規定する特別職の職員の外国旅行の旅費については

、次項から第６項までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和２５年法律第１１４号。以下「法」という。）の適用を受ける国家公務

員等（次項において「国家公務員等」という。）に支給される外国旅行の旅費

の例による。 

３ 特別職の職員の国家公務員等の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 副議長、議員（議長および副議長を除く。）、副知事および教育長 法第

２条第１項第３号に規定する指定職の職務に相当する職務 

 ⑶ 常勤の監査委員および特別職条例第４条第１項に規定する教育委員会の委

員等 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第６条

第１項第１号イに規定する行政職俸給表⑴（以下この項において「行政職俸

給表⑴」という。）の９級の職務に相当する職務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

１ （略） 

 （外国旅行の旅費） 

２ 条例附則第３項に規定する特別職の職員の外国旅行の旅費については、次項

から第６項までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

２５年法律第１１４号。以下「法」という。）の適用を受ける国家公務員等（

次項において「国家公務員等」という。）に支給される外国旅行の旅費の例に

よる。 

３ 特別職の職員の国家公務員等の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 副議長、議員（議長および副議長を除く。）および副知事 法第２条第１

項第３号に規定する指定職の職務に相当する職務 

 ⑶ 常勤の監査委員および条例第４条第１項に規定する教育委員会の委員等 

一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第６条第１項

第１号イに規定する行政職俸給表⑴（以下この項において「行政職俸給表⑴

」という。）の９級の職務に相当する職務 
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 ⑷ 特別職条例第５条第１項に規定する委員会等の委員等 行政職俸給表⑴の

４級の職務に相当する職務 

４ 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃（以下この項におい

て「運賃」という。）による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超え

る場合には、当該各号に規定する額とする。 

 ⑴ 運賃の等級が２階級に区分された航空機により移動するときは次に規定す

る運賃の額に相当する額 

  ア 前項第１号、第２号または第３号に掲げる職員については、上級の運賃 

  イ 前項第４号に掲げる職員については、下級の運賃 

 

 

 

 ⑵ 運賃の等級が３階級に区分された航空機により移動するときは次に規定す

る運賃の額に相当する額 

  ア 前項第１号に掲げる職員については、最上級の運賃 

  イ 前項第２号または第３号に掲げる職員については、最上級の直近下位の

級の運賃 

  ウ 前項第４号に掲げる職員については、イの運賃の級の直近下位の級の運

賃 

 ⑶ 運賃の等級が４階級に区分された航空機により移動するときは次に規定す

る運賃の額に相当する額 

  ア 前項第１号、第２号または第３号に掲げる職員については、最上級の直

近下位の級の運賃 

  イ 前項第４号に掲げる職員については、最下級の運賃 

 ⑷ （略） 

 ⑸ （略） 

５ 前項第２号イの規定に該当する場合において、一の旅行区間における飛行時

間が８時間以上の移動をするときは、同項第２号イの運賃は最上級の運賃とす

ることができる。 

 

６ 外国旅行における渡航雑費の額については、一般職員の例による。 

 ⑷ 条例第５条第１項に規定する委員会等の委員等 行政職俸給表⑴の４級の

職務に相当する職務 

４ 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃（以下この項におい

て「運賃」という。）による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超え

る場合には、当該各号に規定する額とする。 

 ⑴ 運賃の等級を３以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅

行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額 

  ア 前項第１号に掲げる職員については、最上級の運賃 

  イ 前項第２号または第３号に掲げる職員については、最上級の直近下位の

級の運賃 

  ウ 前項第４号に掲げる職員については、イの運賃の級の直近下位の級の運

賃 

 ⑵ 運賃の等級を２階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場

合には、次に規定する運賃の額に相当する額 

  ア 前項第１号、第２号または第３号に掲げる職員については、上級の運賃 

  イ 前項第４号に掲げる職員については、下級の運賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ （略） 

 ⑷ （略） 

５ 前項第１号イもしくはウまたは同項第２号イの規定に該当する場合において

、目的地までの所要時間が８時間を超えるときは、同項第１号イの運賃は最上

級の運賃と、同号ウの運賃は最上級の直近下位の級の運賃と、同項第２号イの

運賃は上級の運賃とすることができる。 

６ 外国旅行における旅行雑費の額については、一般職員の例による。 
  

  別表を削り、附則の次に別表として次の３表を加える。 
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別表第１（第３条関係）

　　　　　　　議員等の費用弁償

費用弁償の額

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃（はしけ賃および桟橋賃を含む。）（旅客運賃の等級を３階級に区分する船舶または２階級に区分する船舶を運航させる航路による

旅行の場合には、最上級の旅客運賃）、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

県外旅行
私有車を利用した場合には、路程１キロメートル（１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）につき３７円として計

算した額、有料の道路等の通行料金および有料の駐車場の利用料金

県内旅行

時間、距離、費用等の事情に照らし、合理的と認められる経路に基づき議長が認定した額（私有車を利用した場合には、路程１キロメートル

（１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）につき３７円として計算するものとする。）、有料の道路等の通行料金

および有料の駐車場の利用料金

一般職員の例による。

一般職員の例による。

附則第３項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。宿泊費

車賃

　備考
　　１　「県外旅行」とは、本邦（国家公務員等の旅費に関する法律第２条第２号に規定する本邦をいう。）における旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう（別
　　　表第３において同じ。）。
　　２　「県内旅行」とは、本邦における旅行のうち出発地（最初の出発地とする。）
　　　およびすべての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行をいう（別表第３において同じ。）。

区分

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当

鉄道賃

別表第２（第４条、第９条関係）

　１　知事等および教育長の普通旅費

区分 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 その他の交通費 宿泊手当 宿泊費 着後滞在費 家族移転費

知事

副知事

監査委員
行政職給料表の９級の職
務にある一般職員の例に
よる。

教育長
現に支払った旅客運賃お
よび特別座席料金

　２　知事等および教育長の特殊旅費

路程５０キロメートル未
満

路程５０キロメートル以
上１００キロメートル未
満

路程１００キロメートル
以上３００キロメートル
未満

路程３００キロメートル
以上５００キロメートル
未満

路程５００キロメートル
以上１，０００キロメー
トル未満

路程１，０００キロメー
トル以上１，５００キロ
メートル未満

路程１，５００キロメー
トル以上２，０００キロ
メートル未満

路程２，０００キロメー
トル以上

知事 １５万３，０００円 １７万７，０００円 ２１万８，０００円 ２６万９，０００円 ３５万６，０００円 ３７万５，０００円 ４０万１，０００円 ４６万５，０００円

副知事

監査委員

教育長

附則第３項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。
旅客運賃、急行料金、座
席指定料金および特別車
両料金

旅客運賃（はしけ賃およ
び桟橋賃を含む。）（旅
客運賃の等級を３階級に
区分する船舶または２階
級に区分する船舶を運航
させる航路による旅行の
場合には、最上級の旅客
運賃）、寝台料金、座席
指定料金および特別船室
料金

現に支払った旅客運賃お
よび特別座席料金

一般職員の例による。 一般職員の例による。 一般職員の例による。

区分

転居費

１２万６，０００円 １４万４，０００円 １７万８，０００円 ２２万円 ２９万２，０００円 ３０万６，０００円 ３２万８，０００円 ３８万１，０００円
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  様式を削る。 

 （証人等の旅費に関する規則の廃止） 

第２条 証人等の旅費に関する規則（昭和２９年福井県規則第２０号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第３（第６条関係）

　　　　　　　教育委員会の委員等の費用弁償

費用弁償の額

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃（はしけ賃および桟橋賃を含む。）（旅客運賃の等級を３階級に区分する船舶または２階級に区分する船舶を運航させる航路による

旅行の場合には、最上級の旅客運賃）、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

一般職員の例による。

一般職員の例による。

行政職給料表の９級の職務にある一般職員の例による。

その他の交通費

宿泊手当

宿泊費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

　 　
　福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
福井県規則第２１号
　　　 福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則
　福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和３２年福井県規
則第３３号）の一部を次のように改正する。
　別表を次のように改める。
別表　昇格時号給対応表（第９条関係）

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇格後の号給

２級 ３級

1 1 1
2 1 1
3 1 1
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4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 2
15 1 3
16 1 4
17 1 5
18 1 6
19 1 7
20 1 8
21 1 9
22 2 10
23 3 11
24 4 12
25 5 13
26 6 13
27 7 14
28 8 14
29 9 15
30 10 15
31 11 16
32 12 16
33 13 17
34 14 18
35 15 19
36 16 20
37 17 21
38 18 22

39 19 23
40 20 24
41 21 25
42 22 26
43 23 27
44 24 28
45 25 29
46 26 29
47 27 30
48 28 30
49 29 31
50 30 31
51 31 32
52 32 32
53 33 33
54 34 34
55 35 35
56 36 36
57 37 37
58 38 38
59 39 39
60 40 40
61 41 41
62 42 42
63 43 43
64 44 44
65 45 45
66 45 45
67 45 46
68 46 46
69 46 47
70 46 47
71 47 48
72 47 48
73 47 49
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74 48 49
75 48 49
76 48 50
77 49 50
78 49 50
79 49 51
80 50 51
81 50 51
82 50 52
83 51 52
84 51 52
85 51 53
86 52 53
87 52 53
88 52 54
89 52 54
90 52 54
91 53 55
92 53 55
93 53 55
94 53 56
95 53 56
96 54 56
97 54 57
98 54 57
99 54 57
100 54 58
101 55 58
102 55 58
103 55 59
104 55 59
105 55 59
106 60
107 60
108 60

109 61
110 61
111 61
112 61
113 62
114 62
115 62
116 62
117 63
118 63
119 63
120 63
121 63
122 63
123 63
124 63
125 63
126 63
127 63
128 63
129 63
130 63
131 63
132 63
133 63
134 63
135 63
136 63
137 63

　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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 福井県公有財産等管理規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２２号 

   福井県公有財産等管理規則の一部を改正する規則 

 福井県公有財産等管理規則（昭和３９年福井県規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （事務の総括） 

第４条 （略） 

２ 総務部長は、前項の事務を行うため、職員に公有財産の管理状況を随時調査

させることができる。 

 （事務の総括） 

第４条 （略） 

２ 総務部長は、前項の事務を行うため、随時職員を派遣して、公有財産の管理

状況を実地に調査させることができる。 

 

 （取得の手続） 

第７条 部の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ

。）を含む。）を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載

事項の一部を省略することができる。 

 

 （取得の手続） 

第７条 部の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の

一部を省略することができる。 

 ⑴～⑽ （略）  ⑴～⑽ （略） 

 

 （財産の受領） 

第９条 部の長は、購入、寄付、交換または新築等により新たに公有財産となる

べき物件の引き渡しを受けるときは、実地について仕様書、設計書および契約

書その他関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含

む。）と照合確認した後でなければ、これを受領してはならない。 

 

 （財産の受領） 

第９条 部の長は、購入、寄付、交換または新築等により新たに公有財産となる

べき物件の引き渡しを受けるときは、実地について仕様書、設計書および契約

書その他関係書類と照合確認した後でなければ、これを受領してはならない。 

 

 （使用許可台帳） 

第２２条 部の長は、行政財産使用許可台帳を備え、常に整理しておかなければ

ならない。 

 

 （使用許可台帳） 

第２２条 部の長は、行政財産使用許可台帳（別記様式第５号）を備え、常に整

理しておかなければならない。 

  

 （貸付期間） 

第２４条 公有財産の貸付期間は、次の各号に定める期間を超えることができな

い。ただし、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条第１項、第２３条

第１項もしくは第２項または第２４条第１項に規定する借地権を設定する土地

 （貸付期間） 

第２４条 公有財産の貸付期間は、次の各号に定める期間を超えることができな

い。 
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および土地の定着物（建物を除く。以下同じ。）を貸し付ける場合は、この限

りでない。 

 ⑴ 土地および土地の定着物を貸し付ける場合は、３０年 

 ⑵ （略） 

２ 前項に規定する貸付期間（同項ただし書に規定する場合を除く。）は、更新

することができる。この場合においては更新のときから前項各号に定める期間

を超えることができない。 

 

 

 ⑴ 土地および土地の定着物（建物を除く。）を貸し付ける場合は、３０年 

 ⑵ （略） 

２ 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては更新のとき

から同項の期間を超えることができない。 

 

 （貸付契約の解除の手続） 

第２５条 公有財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を作

成しなければならない。 

 （貸付契約の解除の手続） 

第２５条 公有財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を作成しなければならない。 

 ⑴～⑺ （略） 

２ （略） 

 ⑴～⑺ （略） 

２ （略） 

 （貸付台帳） 

第２６条 部の長は、公有財産貸付台帳を備え、常に整理しておかなければなら

ない。 

 （地上権または地役権の設定） 

第２６条の２ 公有財産である土地にする地上権または地役権の設定は、地上権

または地役権の設定を受けようとする者からの地上権・地役権設定申請書（別

記様式第７号）に基づいて行うものとする。 

２ （略） 

 

 （地上権・地役権設定台帳） 

第２６条の５ 部の長は、県有財産地上権・地役権設定台帳を備え、常に整理し

ておかなければならない。 

 （貸付台帳） 

第２６条 部の長は、公有財産貸付台帳（別記様式第７号）を備え、常に整理し

ておかなければならない。 

 （地上権または地役権の設定） 

第２６条の２ 公有財産である土地にする地上権または地役権の設定は、地上権

または地役権の設定を受けようとする者からの地上権・地役権設定申請書（別

記様式第７号の２）に基づいて行うものとする。 

２ （略） 

 

 （地上権・地役権設定台帳） 

第２６条の５ 部の長は、県有財産地上権・地役権設定台帳（別記様式第７号の

３）を備え、常に整理しておかなければならない。 

 

 （処分の手続） 

第３２条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類

（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を作成しなけれ

ばならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することがで

きる。 

 

 （処分の手続） 

第３２条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類

を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省

略することができる。 

 ⑴～⑾ （略）  ⑴～⑾ （略） 

 （交換の手続） 

第３３条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類

（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を作成しなけれ

ばならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することがで

きる。 

 （交換の手続） 

第３３条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類

を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省

略することができる。 
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 ⑴～⑽ （略）  ⑴～⑽ （略） 

 

 （公有財産台帳） 

第３７条 部の長は、その所管する公有財産について、公有財産台帳を備え、常

に整理しておかなければならない。 

 

 

２ 前項の公有財産台帳には、当該台帳に記載する土地、建物および地上権等に

ついての図面を附属させておくものとする。 

 （公有財産台帳等の修正等） 

第３８条 （略） 

 

 

２ 部の長は、公有財産と同一種類の物件を県が借り受けたときは、直ちに、借

受財産台帳を作成し、遅滞なく関係書類の写しを添えて総務部長に報告しなけ

ればならない。借受財産台帳の記載事項に異動を生じたときも、また同様とす

る。 

 

 （債権管理簿） 

第４６条 債権管理者は、その所属する債権について、その弁済の履行期限（分

割して弁済することになっているものについては、それぞれの履行期限）まで

にその全部の弁済がないとき（誤払等に係る債権にあっては発生したとき。）

、または債権が県に帰属したときは、次に掲げる事項を調査し、確認の上、債

権管理簿に記載して常に整理しなければならない。 

 ⑴～⑻ （略） 

 

 （徴収停止整理簿） 

第５２条 債権について令第１７１条の５の規定により徴収停止の措置をとった

場合は、債権管理者は、徴収停止整理簿を備え、必要な事項を記載しなければ

ならない。 

 

 （運用状況調書） 

第６３条 法第２４１条第５項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金

運用状況調書によらなければならない。 

 （基金運用簿） 

第６４条 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金については、基

 

 （公有財産台帳） 

第３７条 部の長は、その所管する公有財産について、公有財産台帳（別記様式

第８号）を備え、常に整理しておかなければならない。 

２ 総務部長は、前項の公有財産台帳の副本を備え、常に整理しておかなければ

ならない。 

３ 前２項の公有財産台帳には、当該台帳に記載する土地、建物および地上権等

についての図面を附属させておくものとする。 

 （公有財産台帳等の修正等） 

第３８条 （略） 

２ 総務部長は、前項の報告があったときは、その内容を調査し、公有財産台帳

の副本を作成または修正しなければならない。 

３ 部の長は、公有財産と同一種類の物件を県が借り受けたときは、直ちに、借

受財産台帳（別記様式第９号）を作成し、遅滞なく関係書類の写しを添えて総

務部長に報告しなければならない。借受財産台帳の記載事項に異動を生じたと

きも、また同様とする。 

 

 （債権管理簿） 

第４６条 債権管理者は、その所属する債権について、その弁済の履行期限（分

割して弁済することになっているものについては、それぞれの履行期限）まで

にその全部の弁済がないとき（誤払等に係る債権にあっては発生したとき。）

、または債権が県に帰属したときは、次に掲げる事項を調査し、確認の上、債

権管理簿（別記様式第１０号）に記載して常に整理しなければならない。 

 ⑴～⑻ （略） 

 

 （徴収停止整理簿） 

第５２条 債権について令第１７１条の５の規定により徴収停止の措置をとった

場合は、債権管理者は、徴収停止整理簿（別記様式第１２号）を備え、必要な

事項を記載しなければならない。 

 

 （運用状況調書） 

第６３条 法第２４１条第５項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金

運用状況調書（別記様式第１７号）によらなければならない。 

 （基金運用簿） 

第６４条 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金については、基
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金管理者は、基金運用簿を備え、常にその異動状況を記載しなければならない

。 

 （定期報告） 

第６５条 （略） 

 （書類の様式） 

第６６条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。 

 ⑴ 第２２条の行政財産使用許可台帳 

 ⑵ 第２６条の公有財産貸付台帳 

 ⑶ 第２６条の５の県有財産地上権・地役権設定台帳 

 ⑷ 第３７条第１項の公有財産台帳 

 ⑸ 第３８条第２項の借受財産台帳 

 ⑹ 第４６条の債権管理簿 

 ⑺ 第５２条の徴収停止整理簿 

 ⑻ 第６３条の基金運用状況調書 

 ⑼ 第６４条の基金運用簿 

金管理者は、基金運用簿（別記様式第１８号）を備え、常にその異動状況を記

載しなければならない。 

 （定期報告） 

第６５条 （略） 

  

         「             

 別記様式第２号中                                          を 

                                                  」 

「 

 

 

 

                                         」      

 別記様式第５号を次のように改める。 

別記様式第５号 削除 

 別記様式第７号を削り、別記様式第７号の２を別記様式第７号とし、別記様式第７号の３を削る。 

 別記様式第８号から第１０号までを次のように改める。 

別記様式第８号から第１０号まで 削除 

 別記様式第１２号を次のように改める。 

別記様式第１２号 削除 

 別記様式第１７号および別記様式第１８号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県公有財産等管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

に改める。 
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 福井県公印規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２３号 

   福井県公印規則の一部を改正する規則 

 福井県公印規則（昭和３３年福井県規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１ 職印（第２条関係） 

公印の種類 制式 使用範囲 管守者 

寸法 

（単位センチ

メートル） 

ひな型 

（略） （略） （略） （略） （略） 

附置機関の

長印 

（略） （略） （略） （略） 

出納員印 （略） （略） （略） （略） 

円型径 １．

８ 

 

（略） （略） 

円型径 １．

６５ 

 

電子計算機を

使用して作成

される現金領

収証書用 

審査指導

課長 

現金出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

円型径 １．

８ 

 

（略） （略） 

別表第１ 職印（第２条関係） 

公印の種類 制式 使用範囲 管守者 

寸法 

（単位センチ

メートル） 

ひな型 

（略） （略） （略） （略） （略） 

附置機関の

長印 

（略） （略） （略） （略） 

出納員印 

 

（略） （略） （略） （略） 

円型径 １．

８ 

 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

   

現金出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

円型径 １．

８ 

 

（略） （略） 
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 円型径 １．

６５ 

 

電子計算機を

使用して作成

される現金領

収証書用 

審査指導

課長 

物品出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

企業出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

歳入徴収者

印 

方 １．７  電子計算機を

使用して作成

される納入通

知書等用 

審査指導

課長 

支出命令者

印 

方 １．７  電子計算機を

使用して作成

される返納通

知書用 

 

審査指導

課長 

建築主事印 （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 

 

 

 

    

物品出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

企業出納員

印 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

建築主事印 （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
   

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立学校等に係る学校教育法等施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２４号 

   私立学校等に係る学校教育法等施行細則の一部を改正する規則 

私立学校等に係る学校教育法等施行細則（昭和４１年福井県規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（私立学校審議会の名称） 

第６条 私立学校法第８条第１項の規定に基づき設置する私立学校審議会の名称

（私立学校審議会の名称） 

第６条 私立学校法第９条第１項の規定に基づき設置する私立学校審議会の名称
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は、福井県私立学校審議会（以下「審議会」という。）とする。 

 

 （寄附行為認可申請書） 

第９条 私立学校法施行規則第３条第５項の認可申請書の様式は、様式第２２号

によるものとする。 

 （寄附行為の認可の申請期限） 

第１０条 私立学校法施行規則第３条第５項の所轄庁が定める日は、学校を設置

しようとする年度の前年度の６月３０日とする。 

 （寄附行為認可申請書に係る添付書類） 

第１１条 私立学校法施行規則第３条第５項第３号の所轄庁が定める書類は、学

校法人の設置する学校の学則とする。 

 （寄附行為の補充請求書） 

第１２条 私立学校法第２５条第１項の規定による寄附行為の補充の請求をしよ

うとする場合の請求書の様式は、様式第２３号によるものとする。 

 （寄附行為変更認可申請書） 

第１３条 私立学校法施行規則第４４条第１項の認可申請書の様式は、様式第２

４号によるものとする。 

 （寄附行為の変更の認可の申請期限） 

第１４条 私立学校法施行規則第４４条第６項の所轄庁が定める日および同条第

９項の所轄庁が定める日は、設置しようとする年度の前年度の６月３０日とす

る。 

 （寄附行為変更認可申請書に係る添付書類） 

第１５条 私立学校法施行規則第４４条第６項第３号の所轄庁が定める書類は、

財産の処分に関する事項を記載した書類とする。 

 （寄附行為変更届出書） 

第１６条 私立学校法第１０８条第５項（同法第１５２条第６項において準用す

る場合を含む。）の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様

式第２５号によるものとする。 

（解散認可申請書等） 

第１７条 私立学校法施行規則第４７条第１項の認可申請書の様式は、様式第２

６号によるものとする。 

２ 私立学校法施行規則第４７条第１項第６号の所轄庁が定める書類は、解散す

る年度の収支決算書とする。 

３ 私立学校法第１０９条第５項の規定による届出をしようとする場合の届出書

の様式は、様式第２７号によるものとする。 

 （合併認可申請書） 

第１８条 私立学校法施行規則第４８条第１項の認可申請書の様式は、様式第２

は、福井県私立学校審議会（以下「審議会」という。）とする。 

  

 （寄附行為認可申請書） 

第９条 私立学校法施行規則第２条第５項の認可申請書の様式は、様式第２２号

によるものとする。 

 （寄附行為の認可の申請期限） 

第１０条 私立学校法施行規則第２条第５項の所轄庁が定める日は、学校を設置

しようとする年度の前年度の６月３０日とする。 

 （寄附行為認可申請書に係る添付書類） 

第１１条 私立学校法施行規則第２条第５項第３号の所轄庁が定める書類は、学

校法人の設置する学校の学則とする。 

 （寄附行為の補充請求書） 

第１２条 私立学校法第３２条第１項の規定による寄附行為の補充の請求をしよ

うとする場合の請求書の様式は、様式第２３号によるものとする。 

 （寄附行為変更認可申請書） 

第１３条 私立学校法施行規則第４条第１項の認可申請書の様式は、様式第２４

号によるものとする。 

 （寄附行為の変更の認可の申請期限） 

第１４条 私立学校法施行規則第４条第５項の所轄庁が定める日および同条第９

項の所轄庁が定める日は、設置しようとする年度の前年度の６月３０日とする

。 

 （寄附行為変更認可申請書に係る添付書類） 

第１５条 私立学校法施行規則第４条第５項第３号の所轄庁が定める書類は、財

産の処分に関する事項を記載した書類とする。 

 （寄附行為変更届出書） 

第１６条 私立学校法第４５条第２項（同法第６４条第５項において準用する場

合を含む。）の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第

２５号によるものとする。 

 （解散認可申請書等） 

第１７条 私立学校法施行規則第５条第１項の認可申請書および認定申請書の様

式は、様式第２６号によるものとする。 

２ 私立学校法施行規則第５条第１項第６号の所轄庁が定める書類は、解散する

年度の収支決算書とする。 

３ 私立学校法第５０条第４項の規定による届出をしようとする場合の届出書の

様式は、様式第２７号によるものとする。 

 （合併認可申請書） 

第１８条 私立学校法施行規則第６条第１項の認可申請書の様式は、様式第２８
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８号によるものとする。 

 （清算中に就職した清算人の届出書） 

第１９条 私立学校法第１１５条の規定による届出をしようとする場合の届出書

の様式は、様式第２９号によるものとする。 

 （清算結了の届出書） 

第２０条 私立学校法第１２２条の規定による届出をしようとする場合の届出書

の様式は、様式第３０号によるものとする。 

 （組織変更認可申請書） 

第２１条 私立学校法施行規則第５７条第１項の認可申請書の様式は、様式第３

１号によるものとする。 

 （組織変更の認可の申請期限） 

第２２条 私立学校法施行規則第５７条第６項の所轄庁が定める日は、同条第１

項に規定する組織変更をしようとする日の属する年の前年の６月３０日とする

。 

 （組織変更認可申請書に係る添付書類） 

第２３条 私立学校法施行規則第５７条第６項第４号の所轄庁が定める書類は、

組織変更後の学校法人または準学校法人の設置する学校の学則とする。 

 （登記の届出書等） 

第２４条 私立学校法施行令第６条第１項の規定による届出をしようとする場合

の届出書の様式は、様式第３２号によるものとする。 

２ 私立学校法施行令第６条第２項の規定による届出をしようとする場合の届出

書の様式は、様式第３３号によるものとする。 

号によるものとする。 

 （清算中に就職した清算人の届出書） 

第１９条 私立学校法第５０条の７の規定による届出をしようとする場合の届出

書の様式は、様式第２９号によるものとする。 

 （清算結了の届出書） 

第２０条 私立学校法第５０条の１４の規定による届出をしようとする場合の届

出書の様式は、様式第３０号によるものとする。 

 （組織変更認可申請書） 

第２１条 私立学校法施行規則第９条第１項の認可申請書の様式は、様式第３１

号によるものとする。 

 （組織変更の認可の申請期限） 

第２２条 私立学校法施行規則第９条第５項の所轄庁が定める日は、同条第１項

に規定する組織の変更をしようとする日の属する年の前年の６月３０日とする

。 

 （組織変更認可申請書に係る添付書類） 

第２３条 私立学校法施行規則第９条第５項第４号の所轄庁が定める書類は、組

織変更後の学校法人または準学校法人の設置する学校の学則とする。 

 （登記の届出書等） 

第２４条 私立学校法施行令第２条第１項の規定による届出をしようとする場合

の届出書の様式は、様式第３２号によるものとする。 

２ 私立学校法施行令第２条第２項の規定による届出をしようとする場合の届出

書の様式は、様式第３３号によるものとする。 
  

 様式第２２号中「第３０条第１項（第６４条第５項において準用する同法第３０条第１項」を「第２３条第１項（第１５２条第６項において準用する同法第２３条

第１項」に改める。 

 様式第２３号中「第３２条第１項」を「第２５条第１項」に改める。 

 様式第２４号中「第４５条第１項（第６４条第５項において準用する同法第４５条」を「第１０８条第３項（第１５２条第６項において準用する同法第１０８条第

３項」に改める。 

 様式第２５号中「第４５条第２項」を「第１０８条第５項」に、「第６４条第５項」を「第１５２条第６項」に改める。 

 様式第２６号中「（認定）」を削り、「第５０条第２項（第６４条第５項において準用する同法第５０条第２項」を「第１０９条第３項（第１５２条第６項におい

て準用する同法第１０９条第３項」に改める。 

 様式第２７号中「第５０条第４項（第６４条第５項において準用する同法第５０条第４項」を「第１０９条第５項（第１５２条第６項において準用する同法第１０

９条第５項」に改める。 

 様式第２８号中「第５２条第２項（第６４条第５項において準用する同法第５２条第２項」を「第１２６条第３項（第１５２条第６項において準用する同法第１２

６条第３項」に改める。 

 様式第２９号中「第５０条の７」を「第１１５条」に改める。 

 様式第３０号中「第５０条の１４」を「第１２２条」に改める。 
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 様式第３１号中「第６４条第６項」を「第１５２条第７項」に改める。 

様式第３２号中「第２条第１項」を「第６条第１項」に改める。 

様式第３３号中「第２条第２項」を「第６条第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２５号 

   公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則の一部を改正する規則 

公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則（平成１９年福井県規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 

第５条 削除 

 

 

 

 

 

（特定償却資産の指定） 

第９条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその

減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得

までの間に限り、当該償却資産を特定償却資産（地方独立行政法人会計基準及

び地方独立行政法人会計基準注解（平成１６年総務省告示第２２１号。以下「

会計基準」という。）第８７の規定により、減価償却相当額を損益計算上の費

用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。）として指定するこ

とができる。 

 

 （業務実績等報告書） 

第２１条 法第７８条の２第２項の報告書には、中期計画に定める項目ごとに自

ら評価を行った結果を記載しなければならない。 

（年度計画の記載事項等） 

第５条 法第２７条第１項に規定する年度計画には、中期計画に定められた事項

に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 

２ 法人は、法第２７条第１項後段の規定により年度計画の変更を届け出るとき

は、変更した事項およびその理由を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。 

 

 （特定償却資産の指定） 

第９条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその

減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得

までの間に限り、当該償却資産を特定償却資産（地方独立行政法人会計基準及

び地方独立行政法人会計基準注解（平成１６年総務省告示第２２１号。以下「

会計基準」という。）第８５の規定により、減価償却相当額を損益計算上の費

用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。）として指定するこ

とができる。 

 

 （業務実績等報告書） 

第２１条 法第７８条の２第２項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号

に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら
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 （償還計画の認可の申請） 

第２４条 法人は、法第７９条の４の規定により償還計画の認可を受けようとす

るときは、事業年度の開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を知

事に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとす

るときは、その都度提出しなければならない。 

  

⑴～⑷ （略） 

評価を行った結果を記載しなければならない。 

⑴ 事業年度における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結

果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 

⑵ 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書ならび

に中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行

った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 

 

 （償還計画の認可の申請） 

第２４条 法人は、法第７９条の４の規定により償還計画の認可を受けようとす

るときは、法第２７条第１項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく

、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし

、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければな

らない。 

 ⑴～⑷ （略） 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則第２１条の規定は、令和７年４月１日以降に開始する中期目

標の期間における業務の実績に係る地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７８条の２第２項の報告書について適用し、同日前に開始した中期目標の

期間に係る報告書については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２６号 

   住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則 

 住民基本台帳法施行細則（平成１４年福井県規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１（第２条関係） 

１～９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 

  

別表第１（第２条関係） 

１～９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 

１１ 条例別表第１ １ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関す
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１１ 条例別表第１

の１１の項の規則

で定める事務 

 福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則

第２０号）による補助金、利子補給金その他相当の

反対給付を受けない給付金のうち、次に掲げるもの

の交付の申請の受理、その申請に係る事実について

の審査またはその申請に対する応答 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 福井県地域おこし協力隊起業支援補助金 

 ⑻ 福井県成長産業立地促進補助金 
 

の１１の項の規則

で定める事務 

る先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（以下

「受給者証」という。）の交付（継続を含む。）

の申請の受理、その申請に係る事実についての審

査またはその申請に対する応答 

２ 受給者証の記載事項変更の届出の受理またはそ

の届出に係る事実についての審査 

１２ 条例別表第１

の１２の項の規則

で定める事務 

 福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則

第２０号）による補助金、利子補給金その他相当の

反対給付を受けない給付金のうち、次に掲げるもの

の交付の申請の受理、その申請に係る事実について

の審査またはその申請に対する応答 

 ⑴～⑹ （略） 

 

 
   

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県病院事業財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２７号 

   福井県病院事業財務規則の一部を改正する規則 

 福井県病院事業財務規則（昭和３９年福井県規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （知事の事務の一部委任） 

第３条 知事は、病院長にその所掌に係る次の事務を委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ １件の金額が１，０００万円未満である契約を締結すること（電子契約（

福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第４条第５項第４号に規

定する電子契約をいう。第７号において同じ。）の場合を除く。）。 

 ⑸・⑹ （略） 

 ⑺ 単価契約を締結すること（電子契約の場合を除く。）。 

２ （略） 

 （知事の事務の一部委任） 

第３条 知事は、病院長にその所掌に係る次の事務を委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ １件の金額が１，０００万円未満である契約を締結すること。 

 

 

 ⑸・⑹ （略） 

 ⑺ 単価契約を締結すること。 

２ （略） 
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 （その他） 

第７５条 この規則に定めるものを除くほか、病院事業の財務に関しては、福井

県財務規則を準用する。 

 （その他） 

第７５条 この規則に定めるものを除くほか、病院事業の財務に関しては、福井

県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）を準用する。 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和７年度の予算に係る事務から適用し、令和６年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第２８号 

   福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の一部改正） 

第１条 福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則（平成２０年福井県規則第６４号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号の２および様式第２号の４中「勤務」の次に「（勤務期間のうち１年以上は、医師少数区域等（福井県内の市町のうち福井市、あわら市、坂井市およ

び永平寺町以外の市町）における勤務）」を加える。 

様式第３号を次のように改める。 
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様式第３号（第８条関係） 

 
医師確保修学資金等貸与決定通知書 

 
 

番     号 
 

年  月  日 
 
 
          様 

 
 

福井県知事          印   
 
 

年  月  日付けで申請のあった医師確保修学資金等については、下記のと 

おり貸与することに決定したので、福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則第８条の 

規定により通知します。 
 

 
記 

 
 
  １ 貸与決定番号 
 
 
  ２ 貸与金額     総 額          円 
 
            （内訳） 

             入学時          円（規則第４条第１項第１号） 

             年 額          円（規則第４条第１項第３号イ） 

             月 額          円 
 
 
  ３ 貸与期間       年   月から      年   月まで 
 
 

 ４ 返還免除要件 ※免除の要件については、それぞれの医師確保修学資金等による。 
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（福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則（令和６年福井県規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

改正後 改正前 

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

  

 

 

 

 （経過措置） 

２ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後において修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同

日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。 

 

３ （略） 

　 　
　福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
福井県規則第２９号
　　　福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、福井県薬剤師確保修学資金貸与条例（令和７年福井県条例第１８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
　（指定医療機関）
第 ２条　条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の２第１項第１号もしくは第８号に掲げる者（県を除く。）
または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関であって、同法第７条第２項第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する一般病床との合計が４００床未満のものとす
る。

　（貸与の申請）
第３条　修学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、修学資金貸与申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
　⑴　大学の在学証明書
　⑵　誓約書（様式第２号）
　⑶　保証人の印鑑登録証明書
　（保証人）
第４条　申請者が立てなければならない保証人は２人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。
　（修学資金の貸与の決定）
第 ５条　知事は、第３条の規定による修学資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金貸与決定通知書（様式第３号）により申請者に
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通知するものとする。
　（修学資金の額の決定）
第６条　知事は、貸与する修学資金の額を決定したときは、修学資金貸与額決定通知書（様式第４号）によりその旨を通知するものとする。
　（借用証書の提出）
第７条　被貸与者は、修学資金の貸与を受けたときは、直ちに、貸与を受けた修学資金について修学資金借用証書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。
　（貸与の停止に伴う修学資金の額の算定について）
第 ８条　知事は、条例第８条第１項の規定により修学資金の貸与を行わないこととしたときは、４０万円に停止期間の月数を乗じて６で除して得た額を修学資金の額から減ずること
とする。

２ 　知事は、前項の場合において、停止期間に係る分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は復学した日の属する月の翌月以後の期間に係る修学資金として貸
与されたものとみなし、その修学資金に相当する額を、復学した日の属する月の翌月以後の期間に係る修学資金の額から減ずるものとする。

　（返還猶予の申請）
第９条　条例第１０条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。
２ 　知事は、前項に規定する申請に基づき修学資金の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および修学資金の返還の猶予を行った期間（以下
この条において「返還猶予期間」という。）を書面により通知するものとする。

３ 　前項の規定により修学資金の返還の猶予の決定を受けた者は、当該返還猶予期間を変更する事由が生じたときは、返還猶予期間変更申請書（様式第７号）を知事に提出しなけれ
ばならない。

４ 　知事は、前項に規定する申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を書面により通知する
ものとする。

　（返還免除の申請）
第１０条　条例第１１条の規定により修学資金の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。
２ 　知事は、前項に規定する申請に基づき修学資金の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとす
る。

　（勤務期間等の計算）
第 １１条　条例第１１条第１項第１号ウに規定する指定医療機関において薬剤師として勤務した期間は、指定医療機関において薬剤師として勤務を開始した日の属する月から指定医
療機関における薬剤師としての勤務が終了した日の属する月までとする。

２ 　使用者から出向、転勤その他の指定医療機関において薬剤師として勤務しないこととなる異動を命ぜられた期間は、命ぜられた日の属する月の翌月から、期間が終了した日の属
する月の前月までとする。

３ 　在職期間中に条例第１１条第１項第１号ウアまたはイに掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった期間があるときは、勤務しなかった期間の開始の日の属する月から勤務し
なかった期間の終了の日の属する月までの月数を在職期間から控除するものとする。ただし、勤務しなかった期間が終了した月において、再び勤務しなかった期間が開始したとき
は、その月を１月として控除するものとする。

　（研修プログラム）
第１２条　条例第１１条第１項第１号エの規則で定める研修プログラムは、薬剤師の育成のため指定医療機関が県と協議して立案するものとする。
　（学業成績証明書等の提出）
第 １３条　被貸与者は、大学を卒業するまでの間、毎年４月１５日までに在学証明書および前学年度末における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。ただし、条例第７
条の規定により貸与を取り消された場合または条例第１０条の規定による返還の猶予を受けることができなくなった場合は、この限りでない。

　（勤務状況等報告書の提出）
第 １４条　被貸与者は、大学を卒業した日から修学資金の全部の返還を免除され、または返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年４月１５日までに勤務状況等報告書（様式第
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９号）を知事に提出しなければならない。ただし、条例第７条の規定により貸与を取り消された場合、または条例第１０条の規定による返還の猶予を受けることができなくなった
場合は、この限りでない。

　（届出）
第１５条　被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書（様式第１０号）により、その旨を知事に届け出なければならない。
　⑴　氏名または住所を変更したとき。
　⑵　退学したとき。
　⑶　大学の薬学を履修する課程を卒業したとき。
　⑷　学業または勤務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
　⑸　休学し、または停学の処分を受けたとき。
　⑹　復学したとき。
　⑺　保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
　⑻　大学を卒業した日から１年６月以内に薬剤師の免許を取得したとき。
　⑼　指定医療機関において薬剤師として勤務を開始し、または再開したとき（勤務する指定医療機関を変更したときを含む。）。
　⑽　指定医療機関における薬剤師として勤務しなくなったとき。
　⑾　修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
２　被貸与者は、前項第１号から第１０号までのいずれかに該当し、その旨を届け出る場合には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
３　被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
　（その他）
第１６条　この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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様式第１号（第３条関係） 
（表面） 
 

修学資金貸与申請書 
 

年  月  日 
 

福井県知事          様 
 
 

申請者  氏名 
 
 

修学資金の貸与を受けたいので、福井県薬剤師確保修学資金貸与条例第３条の規定に

より、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

貸与を受け
ようとす る
期 間 

年   月から    年   月まで 

申
請
者
本
人 

ふりがな 
氏 名  

生年月日 年   月   日 

年 齢 満     歳 

本 籍  

住 所 
郵便番号   ―      電話番号   （   ） 

帰省先住所 
郵便番号   ―      電話番号   （   ） 

大 学 

学 校 名  

学部および学科 学部         学科 

卒 業 見 込 年 月        年       月        

（裏面） 

保証人 

ふりがな 
氏 名 

           ㊞ 
生年月日 年   月   日 

年 齢 満   歳 

本 籍  

住 所 
郵便番号   ―   電話番号   （   ） 

職 業  勤 務 先  

年 収 
（税込み）

 申請者との関係  

保証人 

ふりがな 
氏 名 

           ㊞ 
生年月日 年   月   日 

年 齢 満   歳 

本 籍  

住 所 
郵便番号   ―   電話番号   （   ） 

職 業  勤 務 先  

年 収 
（税込み）

 申請者との関係  
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様式第２号（第３条関係） 

 

 

誓 約 書 

 

 私は、修学資金の貸与を受けることとなった上は、福井県薬剤師確保修学資金貸与条例お

よび福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の規定を遵守し、指定医療機関において

薬剤師として勤務することを誓います。 

 

     年  月  日 

 

申請者  氏名            

 

福井県知事          様 

様式第３号（第５条関係） 
 

修学資金貸与決定通知書 
 
 

第     号 
 

年  月  日 
 
 
          様 

 
 

福井県知事          印   
 
 

     年  月  日付けで申請のあった修学資金貸与申請については、下記のとお

り貸与することに決定したので、福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則第５条の

規定により通知します。 

 

 
記 

 
 
  １ 貸与決定番号 
 
  ２ 修学資金の額     総 額          円 
 
              （年 額          円） 
                
                            
 
  ３ 貸与期間        年   月から      年   月まで 
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様式第４号（第６条関係） 
 

修学資金貸与額決定通知書 
 
 

第     号 
 

年  月  日 
 
 
          様 

 
 

福井県知事          印   
 

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則第６条の規定に基づき、下記のとおり修学

資金の額を決定したので通知します。 

 
 

記 
 
 
  １ 貸 与 決 定 番 号 
 
 
  ２ 対 象 貸 与 期 間       年   月から      年   月まで 
 
 
  ３ 修 学 資 金 の 額                  円 
 
 
  ４ 備       考 

              

様式第５号（第７条関係） 

  
収入

印紙 
        修学資金借用証書 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号       ）        

住所                    

被貸与者  氏名                印   

 

住所                    

保証人  氏名                印   

 

住所                    

保証人  氏名                印   

 

 

 薬剤師確保修学資金を次のとおり借用しました。 

 

借用年月日 借用金額 

年  月  日   金            円 

年  月  日   金            円 

年  月  日   金            円 

年  月  日   金            円 

合 計 金            円 
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様式第６号（第９条関係） 

返還猶予申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号       ）       

住所                   

被貸与者  氏名                   

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例第１０条の規定により修学資金の返還の猶予を受け

たいので、次のとおり申請します。 

返還猶予を

受けようと

す る 額 

円 

修 学 資 金 総 額 円 

利 息 額 円 

返還猶予を

受けようと

す る 期 間 

年   月から    年   月まで 

返還猶予の

理 由 

１ 薬剤師免許取得予定 

大 学 卒 業

（ 予 定 ） 

年 月 

年  月 

２ 指定医療機関勤務中 病 院 名 
  

３ そ の 他 

理由を具体的に記入 

 

注 １ 「返還猶予の理由」は、１から３までの該当する番号に○を付けるとともに、必

要事項を記入すること。 

  ２ 「返還猶予の理由」の「３ その他」に該当する場合は、その理由を証する書類

を添付すること。 

様式第７号（第９条関係） 

 

返還猶予期間変更申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者  氏名              

 

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則第９条第３項の規定により修学資金の返還

猶予期間を変更したいので、次のとおり申請します。 

返 還 猶 予 

期 間 

変 更 前 年   月から    年   月まで 

変 更 後 年   月から    年   月まで 

返 還 猶 予 

期間を変更 

し よ う と 

す る 事 由 
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様式第８号（第１０条関係） 

 

返還免除申請書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

申請者  氏名              

（被貸与者との続柄      ） 

 

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例（以下「条例」という。）第１１条の規定により修

学資金の返還の免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

返 還 免 除 を 

受 け よ う と す る 額 
円 

修 学 資 金 総 額 円 

利 息 額 円 

返還免除

の 理 由 

１ 研修プログラム

を修了 
在職期間：      か月 

２ その他（条例第

１１条第１項第２

号に該当） 

具体的な状況を記載 

 注 該当事項を証する書類を添付すること（既に提出済のものを除く。）。 

 

指定医療機関での在職期間 

在職期間 指定医療機関名 

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

 注 １ 欄が不足するときは適宜付け足すこと。 

   ２ 条例第１１条第１項第１号ウ(ア)または(イ)に掲げる事由により薬剤師として勤務

しなかった期間を除くこと。 

様式第９号（第１４条関係） 

 

勤務状況等報告書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者等  氏名              

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則第１４条の規定により、次のとおり報告し

ます。 

 

１ 大学卒業状況 

大 学 卒 業      年  月  日卒業 

 

２ 現在の勤務状況等 

勤 務 先 

指定医療機関 

所 在 地   

名 称   

前年度１年間の勤務状況等 

勤 務 期 間 
             年  月  日から 

             年  月  日まで 

上記期間のうち

休職等の期間 

 

休職等の期間の有無 □ 有    □ 無 

 

（休職等の期間がある場合には下記の事由、期間を記載） 

（事由） 

 

（期間）         年  月  日から 

             年  月  日まで 

証 明 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

     年  月  日 

 

勤務医療機関  所 在 地              

名 称              

管理者の氏名          印   

注 毎年４月１５日までに提出すること。 
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様式第１０号（第１５条関係） 

 

変更事項等届出書 

 

年  月  日 

 

  福井県知事          様 

 

（貸与決定番号      ）   

住所              

被貸与者  氏名              

 

 

 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則第１５条第１項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

届 出 事 項   

届 出 事 項 の

発 生 年 月 日 
        年  月  日 

届 出 内 容   

 

 注 届出事項の発生を証する書類を添付すること。 
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 福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第３０号 

   福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則（平成２４年福井県規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （布設工事監督者の資格） 

第２条 条例第４条第８号の規定により同条第１号から第７号までに掲げる者と

同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 条例第４条第１号または第２号に規定する卒業者であって、学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）に基づく大学院研究科において１年以上衛生工学

もしくは水道工学に関する課程を専攻した後または大学の専攻科において衛

生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第１号に規定する

卒業者にあっては２年以上、同条第２号に規定する卒業者にあっては３年以

上水道、工業用水道、下水道、道路または河川（以下この条において「水道

等」という。）に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（同条第

１号に規定する卒業者にあっては１年以上、同条第２号に規定する卒業者に

あっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。） 

 ⑵ 外国の学校において、条例第４条第１号から第６号までに規定する課程に

相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と

同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規

定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

 ⑶ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試

験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道および工業用水

道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有するもの（６月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

 ⑷ 建築業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項および第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、

３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６

 （布設工事監督者の資格） 

第２条 条例第４条第６号の規定により同条第１号から第５号までに掲げる者と

同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 条例第４条第１号または第２号に規定する卒業者であって、学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）に基づく大学院研究科において１年以上衛生工学

もしくは水道工学に関する課程を専攻した後または大学の専攻科において衛

生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第１号に規定する

卒業者にあっては１年以上、同条第２号に規定する卒業者にあっては２年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

 

 

 

 

 ⑵ 外国の学校において、条例第４条第１号もしくは第２号に規定する課程お

よび学科目または同条第３号もしくは第４号に規定する課程に相当する課程

もしくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度

と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

 ⑶ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試

験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道および工業用水

道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有するもの 
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月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 （水道技術管理者の資格） 

第３条 条例第５条第４号の規定により同条第１号から第３号までに掲げる者と

同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 条例第４条第１号の大学、同条第３号に規定する短期大学等および同条第

５号に規定する高等学校等において、工学、理学、農学、医学および薬学に

関する課程ならびにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した（当

該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号およ

び次条第１号において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を

含む。）後、条例第４条第１号の大学の卒業者については５年以上、同条第

３号に規定する短期大学等の卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。

）については７年以上、同条第５号に規定する高等学校等の卒業者について

は９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑵ 外国の学校において、条例第５条第１号もしくは第２号に規定する課程ま

たは前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学

校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定

する卒業者ごとの最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

 ⑶ （略） 

 ⑷ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格

した者（選択科目として上水道および工業用水道を選択したものに限る。）

であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

 ⑸ 建設業法施行令第３７条第１項および第２項の規定による土木施工管理に

係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有するもの 

第４条 条例第６条第６号の規定により同条第１号から第５号までに掲げる者と

同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 条例第６条第１号の大学、第２号の短期大学等および第３号の高等学校等

において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する課程ならびにこれら

に相当する課程以外の課程を修めて卒業した（当該課程を修めて専門職大学

前期課程を修了した場合を含む。）後、同条第１号の大学の卒業者について

 

 （水道技術管理者の資格） 

第３条 条例第５条第４号の規定により同条第２号および第３号に掲げる者と同

等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 条例第４条第１号、第３号および第４号に規定する学校において、工学、

理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科

目以外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて学校教育法に基づく

専門職大学の前期課程（以下この号および第４条第２号において「専門職大

学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同条第１号に規定す

る学校の卒業者については５年以上、同条第３号に規定する学校の卒業者（

専門職大学前期課程の修了者を含む。）については７年以上、同条第４号に

規定する学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑵ 外国の学校において、条例第５条第２号に規定する学科目または前号に規

定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校におい

て修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒業

者ごとの最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

 ⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

第４条 条例第６条第７号の規定により同条第１号から第６号までに掲げる者と

同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 条例第６条第１号または第２号に規定する卒業者であって、学校教育法に

基づく大学院研究科において１年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課

程を専攻した後または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関

する専攻を修了した後、同条第１号に規定する卒業者にあっては６箇月以上

、同条第２号に規定する卒業者にあっては１年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有するもの 

 ⑵ 条例第６条第１号、第３号および第４号に規定する学校において、工学、

理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科

目以外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて専門職大学前期課程

を修了した場合を含む。）後、同条第１号に規定する学校の卒業者について



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号45

は２年６月以上、同条第２号の短期大学等の卒業者（専門職大学前期課程の

修了者を含む。）については３年６月以上、同条第３号の高等学校等の卒業

者については４年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

 ⑵ 外国の学校において、条例第６条第１号から第４号までに規定する課程ま

たは前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学

校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定

する卒業者ごとの最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

 

 ⑶ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格

した者（選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。）で

あって、６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

 ⑷ （略） 

 ⑸ 建設業法施行令第３７条第１項および第２項の規定による土木施工管理に

係る１級の技術検定に合格した者であって、１年６月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有するもの 

は２年６箇月以上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課

程の修了者を含む。）については３年６箇月以上、同条第４号に規定する学

校の卒業者については４年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

 ⑶ 外国の学校において、条例第６条第１号もしくは第２号に規定する課程お

よび学科目、同条第３号もしくは第４号に規定する課程に相当する課程もし

くは学科目または同条第５号もしくは前号に規定する学科目を、それぞれ当

該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号に規定する卒業者ごとの最低経験年数以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

 ⑷ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格

した者（選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。）で

あって、６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

 ⑸ （略） 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県流域下水道事業財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第３１号 

   福井県流域下水道事業財務規則の一部を改正する規則 

 福井県流域下水道事業財務規則（令和２年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （知事の事務の一部委任） 

第３条 知事は、三国土木事務所長にその所掌に係る次の事務を委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 支出予算の範囲内の次に掲げる契約を締結すること（電子契約（福井県財

務規則（昭和３９年福井県規則第１１号。以下「財務規則」という。）第４

条第５項第４号に規定する電子契約をいう。第７号において同じ。）の場合

を除く。）。 

 （知事の事務の一部委任） 

第３条 知事は、三国土木事務所長にその所掌に係る次の事務を委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 支出予算の範囲内の次に掲げる契約を締結すること。 
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  ア～カ （略） 

 ⑸・⑹ （略） 

 ⑺ 単価契約を締結すること（電子契約の場合を除く。）。 

２ （略） 

  ア～カ （略） 

 ⑸・⑹ （略） 

 ⑺ 単価契約を締結すること。 

２ （略） 

 

 （入札保証金等） 

第４９条 令第２１条の１４に規定する入札保証金および契約保証金の率は、財

務規則の例による。 

 

 （入札保証金等） 

第４９条 令第２１条の１４に規定する入札保証金および契約保証金の率は、福

井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号。以下「財務規則」という。）

の例による。 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和７年度の予算に係る事務から適用し、令和６年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。 

 　 　
　宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
福井県規則第３２号
　　　宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
目次
　第１章　総則（第１条―第６条）
　第２章　宅地造成等工事規制区域内における規制（第７条―第２０条）
　第３章　特定盛土等規制区域内における規制（第２１条―第３４条）
　附則
　　　第１章　総則
　（趣旨）
第 １条　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」という。）の施行に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号。
以下「政令」という。）および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則に定めるところによ
る。

　（用語の定義）
第２条　この規則において使用する用語は、法、政令および省令において使用する用語の例による。
　（土地への立入りの通知）
第３条　法第５条第２項の規定による土地の占有者に対する通知は、土地立入通知書（様式第１号）により行うものとする。
　（障害物の伐除等の通知）
第４条　法第６条第２項の規定による土地または障害物の所有者および占有者に対する通知は、障害物伐除等通知書（様式第２号）により行うものとする。
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　（障害物の伐除の通知）
第５条　法第６条第３項後段の規定による障害物の所有者および占有者に対する通知は、障害物伐除通知書（様式第３号）により行うものとする。
　（証明書等の様式）
第６条　法第７条第１項（法第２４条第２項または法第４３条第２項において準用する場合を含む。）および第２項に規定する証明書の様式は、様式第４号によるものとする。
２　法第７条第２項に規定する許可証の様式は、様式第５号によるものとする。
　　　第２章　宅地造成等工事規制区域内における規制
　（宅地造成等に関する工事の許可申請の手続）
第 ７条　宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けた
ときは、省令第７条第１項第１号の表または第２項第１号の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければならない。

　（資力、信用等を証する書類）
第８条　省令第７条第１項第１２号および第２項第１０号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
　⑴　工事主の預金残高証明書
　⑵　工事主の資金借入または融資証明書
　⑶ 　工事主が工事によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１項の免許を受けてい

ることを証する書類
　⑷　工事主が個人の場合にあっては、直近１年間の所得税の納税証明書
　⑸　工事主が法人の場合にあっては、直近１年間の法人税の納税証明書および事業経歴書
　⑹　工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書および工事施行者が建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けていることを証する書類
　⑺　その他知事が必要と認める書類
　（宅地造成等に関する工事の着手届）
第 ９条　宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該工事に着手しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手
届（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事）
第１０条　宅地造成等に関する工事について、省令第８条第９号および第１０号ロの規定により規則で定める値は、５０センチメートルとする。
　（宅地造成等に関する工事の協議）
第 １１条　宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書（
様式第７号）の正本および副本に省令第７条第１項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書（様式第８号）の正本および副本に省令
第７条第２項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

３ 　知事は、法第１５条第１項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し第１項または前項の協議書の副本に所要事項を記載して、その旨を通知するものとする
。

４　第９条および第１６条から第１９条までの規定は、法第１５条第１項の規定による協議が成立した宅地造成等に関する工事について準用する。
　（宅地造成等に関する工事の変更許可）
第 １２条　宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第１６条第１項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第３７条第１項に規定する書類のほか、当
該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第１６条第１項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第３７条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新
旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。
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　（宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出）
第 １３条　宅地造成等に関する工事について、法第１６条第２項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書（様式第９号）を知事に
提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の変更協議）
第 １４条　宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項の規定による協議が成立した者で、法第１６条第３項で準用する法第１５条第１項の規定による変更
の協議を行おうとするものは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書（様式第１０号）に、省令第３７条第１項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧
を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定による協議が成立した者で、法第１６条第３項で準用する法第１５条第１項の規定による変更の協議を行おうとする
ものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書（様式第１１号）に、省令第３７条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提
出しなければならない。

　（宅地造成等に関する届出工事の変更届出）
第 １５条　法第２１条第１項または第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書（様式第１２号）に当該変更に
係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の中止・廃止・再開の届出）
第 １６条　宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の規定による許可を受けた工事主または法第２１条第１項もしくは第３項の規定による届出をした工事主は、当
該工事を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書（様式第１３号）を知事に提
出しなければならない。

　（宅地造成または特定盛土等に関する工事の完了検査の手続）
第 １７条　法第１７条第１項の規定による工事完了の検査および同条第２項の規定による検査済証の交付は、法第１２条第１項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、
当該工区ごとに行わなければならない。

　（宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査の手続）
第 １８条　法第１８条第１項の規定による中間検査および同条第２項の規定による中間検査合格証の交付は、法第１２条第１項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、
当該工区ごとに行わなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の定期の報告）
第 １９条　宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第１９条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成または特定盛土
等に関する工事の定期報告書（様式第１４号）に、省令第４８条第１項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第１９条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書（様式第
１５号）に、省令第４８条第２項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する届出工事の完了届）
第 ２０条　法第２１条第１項または第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届（様式第１６号）を知事に提出しなければな
らない。

　　　第３章　特定盛土等規制区域内における規制
　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可申請の手続）
第 ２１条　特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第３０条第１項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る特定盛土等または土石の堆積に
関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第６３条第１項または第２項の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければな
らない。

　（資力、信用等を証する書類）
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第 ２２条　省令第６３条第１項第２号および第２項第２号に規定する規則で定める書類は、第８条第１号から第７号までに掲げるものとする。
　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の着手届）
第 ２３条　特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第３０条第１項本文の規定による許可を受けた工事主または法第２７条第１項本文の規定による届出をした工事主
は、当該工事に着手しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事）
第２４条　特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、省令第８条第９号および第１０号ロの規定により規則で定める値は、５０センチメートルとする。
　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の協議）
第 ２５条　特定盛土等に関する工事について、法第３４条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書（様式第７号）の
正本および副本に省令第６３条第１項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第３４条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書（様式第８号）の正本および副本に省令
第６３条第２項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

３　知事は、法第３４条第１項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し第１項または前項の協議書の副本に所要事項を記載して、その旨を通知するものとする
。
４　第２３条および第３０条から第３３条までの規定は、法第３４条第１項の規定による協議が成立した特定盛土等または土石の堆積に関する工事について準用する。
　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更許可）
第 ２６条　特定盛土等に関する工事について、法第３５条第１項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第６７条第１項に規定する書類のほか、当該変更に係る事
項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第３５条第１項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第６７条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新
旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出）
第 ２７条　特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第３５条第２項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書（様式
第９号）を知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更協議）
第 ２８条　特定盛土等に関する工事について、法第３４条第１項の規定による協議が成立した者で、法第３５条第３項で準用する法第３４条第１項の規定による変更の協議を行おう
とするものは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書（様式第１０号）に、省令第６７条第１項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書
を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第３４条第１項の規定による協議が成立した者で、法第３５条第３項で準用する法第３４条第１項の規定による変更の協議を行おうとする
ものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書（様式第１１号）に、省令第６７条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提
出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の変更届出）
第 ２９条　特定盛土等に関する工事について、法第２８条第１項の規定による知事への変更の届出を行おうとする工事主は、省令第６１条第１項に規定する書類のほか、当該変更に
係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第２８条第１項の規定による知事への変更の届出を行おうとする工事主は、省令第６１条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事
項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

３ 　法第４０条第１項または第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書（様式第１２号）に当該変更に係る事
項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の中止・廃止・再開の届出）
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第 ３０条　特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第３０条第１項本文の規定による許可を受けた工事主または法第２７条第１項もしくは第４０条第１項もしくは第
３項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止
・再開届出書（様式第１３号）を知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等に関する工事の完了検査の手続）
第 ３１条　法第３６条第１項の規定による工事完了の検査および同条第２項の規定による検査済証の交付は、法第３０条第１項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、
当該工区ごとに行わなければならない。

　（特定盛土等に関する工事の中間検査の手続）
第 ３２条　法第３７条第１項の規定による中間検査および同条第２項の規定による中間検査合格証の交付は、法第３０条第１項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、
当該工区ごとに行わなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する工事の定期の報告）
第 ３３条　特定盛土等に関する工事について、法第３８条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成または特定盛土等に関する工事
の定期報告書（様式第１４号）に、省令第７８条第１項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 　土石の堆積に関する工事について、法第３８条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書（様式第
１５号）に、省令第７８条第２項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の完了届）
第 ３４条　法第２７条第１項または第４０条第１項もしくは第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届（様式第１６号）を
知事に提出しなければならない。

　　　附　則
　この規則は、令和７年６月３０日から施行する。
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様式第１号（第３条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

福井県知事             

 

土 地 立 入 通 知 書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法第５条第１項の規定により、下記のとおりあなたの占

有する土地に立ち入って測量（調査）を行いますので、同条第２項の規定により通知し

ます。 

 

記 

 １ 立入りの目的 

 ２ 立ち入る土地の区域 

 ３ 立入りの期日        年  月  日    時から    時まで 

 ４ 立ち入ろうとする者の所属、職および氏名 

 

様式第２号（第４条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

 

福井県知事            

 

障 害 物 伐 除 等 通 知 書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、測量（調査）を行うため、 

下記のとおり 
あなたの所有（占有）する土地に立ち入ります 

ので、同条第２ 
障害物の伐除（土地の試掘、ボーリング）を行います 

 項の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 行為の目的 

 ２ 行為の内容 

 ３ 行為の場所 

 ４ 行為の日時        年  月  日    時から    時まで 

 ５ 行為者の所属、職および氏名 
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様式第３号（第５条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

 

福井県知事           

 

障 害 物 伐 除 通 知 書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第３項の規定により、測量（調査）を行うため、

下記のとおりあなたの所有（占有）する障害物の伐除を行いましたので、同項の規定に

より通知します。 

 

記 

 

 １ 行為の目的 

 ２ 行為の内容 

 ３ 行為の場所 

 ４ 行為の日時        年  月  日    時から    時まで 

 

 

様式第４号（第６条関係） 
 （第１面） 

 

  第   号 

         立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

職 名 
 

氏 名 

 
生年月日   年  月  日生 

写

真 

 

 
 
    年  月  日交付 
    年  月  日限り有効 
 

   福井県知事           □印  

 

 （第２面） 
 
 

この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印の

ある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

 法 令 の 条 項 該当の有無  

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
（備考）１ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載

すること。 

３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合

は「－」を記載すること。 

４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、そ

の全部または一部を裏面に記載することができる。 

５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 
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様式第５号（第６条関係） 

（表） 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

 第    号 

 

許 可 証 

 

所 属             

職氏名             

年  月  日生  

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、上記の者が下記のとお

り土地の試掘等を行うことについて、許可します。 

     年  月  日 

 

福井県知事          印   

  ９センチメートル 

 

 

（裏） 

 
 

 

 

記 

 

 

 １ 行為の目的 

 ２ 行為の内容 

 ３ 行為の場所 

 ４ 行為の日時        年  月  日    時から    時まで 

 

 

 

様式第６号（第９条、第２３条関係） 

 

年  月  日   

 

  福井県知事     様 

 

工事主 住 所              

氏 名              

  法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

 

宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 着 手 届 

 

  下記のとおり、宅地造成等に関する工事に着手したので、宅地造成及び特定盛土等規

制法施行細則第９条または第２３条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

 １ 工事の許可年月日   年  月  日 

 ２ 工事の許可番号 

 ３ 工事をしている土地の所在および地番 

 ４ 工事の着手年月日  年  月  日 

 

 

（注意） 

 １ 不要の文字は、抹消すること。 

 ２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第２７条第１項の規定により届け出た場合、１欄は

最初に届け出た年月日を記載すること。 
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様式第７号（第１１条、第２５条関係） 

 

第     号    

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

協議者 住 所               

氏 名               

   

 

宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１５条第１項 

第３４条第１項 
の規定により協議します。 

 

１ 工事主の住所および氏名   

２ 設計者の住所および氏名   

３ 工事施行者の住所および氏名   

４ 土地の所在地および地番 

  （代表地点の緯度経度） 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積                   ｍ２ 

６ 工事着手前の土地利用状況   

７ 工事完了後の土地利用   

８ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

１０ 工事

の概要 

⑴ 盛土または切土の高

さ 
                  ｍ 

⑵ 盛土または切土を行

う土地の面積 
                  ｍ２ 

⑶ 盛土または切土の土

量 

盛土                ｍ３ 

切土                ｍ３ 

⑷ 擁壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  ｍ ｍ 

    

    

⑸ 崖面崩壊防止施設 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    ｍ ｍ 

        

        

⑹ 排水施設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    ｍ ｍ 

        

⑺ 崖面の保護の方法   

⑻ 崖面以外の地表面の

保護の方法 
  

⑼ 工事中の危害防止の

ための措置 
  

⑽ その他の措置   

⑾ 工事着手予定年月日 年  月  日 

⑿ 工事完了予定年月日 年  月  日 

⒀ 工程の概要   

１１ その他必要な事項   

 

 （注意） 

 １ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名

の横に○印を付すこと。 

 ２ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

 ３ ４欄は、代表地点の緯度および経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１

位まで記入すること。 

 ４ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付すこと。（複数選択可） 

 ５ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。 

 ６ １１欄は、宅地造成または特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法

令による認可等を要する場合においてのみ、その認可等の手続の状況を記入すること。 
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様式第８号（第１１条、第２５条関係） 

第     号    

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

協議者 住 所               

氏 名               

 

  

土石の堆積に関する工事の協議書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１５条第１項 

第３４条第１項 
の規定により協議します。 

 

１ 工事主の住所および氏名   

２ 設計者の住所および氏名   

３ 工事施行者の住所および氏名   

４ 土地の所在地および地番 

  （代表地点の緯度経度） 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積              ｍ２ 

６ 工事の目的   

７ 工事の

概要 

⑴ 土石の堆積の最大堆

積高さ 
             ｍ 

⑵ 土石の堆積を行う土

地の面積 
             ㎡ 

⑶ 土石の堆積の最大堆

積土量 
             ㎥ 

⑷ 土石の堆積を行う土

地の最大勾配 
  

⑸ 勾配が１０分の１を

超える土地における堆

積した土石の崩壊を防

止するための措置 

  

⑹ 土石の堆積を行う土

地における地盤の改良

その他の必要な措置 

  

⑺ 空地の設置 

番号 空地の幅 

  ｍ 

    

⑻ 雨水その他の地表水

を有効に排除する措置 
  

⑼ 堆積した土石の崩壊

に伴う土砂の流出を防

止する措置 

  

⑽ 工事中の危害防止の

ための措置 
  

⑾ その他の措置   

⑿ 工事着手予定年月日 年  月  日 

⒀ 工事完了予定年月日 年  月  日 

⒁ 工程の概要  

８ その他必要な事項   

 

 （注意） 

 １ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

 ２ ４欄は、代表地点の緯度および経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１

位まで記入すること。 

 ３ ７欄⑼は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、

高さおよび延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入するこ

と。 

 ４ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による認可等を

要する場合においてのみ、その認可等の手続の状況を記入すること。 
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様式第９号（第１３条、第２７条関係） 

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

届出者 住 所               

氏 名               

  法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称および代表者の氏名 

 

宅地造成等に関する工事の変更届出書 

 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１６条第２項 

第３５条第２項 
の規定により、宅地造成等に関 

 

 する工事の変更について次のとおり届け出ます。 

 

 １ 工事の許可年月日   年  月  日 

 

 ２ 工事の許可番号 

 

 ３ 土地の所在および地番 

 

 ４ 変更に係る事項 

事項 変更前 変更後 

      

 

 ５ 変更の理由 

 

 

 

 

様式第１０号（第１４条、第２８条関係） 

 

第     号    

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

協議者 住 所               

氏 名               

   

 

宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１６条第３項 

第３５条第３項 
の規定により協議します。 

 

１ 工事主の住所および氏名   

２ 設計者の住所および氏名   

３ 工事施行者の住所および氏名   

４ 土地の所在地および地番 

  （代表地点の緯度経度） 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積                   ｍ２ 

６ 工事着手前の土地利用状況   

７ 工事完了後の土地利用   

８ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

１０ 工事

の概要 

⑴ 盛土または切土の高

さ 
                  ｍ 

⑵ 盛土または切土を行

う土地の面積 
                  ｍ２ 

⑶ 盛土または切土の土

量 

盛土                ｍ３ 

切土                ｍ３ 

⑷ 擁壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  ｍ ｍ 
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⑸ 崖面崩壊防止施設 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    ｍ ｍ 

        

        

⑹ 排水施設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    ｍ ｍ 

        

⑺ 崖面の保護の方法   

⑻ 崖面以外の地表面の

保護の方法 
  

⑼ 工事中の危害防止の

ための措置 
  

⑽ その他の措置   

⑾ 工事着手予定年月日 年  月  日 

⑿ 工事完了予定年月日 年  月  日 

⒀ 工程の概要   

１１ その他必要な事項   

１２ 変更の理由   

１３ 工事の許可年月日 年  月  日 

１４ 工事の許可番号  

 

 （注意） 

 １ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名

の横に○印を付すこと。 

 ２ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

 ３ ４欄は、代表地点の緯度および経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１

位まで記入すること。 

 ４ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付すこと。（複数選択可） 

 ５ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。 

 ６ １１欄は、宅地造成または特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法

令による認可等を要する場合においてのみ、その認可等の手続の状況を記入すること。 

様式第１１号（第１４条、第２８条関係） 

第     号    

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

協議者 住 所               

氏 名               

 

  

土石の堆積に関する工事の変更協議書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１６条第３項 

第３５条第３項 
の規定により協議します。 

 

１ 工事主の住所および氏名   

２ 設計者の住所および氏名   

３ 工事施行者の住所および氏名   

４ 土地の所在地および地番 

  （代表地点の緯度経度） 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積              ｍ２ 

６ 工事の目的   

７ 工事の

概要 

⑴ 土石の堆積の最大堆

積高さ 
             ｍ 

⑵ 土石の堆積を行う土

地の面積 
             ㎡ 

⑶ 土石の堆積の最大堆

積土量 
             ㎥ 

⑷ 土石の堆積を行う土

地の最大勾配 
  

⑸ 勾配が１０分の１を

超える土地における堆

積した土石の崩壊を防

止するための措置 

  

⑹ 土石の堆積を行う土

地における地盤の改良

その他の必要な措置 

  

⑺ 空地の設置 

番号 空地の幅 

  ｍ 
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⑻ 雨水その他の地表水

を有効に排除する措置 
  

⑼ 堆積した土石の崩壊

に伴う土砂の流出を防

止する措置 

  

⑽ 工事中の危害防止の

ための措置 
  

⑾ その他の措置   

⑿ 工事着手予定年月日 年  月  日 

⒀ 工事完了予定年月日 年  月  日 

⒁ 工程の概要  

８ その他必要な事項   

９ 変更の理由   

１０ 工事の許可年月日 年  月  日 

１１ 工事の許可番号  

 

 （注意） 

 １ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

 ２ ４欄は、代表地点の緯度および経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１

位まで記入すること。 

 ３ ７欄⑼は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、

高さおよび延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入するこ

と。 

 ４ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による認可等を

要する場合においてのみ、その認可等の手続の状況を記入すること。 

  

様式第１２号（第１５条、第２９条関係） 

    年  月  日   

 

  福井県知事     様 

 

届出者 住 所              

氏 名              

  法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

 

届出工事の変更届出書 

 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第２１条第１項または第３項 

第４０条第１項または第３項 
の規定により届 

 

 け出た宅地造成等に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。 

最初に届け出た

年 月 日
 

  

工事をしている

土 地 の 所 在 

お よ び 地 番
 

  

工事をしている

土 地 の 面 積
 

（※法第２１条第１項または第４０条第１項に該当する場合に記入） 

行 お う と す る 

工 事 の 種 類 

お よ び 内 容
 

（※法第２１条第３項または第４０条第３項に該当する場合に記入） 

変 更 事 項 

  

変 更 理 由 
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様式第１３号（第１６条、第３０条関係） 

年  月  日   

 

  福井県知事     様 

 

届出者 住 所              

氏 名              

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

 

 

宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書 

 

 

  下記のとおり、宅地造成等に関する工事を中止（廃止・再開）したいので届け出ます。 

 

記 

 

 １ 工事の許可年月日   年  月  日 

   （最初に届け出た年月日    年  月  日） 

 ２ 工事の許可番号 

 ３ 工事を中止（廃止・再開）しようとする土地の所在および地番 

 ４ 工事を中止（廃止・再開）しようとする理由 

 ５ 工事の進捗状況および防災措置 

 

 

 

 （注意） 

 １ 不要の文字は、抹消すること。 

 ２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第２７条第１項、第２１条第１項もしくは第３項ま

たは第４０条第１項もしくは第３項の規定により届け出た場合、１欄は最初に届け出

た年月日を記載すること。 

 

様式第１４号（第１９条、第３３条関係） 

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

工事主 住 所               

氏 名               

  法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

  

 

 

宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書 

 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１９条第１項 

第３８条第１項 
の規定により、宅地造成または特定 

 

 盛土等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 

１ 工事主の住所および

氏名 

  

２ 工事が施行される土

地の所在地
 

  

３ 工事の許可年月日
 

年  月  日 

４ 工事の許可番号  

５ 報告年月日 
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

６ 報告の時点における

盛土または切土の高さ
 

ｍ ｍ ｍ ｍ 

７ 報告の時点における

盛土または切土を行っ

た土地の面積
 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

８ 報告の時点における

盛土または切土の土量
 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

９ 報告の時点における

擁壁等に関する工事の

施行状況
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１０ 擁壁の床堀りを完

了したときの状況
 

        

１１ 鉄筋コンクリート

擁壁の基礎配筋を完了

したときの状況
 

        

１２ 地下に埋設する集

水管、暗渠、管渠等の

配置を完了した時の状

況
 

        

（注意） 

１ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

２ 報告の時点における盛土または切土をしている土地およびその付近の状況ならびに９欄か

ら１２欄までの状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 

 

様式第１５号（第１９条、第３３条関係） 

年  月  日    

 

  福井県知事     様 

 

工事主 住 所               

氏 名               

  法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

  

 

土石の堆積に関する工事の定期報告書 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 
第１９条第１項 

第３８条第１項 
の規定により、土石の堆積に関する 

 工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 

１ 工事主の住所および

氏名 

  

２ 工事が施行される土

地の所在地
 

  

３ 工事の許可年月日
 

年  月  日 

４ 工事の許可番号  

５ 報告年月日 
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

６ 報告の時点における

土石の堆積の高さ
 

ｍ ｍ ｍ ｍ 

７ 報告の時点における

土石の堆積を行った土

地の面積
 

ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

８ 報告の時点における

土石の堆積の土量
 

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ 

９ 前回の報告から新た

に堆積された土石の土

量および除却された土

石の土量
 

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ 

１０ 雨水その他の地

表水を有効に排除す

る措置の状況 
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 （注意） 

 １ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

 ２ 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（堆積する土石の高さ、確保すべ

き空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）およびその付近の状況ならびに

１０欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 

 

様式第１６号（第２０条、第３４条関係） 

    年  月  日   

 

  福井県知事     様 

 

届出者 住 所              

氏 名              

  法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称および代表者の氏名 

 

届出工事の完了届 

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法 

第２１条第１項または第３項 

第２７条第１項 

第４０条第１項または第３項 

の規定により届 

 け出た宅地造成等に関する工事が完了したので届け出ます。  

１ 最初に届け出た年月日 年  月  日 

２ 工事をした土地の所在

地および地番
 

  

３ 工事施行者の住所およ

び氏名 

  

４ 備考   

 （注意） 

  ３欄の工事施行者が法人である場合、氏名は、当該法人の名称および代表者の氏名を

記入すること。 
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 建築士法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第３３号 

   建築士法施行細則の一部を改正する規則 

 建築士法施行細則（昭和２５年福井県規則第９９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （登録事項） 

第５条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 氏名 

 ⑶～⑹ （略） 

 

 （登録状況の報告） 

第１３条の１０ （略） 

２ （略） 

３ 報告書等（第１項の報告書および前項に規定する添付書類をいう。以下この

項において同じ。）の提出については、当該報告書等が電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下同じ。）で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うこ

とができる。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもっ

て調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法 

 

 （指定登録機関への書類の交付） 

第１３条の１３ （略） 

２ 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合

には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登

録機関に交付する方法 

 

 （２級建築士等試験事務の実施結果の報告） 

 （登録事項） 

第５条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 氏名、生年月日および性別 

 ⑶～⑹ （略） 

 

 （登録状況の報告） 

第１３条の１０ （略） 

２ （略） 

３ 報告書等（第１項の報告書および前項に規定する添付書類をいう。以下この

項において同じ。）の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成され

ている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 

 

 

 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に

交付する方法 

 

 （指定登録機関への書類の交付） 

第１３条の１３ （略） 

２ 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合

には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登

録機関に交付する方法 

 

 （２級建築士等試験事務の実施結果の報告） 
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第２６条 （略） 

２ （略） 

３ 報告書等（第１項の報告書および前項の添付書類をいう。）の提出について

は、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的

方法をもって行うことができる。 

 

 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に

交付する方法 

 

第２６条 （略） 

２ （略） 

３ 報告書等（第１項の報告書および前項の添付書類をいう。）の提出について

は、当該報告書等が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。）で作成さ

れている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物を含む。）をもって調製するファイルに情報を記録したもの

を知事に交付する方法 
  

 様式第１号および様式第３号から様式第４号までを次のように改める。  
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様式第１号（第３条関係） 
（表面） 

２級 
建築士免許申請書 木造 

 
※受付欄 ※登録番号 第           号 

※登録年月日 年  月  日 

私は、
２級 
木造 

建築士の免許を受けたいので、本籍の記載のある住民票の写しを添え、申請します。 

私は、下記事項が真実で、かつ正確であることを誓います。
 

年   月   日 

福井県知事（指定登録機関）   様 

 
 
 
氏名                    

ふ り が な  
生年 
月日 

年  月  日生 

性
別 

男□  女□ 
氏 名 

 

本 籍 
 

写真 

１  縦４ ． ５ センチメ
ートル、横３．５セン
チメートルの写真の裏
面に氏名および撮影年月
日を記入してのりで貼り
付けてください。 

２ 貼付した写真は免許証 
に転写されます。 

現 住 所 
〒 

                    電話 

試 験 

２級建築士試験または木造建築士試験に合格した年 
年 

合格通知書 
日 付 年  月  日 

合格番号 
号 

登録申請区分 
□１ 学歴のみ      □２ 学歴＋建築実務        □３ 建築実務のみ 

□４ 建築設備士     □５ 建築士法第４条第５項 

１ 学歴のみに 
より申請する 
場合のみ記入 

学校名 学部名・学科名 入学・卒業（修了）年月 

  
年  月入学 

年  月卒業（修了) 

  
年  月入学 

年  月卒業（修了) 

２ 学歴＋建築 
実務により申 
請する場合の 
み記入 

学校名 学部名・学科名 入学・卒業（修了） 
年月 

建築実務経験期間 
の合計 

  
年  月入学 

年  月卒業（修了) 

年   月   
年  月入学 

年  月卒業（修了） 

３ 建築実務の 
みにより申請 
する場合のみ 
記入 

建築実務経験期間の合計 
年   月 

４ 建築設備士 
により申請す 
る場合のみ記 
入 

建築設備士登録番号・登録年月日 
登録番号  第             号 

登録年月日       年   月   日 

５ 建築士法第 
４条第５項に
より申請する 
場合のみ記入 

免許名称 免許者名 免許の年月日 資格認定書の年月日 

  年  月  日 年  月  日

 

（裏面） 

 

欠

格

事

由 

１ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。            ある□  ない□ 

あるときはその罪および刑 

あるときはその刑の執行を終わり、または執行を受けることがな     年  月  日 
くなった日 

２ 建築士法の規定に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯し   ある□  ない□ 
て罰金の刑に処せられたことがありますか。 

あるときはその罪および刑 

あるときはその刑の執行を終わり、または執行を受けることがな     年  月  日 
くなった日 

３ 建築士法第９条第１項第４号または第１０条第１項の規定により   ある□  ない□ 
１級建築士、２級建築士または木造建築士の免許を取り消されたこ 
とがありますか。 
あるときは、その日                         年  月  日 

４ 建築士法第１０条第１項の規定による業務の停止の処分を受け、   ある□  ない□ 
その停止の期間中に同法第９条第１項第１号の規定により１級建 
築士、２級建築士または木造建築士の免許を取り消されたことがあ 
りますか。 
業務の停止の処分を受けたことがあるときは、その停止の期間 

５ 精神の機能の障害により２級建築士または木造建築士の業務を適 
正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行う 
ことができない状態ですか。 

年  月  日から 
年  月  日まで 

はい□  いいえ□ 

収納証明書類貼付欄 

【申込番号】 

（手数料納付システム利用時に記入） 

※審 査 

注 
１ 数字は、算用数字を用いてください。 
２ ※欄は記入しないでください。 

３ □のある欄は該当する□の中にレ印を付けてください。 
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様式第３号（第６条関係） 

２級 

木造 
建築士登録事項変更届 兼 免許証（免許証明書）書換え交付申請書 

 
 

次のとおり登録事項に変更を生じましたので、建築士法施行細則第６条第１項の規定によ 

り届け出ます。また、同条第２項の規定により書換え交付を申請します。 
 

年  月  日 

福井県知事（指定登録機関）   様 
 
 

申請者 住 所 
 

氏 名                
 
 

登録事項 変更 

１ 
ふ り が な 
氏 名   

２ 登 録 番 号  

３ 登録年月日  

４ 変更年月日  写真 
 

１ 縦４．５センチメート 
ル、横３．５センチメー 
トルの写真の裏面に氏 
名および撮影年月日を 
記入してのりで貼り付 
けてください。 

２ 貼付した写真は免許 
証に転写されます。 

５ 変更の理由  

６ 
講習受講履 

歴記載希望 
有  ・  無 

 
 

収納証明書類貼付欄 

【申込番号】 

（手数料納付システム利用時に記入） 

 
 

様式第３号の２（第６条の２関係） 

２級 

木造 
建築士免許証（免許証明書）書換え交付申請書 

 
 

次のとおり免許証（免許証明書）に記載された事項等に変更がありましたので、建築士法 

第５条第３項の規定により書換え交付を申請します。 
 

年  月  日 
福井県知事（指定登録機関）  様 
 

申請者 住 所 
 

氏 名                
 

１ 
ふ り が な 
氏 名  

写真 
 

１ 縦４．５センチメート 
ル、横３．５センチメー 
トルの写真の裏面に氏 
名および撮影年月日を 
記入してのりで貼り付 
けてください。 

２ 貼付した写真は免許 
証に転写されます。 

２ 登 録 番 号  

３ 登録年月日  

４ 
講習受講履 

歴記載希望 
有  ・  無 

 
 
 

収納証明書類貼付欄 

【申込番号】 

（手数料納付システム利用時に記入） 

 
 
 
 



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号66

様式第４号（第７条関係） 
 

２級 
建築士免許証（免許証明書）再交付申請書 

木造 
 

免許証（免許証明書）を 
汚損 

亡失 
しましたので、建築士法施行細則第７条の規定により 

次のとおり再交付を申請します。 

年  月  日 

福井県知事（指定登録機関）   様 

申請者 住 所 

氏 名                

 

１ 
ふ り が な 
氏 名 

 
写真 

１ 縦４．５センチメート 
ル、横３．５センチメー
トルの写真の裏面に氏 
名および撮影年月日を 
記入してのりで貼り付 
けてください。 

２ 貼付した写真は免許 
証に転写されます。 

２ 生 年 月 日 

 

３ 性 別 

 

４ 登 録 番 号 
 

５ 登録年月日 
 

６ 
汚損または 
亡失の年月 
日 

 

７ 
汚損または亡失の理由（具体的に詳しく記入のこと。） 

８ 
講習受講履 

歴記載希望 
有  ・  無 

 

 

収納証明書類貼付欄 

【申込番号】 

（手数料納付システム利用時に記入） 

 



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号67

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 福井県財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第３４号 

   福井県財務規則の一部を改正する規則 

 福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （知事の事務の一部委任） 

第４条 （略） 

２～４ （略） 

５ 知事は、かいにおける次の事務をかいの長（以下「かい長」という。）に委

任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 令達を受けた歳出予算の範囲内の次に掲げる契約の締結（電子情報処理組

織を使用した、契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）による契約の締結（以下「電子契約」という。）を除く。） 

  ア～ウ （略） 

  エ 公有財産購入費または補償、補填および賠償金に係る契約（工事に関す

るものに限る。）であって、１件の金額が１，０００万円未満（嶺南振興

局にあっては７，０００万円未満（公有財産購入費に係るものにあっては

、５，０００万円未満）、事業事務所にあっては３，０００万円未満）で

あるもの 

  オ 公有財産購入費または補償、補填および賠償金に係る契約（工事に関す

るものを除く。）であって、１件の金額が１，０００万円未満（嶺南振興

局にあっては、３，０００万円未満）であるもの 

  カ～ク （略） 

 ⑸ （略） 

 （知事の事務の一部委任） 

第４条 （略） 

２～４ （略） 

５ 知事は、かいにおける次の事務をかいの長（以下「かい長」という。）に委

任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 令達を受けた歳出予算の範囲内の次に掲げる契約の締結 

 

 

 

 

  ア～ウ （略） 

  エ 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約（工事に関

するものに限る。）であって、１件の金額が１，０００万円未満（嶺南振

興局にあっては７，０００万円未満（公有財産購入費に係るものにあって

は、５，０００万円未満）、事業事務所にあっては３，０００万円未満）

であるもの 

  オ 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約（工事に関

するものを除く。）であって、１件の金額が１，０００万円未満（嶺南振

興局にあっては、３，０００万円未満）であるもの 

  カ～ク （略） 

 ⑸ （略） 
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 ⑹ 単価契約の締結（電子契約を除く。） 

６ （略） 

 ⑹ 単価契約の締結 

６ （略） 

 

 （予算要求書） 

第１０条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、各部課等別にそ

の所掌に属する予算の見積りに関する書類等（文書（図面を含む。）および電

磁的記録をいう。以下同じ。）（以下「予算要求書」という。）を作成し、総

務部長が別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。 

２ （略） 

 

 （予算要求書） 

第１０条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、各部課等別にそ

の所掌に属する予算の見積りに関する書類（以下「予算要求書」という。）を

作成し、総務部長が別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない

。 

２ （略） 

 （予算の査定） 

第１１条 総務部長は、財政課長に、前条の規定により提出された予算要求書の

内容について調査検討および必要な調整（以下「査定」という。）を行わせ、

その結果を部長等に通知しなければならない。 

２～６ （略） 

 （予算の査定） 

第１１条 総務部長は、財政課長をして、前条の規定により、提出された予算要

求書の内容について調査検討および必要な調整（以下「査定」という。）を行

わせ、その結果を部長等に通知しなければならない。 

２～６ （略） 

 

 （歳出予算の執行手続） 

第２３条 知事または第４条第５項の規定により支出負担行為に係る事務の委任

を受けた者は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第４に定める区分に

従い、執行伺書（購入伺を含む。以下同じ。）により会計管理者に合議しなけ

ればならない。 

２・３ （略） 

 

 （歳出予算の執行手続） 

第２３条 知事または第４条第５項の規定により支出負担行為に係る事務の委任

を受けた者は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第４に定める区分に

従い、執行伺書により会計管理者に合議しなければならない。 

 

２・３ （略） 

 

 （主要施策の成果報告の資料） 

第３６条 部長等は、法第２３３条第５項の規定による報告の資料として、総務

部長が別に定める書類等を毎年８月末日までに総務部長に提出しなければなら

ない。 

 

 （主要施策の成果報告の資料） 

第３６条 部長等は、法第２３３条第５項の規定による報告の資料として、総務

部長が別に定める書類を毎年８月末日までに総務部長に提出しなければならな

い。 

 （予算以外の議案等の送付） 

第３７条 部長等は、条例および予算以外の議案その他議会に提出すべき書類等

がある場合は、別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。 

 （予算以外の議案等の送付） 

第３７条 部長等は、条例および予算以外の議案その他議会に提出すべき書類が

ある場合は、別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。 

 

 （調定および調定通知） 

第４３条 歳入徴収者は、歳入の調定をしようとするときは、納期限の定めのあ

るものにあってはその１５日前までに、その他のものにあっては金額確定のと

きに調定決議書により調定をし、会計管理者または本庁の税務課長の職にある

出納員に調定の通知をしなければならない。 

２ 前項の調定決議書には、次の各号に掲げる歳入の区分に従い、それぞれ当該

 

 （調定および調定通知） 

第４３条 歳入徴収者は、歳入の調定をしようとするときは、納期限の定めのあ

るものにあってはその１５日前までに、その他のものにあっては金額確定のと

きに調定決議書により調定をし、会計管理者、または本庁の税務課長の職にあ

る出納員に調定の通知をしなければならない。 

２ 前項の調定決議書には、次の各号に掲げる歳入の区分に従い、それぞれ当該
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各号に掲げる書類等を添付しなければならない。 

 ⑴～⑸ （略） 

３ 歳入徴収者は、事前に調定をしがたい歳入の納付があった場合においては、

会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員からの収納済の通知に基づ

いて、速やかに収入調定決議書により調定をし、会計管理者または本庁の税務

課長の職にある出納員に調定の通知をしなければならない。 

４ （略） 

各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴～⑸ （略） 

３ 歳入徴収者は、事前に調定をしがたい歳入の納付があった場合においては、

会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員からの収納済の通知に基づ

いて、第１項の手続を執らなければならない。 

 

４ （略） 

 

 （納入の通知） 

第４５条 （略） 

２ 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず

、納入者に対し、口頭、掲示、インターネットを利用する方法その他これらに

類する方法によって納入の通知をすることができる。 

 ⑴～⑷ （略） 

 

 （納入の通知） 

第４５条 （略） 

２ 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず

、納入者に対し、口頭または掲示の方法によって納入の通知をすることができ

る。 

 ⑴～⑷ （略） 

 

 （戻出および充当） 

第４７条 （略） 

２ （略） 

３ 歳入徴収者は、第１項の規定により、過誤納金を納入者に払い戻そうとする

とき、または充当しようとするときは、会計管理者または本庁の税務課長の職

にある出納員に戻出命令または充当命令を発しなければならない。 

 

 （戻出および充当） 

第４７条 （略） 

２ （略） 

３ 歳入徴収者は、第１項の規定により、過誤納金を納入者に払い戻そうとする

とき、または充当しようとするときは、戻出（充当）命令書により会計管理者

または本庁の税務課長の職にある出納員に戻出命令または充当命令を発しなけ

ればならない。 

 

 （納付） 

第５４条 納入者は、次項に規定する歳入以外の歳入を納付しようとするときは

、次に掲げる方法（会計管理者等に対し納付する場合にあっては、第１号に規

定する方法に限る。）により行うものとする。 

 

 ⑴～⑶ （略） 

 

 （納付） 

第５４条 納入者は、次項に規定する歳入以外の歳入を納付しようとするときは

、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法（会計管理者等

に対し納付する場合にあっては、第１号に規定する方法に限る。）により行う

ものとする。 

 ⑴～⑶ （略） 

２ 納入者は、寄附金、預金利子その他これらに類する歳入を納付しようとする

ときは、次に掲げる方法により行うものとする。 

 

 ⑴・⑵ （略） 

３ （略） 

２ 納入者は、寄附金、預金利子その他これらに類する歳入を納付しようとする

ときは、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法により行

うものとする。 

 ⑴・⑵ （略） 

３ （略） 

 

 （収納の取消し） 

 

 （収納の取消し） 
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第６０条 （略） 

２ （略） 

３ 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定

金融機関等から不渡証券の送付を受けたときは、当該証券の納入者に対し、当

該証券の納付に係る領収証書もしくは現金領収証書または当該証券の還付を受

けたことを証する書面と引換えに当該証券を還付しなければならない。 

第６０条 （略） 

２ （略） 

３ 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定

金融機関等から不渡証券の送付を受けたときは、当該証券の納入者に対し、当

該証券の納付に係る領収証書もしくは現金領収証書または当該証券の還付を受

けたことを証する書類と引換えに当該証券を還付しなければならない。 

 

 （支出命令） 

第６６条 （略） 

２ 前項の支出命令書または支出負担行為兼支出命令書には、請求書（納入告知

書等を含む。以下この条において同じ。）（給与等の支出で控除を要するもの

がある場合にあっては、知事が別に定める書類等）を添付しなければならない

。 

３～５ （略） 

 

 （支出命令） 

第６６条 （略） 

２ 前項の支出命令書または支出負担行為兼支出命令書には、請求書（納入告知

書等を含む。以下この条において同じ。）（給与等の支出で控除を要するもの

がある場合にあっては、知事が別に定める書類）を添付しなければならない。 

 

３～５ （略） 

 

 （資金前渡職員の指定） 

第７２条 支出負担行為をする権限を有する者は、資金前渡をしようとするとき

は、県の職員または他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定しなけ

ればならない。 

 

 （資金前渡職員の指定） 

第７２条 支出負担行為をする権限を有する者は、資金前渡をしようとするとき

は、所属の職員または他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定しな

ければならない。 

 （給与に係る資金前渡職員の指定等） 

第７３条 （略） 

 （給与に係る資金前渡職員の指定等） 

第７３条 （略） 

２ 前項の資金前渡職員は、指定金融機関に対し、給与の受領書に押印する私印

の印影を印鑑届により届け出なければならない。 

 

 （前渡資金の支払） 

第７６条 （略） 

２ 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員が前項の規定に

より支払をした場合は、前渡資金支払整理調書を作成し、これに証書類を添え

て保管しなければならない。 

 

 （前渡資金の支払） 

第７６条 （略） 

 

 

 （概算払のできる経費） 

第７８条 （略） 

２ 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。 

⑴ （略） 

 

 

 

 （概算払のできる経費） 

第７８条 （略） 

２ 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。 

⑴ （略） 

⑵ 県外旅行のうち宿泊を要しない旅行で片道の路程が１００キロメートル以

上のもの 
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⑵ （略） ⑶ （略） 

 （概算払の精算） 

第７９条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、

概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類等により、精

算しなければならない。ただし、旅費にあっては、概算払を受けた額が精算額

と同額の場合は、支出命令者がその旨を確認し、旅行命令簿等（福井県一般職

の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号）第４条第４

項に規定する旅行命令簿等をいう。以下同じ。）に確認した旨を記載または記

録することにより、精算したものとみなす。 

 （概算払の精算） 

第７９条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、

概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類により、精算

しなければならない。ただし、旅費にあっては、概算払を受けた額が精算額と

同額の場合は、支出命令者がその旨を確認し、福井県一般職の職員等の旅費等

に関する条例施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号）第６条第１

項の旅行命令（依頼）簿に確認した旨を示すことにより、精算したものとみな

す。 

２ 支出命令者は、前項の規定による書類等の提出を受けたときは、概算払精算

書を会計管理者に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入

または支出の手続を執らなければならない。 

３ （略） 

２ 支出命令者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、概算払精算書

を会計管理者に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入ま

たは支出の手続を執らなければならない。 

３ （略） 

 

 （繰替払） 

第８１条 （略） 

２ 会計管理者等または指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払に係る

経費を支払ったことを証する書類等を、直ちに、支出命令者に送付しなければ

ならない。 

３ 前項の書類の送付を受けた支出命令者は、繰替払に係る経費を歳入に補填す

るため、支出の手続を執らなければならない。 

 

 （繰替払） 

第８１条 （略） 

２ 会計管理者等または指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払に係る

経費を支払ったことを証する書類を、直ちに、支出命令者に送付しなければな

らない。 

３ 前項の書類の送付を受けた支出命令者は、繰替払に係る経費を歳入に補てん

するため、支出の手続を執らなければならない。 

 

 （支出取消命令） 

第８３条 支出命令者は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が

指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付していないときは、

支出命令書（取消）または支出負担行為兼支出命令書（取消）により会計管理

者に支出取消命令を発しなければならない。 

 

 （支出取消命令） 

第８３条 支出命令者は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が

指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付していないときは、

支出命令書（取消し）または支出負担行為兼支出命令書（取消し）により会計

管理者に支出取消命令を発しなければならない。 

 

 （支出命令等の確認） 

第８５条 会計管理者は、第６６条第１項、第８２条第１項、第８３条または前

条の規定により、支出命令、戻入命令、支出取消命令または更正もしくは訂正

の通知を受けたときは、それらの根拠となる書類等の提示を支出命令者に求め

、第６６条第１項各号に掲げる事項を確認しなければならない。 

 

 （支出命令等の確認） 

第８５条 会計管理者は、第６６条第１項、第８２条第１項、第８３条または前

条の規定により、支出命令、戻入命令、支出取消命令または更正もしくは訂正

の通知を受けたときは、それらの根拠となる書類の提示を支出命令者に求め、

第６６条第１項各号に掲げる事項を確認しなければならない。 

 

 （指定金融機関払） 

第８７条 会計管理者は、債権者からの申出により、指定金融機関に直接現金で

 

 （指定金融機関払） 

第８７条 会計管理者は、債権者からの申出により、指定金融機関をして直接現
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支払をさせる場合は、支払通知書を債権者に送付しなければならない。 金で支払をさせる場合は、支払通知書を債権者に送付しなければならない。 

 （指定金融機関特例払） 

第８８条 会計管理者は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関に支

払をさせる場合は、指定金融機関特例払依頼書を作成し、これに当該納入告知

書等を添付して指定金融機関に送付しなければならない。 

 （指定金融機関特例払） 

第８８条 会計管理者は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関をし

て支払をさせる場合は、指定金融機関特例払依頼書を作成し、これに当該納入

告知書等を添付して指定金融機関に送付しなければならない。 

 

 （送金払） 

第８９条の２ 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に、指定金融機関に送金の

方法により支払をさせる場合は、送金通知書を債権者に送付しなければならな

い。 

 

 （送金払） 

第８９条の２ 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に、指定金融機関をして送

金の方法により支払をさせる場合は、送金通知書を債権者に送付しなければな

らない。 

 

 （公金事務の委託） 

第９９条 法第２４３条の２第１項の規定により公金事務（同項に規定する公金

事務をいう。）を委託しようとするときは、契約書（当該契約書に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）を作成しなければならない。 

２～５ （略） 

６ 指定公金事務取扱者（歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次

項において同じ。）は、その支払を終了したときは、支出の結果を報告する書

類等により、支出命令者を経由して会計管理者に報告しなければならない。 

７ （略） 

 

 （公金事務の委託） 

第９９条 法第２４３条の２第１項の規定により公金事務（同項に規定する公金

事務をいう。）を委託しようとするときは、契約書を作成しなければならない

。 

２～５ （略） 

６ 指定公金事務取扱者（歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次

項において同じ。）は、その支払を終了したときは、支出の結果を報告する書

類により、支出命令者を経由して会計管理者に報告しなければならない。 

７ （略） 

 

 （購入による取得等） 

第１２５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 契約担当者は、第２項の手続を完了したときは、その旨を物品管理者に通知

しなければならない。 

５～７ （略） 

 

 （購入による取得等） 

第１２５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 契約担当者は、前項の手続を完了したときは、その旨を物品管理者に通知し

なければならない。 

５～７ （略） 

 

 （入札の公告） 

第１４８条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日

の前日から起算して１０日前までに県報、新聞紙または掲示による方法および

インターネットを利用する方法により公告しなければならない。ただし、急を

要する場合においては、その期間を５日までに短縮することができる。 

２ （略） 

 

 （入札の公告） 

第１４８条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日

の前日から起算して１０日前までに県報、新聞紙、掲示その他の方法により公

告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を５日

までに短縮することができる。 

２ （略） 

 （入札の公告事項） 

第１４９条 令第１６７条の６第１項の規定により公告する事項は、次に掲げる

 （入札の公告事項） 

第１４９条 令第１６７条の６第１項の規定により公告する事項は、次に掲げる



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号73

事項とする。 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 電子入札（電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。）を行おうとす

るときは、その旨 

 

 

 ⑻ 電子契約に関する事項 

 ⑼ （略） 

２ （略） 

事項とする。 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 電子入札（知事の指定する電子情報処理組織（契約担当者の使用に係る電

子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して行う入札をい

う。）を行おうとするときは、その旨 

 

 ⑻ （略） 

２ （略） 

 （入札の方法） 

第１５０条 （略） 

２ 入札をしようとする者は、会計管理者または出納員が交付する入札保証金の

現金領収証書または有価証券受領書（以下この項において「現金領収証書等」

という。）および資格誓約書を、指定の場所に指定の日時までに提出しなけれ

ばならない。ただし、第１５３条の規定により入札保証金の全部を免除された

者にあっては現金領収証書等を、契約担当者が必要ないと認める者および既に

資格誓約書を提出したことがある者でその提出した年度内において資格に異動

を生じないものにあっては、資格誓約書を提出することを要しない。 

３・４ （略） 

 （入札の方法） 

第１５０条 （略） 

２ 入札をしようとする者は、会計管理者または出納員が交付する入札保証金の

現金領収書または有価証券受領書（以下この項において「現金領収書等」とい

う。）および資格誓約書を、指定の場所に指定の日時までに提出しなければな

らない。ただし、第１５３条の規定により入札保証金の全部を免除された者に

あっては現金領収書等を、契約担当者が必要ないと認める者および既に資格誓

約書を提出したことがある者でその提出した年度内において資格に異動を生じ

ないものにあっては、資格誓約書を提出することを要しない。 

３・４ （略） 

 

 （担保として提供された小切手の現金化等） 

第１５６条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の

納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小

切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者または出納員にその

取立ておよび取立てにかかる現金の保管をさせ、または当該小切手に代わる入

札保証金の納付もしくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければ

ならない。 

 

 （担保として提供された小切手の現金化等） 

第１５６条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の

納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小

切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者または出納員をして

その取立ておよび取立てにかかる現金の保管をさせ、または当該小切手に代わ

る入札保証金の納付もしくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなけ

ればならない。 

 （予定価格および最低制限価格の作成） 

第１５７条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関す

る仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を示す書類等（以下「予定

価格調書」という。）を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければな

らない。ただし、予定価格調書を電磁的記録により作成する場合は、開札まで

の間、契約担当者は当該予定価格調書を契約担当者以外の者が認知できない状

態に置かなければならない。 

 （予定価格および最低制限価格の作成） 

第１５７条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関す

る仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面（以下「予

定価格調書」という。）を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければ

ならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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 （随意契約によることができる場合） 

第１６５条 随意契約によることができる場合は、令第１６７条の２第１項第２

号から第９号までに規定する場合のほか、その予定価格（貸借の契約にあって

は、予定賃貸借料の年額または総額）が次の各号に掲げる契約の種類に応じそ

れぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。 

⑴ 工事または製造の請負 ４００万円 

⑵ 財産の買入れ ３００万円 

⑶ 物件の借入れ １５０万円 

⑷ 財産の売払い １００万円 

⑸ 物件の貸付け ５０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円 

２ （略） 

３ 前項各号の規定による公告は、県報、新聞紙または掲示による方法およびイ

ンターネットを利用する方法により行うものとする。 

 （随意契約によることができる場合） 

第１６５条 随意契約によることができる場合は、令第１６７条の２第１項第２

号から第９号までに規定する場合のほか、その予定価格（貸借の契約にあって

は、予定賃貸借料の年額または総額）が次の各号に掲げる契約の種類に応じそ

れぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。 

⑴ 工事または製造の請負 ２５０万円 

⑵ 財産の買入れ １６０万円 

⑶ 物件の借入れ ８０万円 

⑷ 財産の売払い ５０万円 

⑸ 物件の貸付け ３０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

２ （略） 

３ 前項各号の規定による公告は、県報、新聞紙、掲示その他の方法により行う

ものとする。 

 

 （見積書の徴収） 

第１６６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項および第２項の規定による見積書の徴収は、電子情報処理組織を使用

して行うことができる。 

 

 （見積書の徴収） 

第１６６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項および第２項の規定による見積書の徴収は、別に定めるところにより

、知事の指定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。 

 

 （工事請負契約書の作成） 

第１６８条 工事に係る契約については、第１６７条の規定にかかわらず、工事

請負契約書（当該工事請負契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含

む。）および福井県工事請負契約約款（平成８年福井県告示第４３６号）によ

らなければならない。 

 

 （工事請負契約書の作成） 

第１６８条 工事に係る契約については、第１６７条の規定にかかわらず、工事

請負契約書および福井県工事請負契約約款（平成８年福井県告示第４３６号）

によらなければならない。 

 

 （契約の解除） 

第１８１条 （略） 

２ （略） 

３ 契約を解除したときは、書類等により契約者に通知する。この場合において

、その住所および居所がともに知れないときは、県報に公告して通知に代える

ものとする。 

４ （略） 

 

 （契約の解除） 

第１８１条 （略） 

２ （略） 

３ 契約を解除したときは、書面で契約者に通知する。この場合において、その

住所および居所がともに知れないときは、県報に公告して通知に代えるものと

する。 

４ （略） 

 

 （監督） 

 

 （監督） 
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第１８３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 契約担当者または監督職員は、工事または製造その他についての請負契約を

締結した場合において、細部設計図、原寸図等が必要であるときは、当該契約

に係る仕様書および設計書等に基づいてこれを作成し、または契約者が作成し

たこれらの書類等を審査しなければならない。 

５・６ （略） 

第１８３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 契約担当者または監督職員は、工事または製造その他についての請負契約を

締結した場合において、細部設計図、原寸図等が必要であるときは、当該契約

に係る仕様書および設計書等に基づいてこれを作成し、または契約者が作成し

たこれらの書類を審査しなければならない。 

５・６ （略） 

 

 （監督または検査を委託して行った場合の確認） 

第１８６条 契約担当者は、令第１６７条の１５第４項の規定により県の職員以

外の者に委託して監督または検査を行わせた場合においては、当該監督または

検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類等を作成しなければなら

ない。 

２ 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書類等に基づかなければ支払をす

ることができない。 

 

 （監督または検査を委託して行なった場合の確認） 

第１８６条 契約担当者は、令第１６７条の１５第４項の規定により県の職員以

外の者に委託して監督または検査を行なわせた場合においては、当該監督また

は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければなら

ない。 

２ 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をする

ことができない。 

 

 （指定金融機関等の検査） 

第２０５条 会計管理者は、その補助する職員に指定金融機関等の事務取扱いに

ついて、原則として毎年度１回検査をさせなければならない。 

 

 （指定金融機関等の検査） 

第２０５条 会計管理者は、その補助する職員をして指定金融機関等の事務取扱

いについて、原則として毎年度１回検査をさせなければならない。 

 （財産に関する通知） 

第２０６条 総務部長は、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定め

る書類等により毎年度末現在の財産について翌年度の５月３１日（第３号に掲

げる財産にあっては、過年度分のものについては毎年度末現在、現年度分のも

のについては翌年度の５月３１日現在の財産について翌年度の６月３０日）ま

でに会計管理者に通知しなければならない。 

 ⑴～⑷ （略） 

 （財産に関する通知） 

第２０６条 総務部長は、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定め

る書類により毎年度末現在の財産について翌年度の５月３１日（第３号に掲げ

る財産にあっては、過年度分のものについては毎年度末現在、現年度分のもの

については翌年度の５月３１日現在の財産について翌年度の６月３０日）まで

に会計管理者に通知しなければならない。 

 ⑴～⑷ （略） 

 

 （収入の証拠書類） 

第２１２条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および

収納に関する書類等ならびに次の各号に掲げる書類等とする。 

 ⑴～⑶ （略） 

 

 （収入の証拠書類） 

第２１２条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および

収納に関する書類ならびに次の各号に掲げる書類とする。 

 ⑴～⑶ （略） 

 （支出の証拠書類） 

第２１３条 支出の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関す

る書類等とする。 

 （支出の証拠書類） 

第２１３条 支出の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関す

る書類とする。 

 

 （証拠書類の訂正） 

 

 （証拠書類の訂正） 



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号76

第２１６条 証拠書類（書面に限る。）の記載事項の訂正をしようとするときは

、訂正箇所の上に２線を引き、当該箇所に押印しなければならない。この場合

において、数字の一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなけれ

ばならない。 

第２１６条 証拠書類の記載事項の訂正をしようとするときは、訂正箇所の上に

２線を引き、当該箇所に押印しなければならない。この場合において、数字の

一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなければならない。 

 

 （会計管理者の事務引継） 

第２４７条 （略） 

２ 前項の規定による事務の引継ぎをする場合においては、前任者において現金

、書類等、帳簿その他の物件の目録および引継書を作成し、引継書に引継ぎの

旨および引継ぎの年月日を記録し、引継ぎをする者および引継ぎを受ける者に

おいて引継書に記名し、現金、書類等、帳簿その他の物件およびこれらの物件

の目録とともに引継ぎをしなければならない。 

３ 前項の規定により作成すべき現金、書類等、帳簿その他の物件についての目

録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することがで

きる場合においては、その目録をもって代えることができる。 

 

 （会計管理者の事務引継） 

第２４７条 （略） 

２ 前項の規定による事務の引継ぎをする場合においては、前任者において現金

、書類、帳簿その他の物件の目録および引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨

および引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者および引継ぎを受ける者にお

いて引継書に記名し、現金、書類、帳簿その他の物件およびこれらの物件の目

録とともに引継ぎをしなければならない。 

３ 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録

は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができ

る場合においては、その目録をもって代えることができる。 
  

 別表第４第１号の表を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 

区   分 会計管理者の合議区分 
支出負担行為として整理

する時期 
支出負担行為の範囲 

１ 報酬  支出決定のとき 支出しようとする額 

２ 給料  支出決定のとき 支出しようとする額 

３ 職員手当等  支出決定のとき 支出しようとする額 

４ 共済費  支出決定のとき 支出しようとする額 

５ 災害補償費  支出決定のとき 支出しようとする額 

６ 恩給および退職

年金 

 支出決定のとき 支出しようとする額 

７ 報償費  支出決定のとき 支出しようとする額 

 契約締結のとき（物品等

の購入に係るものに限る

。） 

契約金額 

８ 旅費  支出決定のとき 支出しようとする額 

９ 交際費  支出決定のとき 支出しようとする額 

 契約締結のとき（物品等

の購入に係るものに限る 

契約金額 
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  。）  

１０ 需用費  契約締結のとき 契約金額 

１１ 役務費  契約締結のとき 契約金額 

１２ 委託料 １件の金額１，０００

万円（工事に係る委託

料にあっては、５，０

００万円）以上のもの 

契約締結のとき（法令に

基づく扶助的経費につい

ては、扶助費の例による

。） 

契約金額（法令に基づく扶

助的経費については、扶助

費の例による。） 

１３ 使用料および

賃借料 

１件の金額１，０００

万円以上のもの 

契約締結のとき 契約金額 

１４ 工事請負費 １件の金額１億円以上

のもの 

契約締結のとき 契約金額 

１５ 原材料費  契約締結のとき 契約金額 

１６ 公有財産購入

費 

１件の金額３，０００

万円以上のもの 

契約締結のとき 契約金額 

１７ 備品購入費 １件の金額１，０００

万円以上のもの 

契約締結のとき 契約金額 

１８ 負担金、補助

および交付金 

 交付決定のとき（交付決

定および交付決定と額の

確定を同時に行うものに

限る。） 

交付しようとする額 

 支出決定のとき（指令を

要しないものに限る。） 

支出しようとする額 

１９ 扶助費  支出決定のとき（扶助費

の内容によりそれぞれ類

似の節の例による。） 

支出しようとする額（扶助

費の内容によりそれぞれ類

似の節の例による。） 

２０ 貸付金 １件の金額２，０００

万円以上のもの 

貸付決定のとき 貸付けしようとする額 

２１ 補償補填およ

び賠償金 

 

１件の金額１，０００

万円（工事に係る補償

、補填および賠償金に

あっては、３，０００

万円）以上のもの 

契約締結のときまたは支

出決定のとき 

契約金額または支出しよう

とする額 
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２２ 償還金利子お

よび割引料 

 支出決定のとき 支出しようとする額 

２３ 投資および出

資金 

１件の金額１，０００

万円以上のもの 

支出決定のとき 支出しようとする額 

２４ 積立金 １件の金額１，０００

万円以上のもの 

支出決定のとき 支出しようとする額 

２５ 寄附金 １件の金額１，０００

万円以上のもの 

支出決定のとき 支出しようとする額 

２６ 公課費  支出決定のとき 支出しようとする額 

２７ 繰出金  支出決定のとき 支出しようとする額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第４中備考２を削り、同表備考３中「知事が別に定める方法で福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号）第５条第４項に

規定する」を削り、同表中備考３を備考２とし、同表備考４中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰上げ、同表中備考４を備考３

とし、備考５を備考４とし、備考６を備考５とし、同表備考７中「次に掲げる経費」を「委託料、使用料および賃借料、工事請負費（競争入札により施工するものに

限る。）、公有財産購入費ならびに補償、補填および賠償金であって公共事業に係るもの」に改め、各号を削り、同表中備考７を備考６とし、備考８を備考７とする

。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の福井県財務規則の規定は、令和７年度の予算に係る事務から適用し、令和６年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第３５号 

   福井県証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

（福井県証紙条例施行規則の廃止） 

第１条 福井県証紙条例施行規則（昭和３９年福井県規則第３２号）は、廃止する。 

 （福井県財務規則の一部改正） 

第２条 福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（収入の証拠書類） 

第２１２条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および

（収入の証拠書類） 

第２１２条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および
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収納に関する書類ならびに次の各号に掲げる書類とする。 

⑴・⑵ （略） 

 

 

 

 （部長等およびかい長等の監督責任） 

第２２６条 部長等およびかい長は、現金、有価証券、物品、占有動産および収

入証票の出納保管事務について、その所管に属する出納員、現金出納員、物品

出納員、会計員、資金前渡職員および庶務担当者を監督しなければならない。 

 

２ （略） 

 

（現金その他の亡失等についての報告） 

第２３０条 出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員、庶務担

当者、占有動産保管職員および物品使用職員は、その保管または使用にかかる

現金、有価証券、収入証票または物品もしくは占有動産について、亡失し、ま

たは損傷したとき、もしくはその他の事故を発見したときは、直ちにそのてん

末を所属の長を経て主管の部長等に報告しなければならない。 

２・３ （略） 

（検査および検査事項） 

第２３１条 （略） 

２ 部長等は、検査の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を検査する。 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 収入証票の取扱いに関すること。 

 ⑻ （略） 

３・４ （略） 

 

（会計管理者の備えるべき帳簿） 

第２３８条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、一切の出

納を登記しなければならない。 

 ⑴～⑻ （略） 

 

 ⑼ （略） 

 ⑽ （略） 

 

（帳簿の保存年限） 

第２４６条 帳簿の保存年限は、次に定めるところによる。ただし、特別の事由

収納に関する書類ならびに次の各号に掲げる書類とする。 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 証紙収入によるものについては、福井県証紙を貼付し、抹消印を用いて消

印した書類 

 

 （部長等およびかい長等の監督責任） 

第２２６条 部長等およびかい長は、現金、有価証券、物品、占有動産、福井県

証紙および収入証票の出納保管事務について、その所管に属する出納員、現金

出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員および庶務担当者を監督しなけれ

ばならない。 

２ （略） 

 

（現金その他の亡失等についての報告） 

第２３０条 出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員、庶務担

当者、占有動産保管職員および物品使用職員は、その保管または使用にかかる

現金、有価証券、福井県証紙、収入証票または物品もしくは占有動産について

、亡失し、または損傷したとき、もしくはその他の事故を発見したときは、直

ちにそのてん末を所属の長を経て主管の部長等に報告しなければならない。 

２・３ （略） 

（検査および検査事項） 

第２３１条 （略） 

２ 部長等は、検査の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を検査する。 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 福井県証紙および収入証票の取扱いに関すること。 

⑻ （略） 

３・４ （略） 

 

（会計管理者の備えるべき帳簿） 

第２３８条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、一切の出

納を登記しなければならない。 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 福井県証紙出納簿 

 ⑽ （略） 

 ⑾ （略） 

 

（帳簿の保存年限） 

第２４６条 帳簿の保存年限は、次に定めるところによる。ただし、特別の事由
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があるものについては、この限りでない。 

 ⑴ （略） 

⑵ ５年 歳入整理簿、歳出予算差引簿、歳入簿、歳出簿、現金出納簿、有価

証券整理簿、有価証券出納簿、備品出納簿、消耗品出納簿、保管物品整理簿

、郵便切手類出納簿、動物出納簿、生産製作品出納簿、原材料品出納簿およ

び財産記録管理簿 

 ⑶ （略） 

があるものについては、この限りでない。 

 ⑴ （略） 

⑵ ５年 歳入整理簿、歳出予算差引簿、歳入簿、歳出簿、現金出納簿、有価

証券整理簿、有価証券出納簿、備品出納簿、消耗品出納簿、保管物品整理簿

、郵便切手類出納簿、動物出納簿、生産製作品出納簿、原材料品出納簿、福

井県証紙出納簿および財産記録管理簿 

 ⑶ （略） 
  

 （児童福祉法施行細則の一部改正） 

第３条 児童福祉法施行細則（昭和２３年福井県規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１２号中

「

                                                             

」

を 

「

                                                               

」
に改める。 

（公衆浴場法施行細則の一部改正） 

第４条 公衆浴場法施行細則（昭和２４年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中

「

                             

」

を

「

               

」

に改める。 

（行政書士法施行細則の一部改正） 

第５条 行政書士法施行細則（昭和２６年福井県規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （受験手続） 

第３条 試験を受けようとする者は、行政書士試験受験願書（様式第１号）を知

事に提出するものとする。 

 （受験手続） 

第３条 試験を受けようとする者は、行政書士試験受験願書（様式第１号）に次

に掲げる書類等を添付して、知事に提出するものとする。 

 ⑴ 写真（出願の日前６月以内に無帽で正面から上半身を撮影した写真で、そ

の裏面に氏名を記入したものに限る。） 

 ⑵ 福井県手数料徴収条例（平成１２年福井県条例第２号）別表第１号の表に

掲げる行政書士試験手数料 
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様式第１号中「、関係書類を添付して」を削り、同様式中

「

 

                                                              

」

を 

「

                                                         

」

に改める。 

（漁船法施行細則の一部改正） 

第６条 漁船法施行細則（昭和２６年福井県規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１３号、様式第１６号および様式１７号中「証紙貼付欄（消印をしないこと）」を「収納証明書類貼付欄」に改める。 

（診療エックス線技師法施行細則の一部改正） 

第７条 診療エックス線技師法施行細則（昭和２７年福井県規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 

 

 

 

 

（免許証の再交付申請） 

第１条 診療エツクス線技師法（昭和２６年法律第２２６号。以下「法」という

。）第８条第２項の規定により免許証の再交付を受けようとする者は、別記様

式第１号による申請書に別に定める診療エックス線技師免許証再交付手数料を

添えて知事に提出しなければならない。 

 

（免許の申請） 

第１条 診療エックス線技師の免許を受けようとする者は、診療エツクス線技師

法施行令（昭和２８年政令第３８５号。以下「令」という。）第１条に規定す

る申請書に、別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当する福

井県証紙をはって知事に提出しなければならない。 

（免許証の再交付申請） 

第２条 診療エツクス線技師法（昭和２６年法律第２２６号。以下「法」という

。）第８条第２項の規定により免許証の再交付を受けようとする者は、別記様

式第１号による申請書に別に定める診療エックス線技師免許証再交付手数料の

金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。 

（再免許の申請） 
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（免許証の返納） 

第２条 （略） 

（氏名等の変更届） 

第３条 法第１３条第１項の規定による届出は、別記様式第４号による診療エッ

クス線技師籍訂正届に、別に定める診療エックス線技師免許証書換え交付手数

料を添えて知事に提出しなければならない。 

（住所変更の届） 

第４条 法第１４条第１項の規定による届出は、別記様式第５号による住所変更

届に、別に定める診療エックス線技師免許証書換え交付手数料を添えて知事に

提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 （死亡、失踪の届） 

第５条 法第１５条第１項の規定により届出業務者がする届出は、別記様式第８ 

号による死亡（失踪）届によらなければならない。 

（診療エックス線技師籍抹消の申請） 

第６条 診療放射線技師法施行令（昭和２８年政令第３８５号。以下「令」とい

う。）第２条の規定による申請書は、別記様式第９号によらなければならない

。 

（照射録） 

第７条 （略） 

 （業務の開始または廃止の届） 

第８条 （略） 

 （書類の経由） 

第９条 （略） 

第３条 法第９条第３項の規定による再登録を受けようとする者は、別記様式第

２号による申請書に別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当

する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。 

 （免許証の返納） 

第４条 （略） 

(氏名等の変更届) 

第５条 法第１３条第１項の規定による届出は、別記様式第４号による診療エッ

クス線技師籍訂正届に、別に定める診療エックス線技師籍訂正手数料の金額に

相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。 

（住所変更の届） 

第６条 法第１４条第１項の規定による届出は、別記様式第５号による住所変更

届に、別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証

紙をはって知事に提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 （死亡、失そうの届） 

第７条 法第１５条第１項の規定により届出業務者がする届出は、別記様式第８ 

号による死亡（失そう）届によらなければならない。 

 （診療エックス線技師籍まっ消の申請） 

第８条 令第２条の規定による申請書は、別記様式第９号によらなければならな

い。 

 

 （照射録） 

第９条 （略） 

 （業務の開始または廃止の届） 

第１０条 （略） 

 （書類の経由） 

第１１条 （略） 
  

様式第１号中

「

                          

」

を

「

                            

」

に改める。 

様式第２号を次のように改める。 

様式第２号 削除 

， ， 

， ， 

， ， 
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様式第４号中

「

                     

」

を

「
      

                     

」

に改める。 

様式第５号中

「

                     

」

を

「
 

                             

」

に改める。 

様式第８号中「失そう」を「失踪」に改める。 

様式第９号中「まっ消」を「抹消」に改める。 

（母体保護法施行細則の一部改正） 

第８条 母体保護法施行細則（昭和２７年福井県規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第４号までの規定中

「  

                 

」

を

「

                     

」

に改める。 

（養蜂振興法施行細則の一部改正） 

第９条 養蜂振興法施行細則（昭和３１年福井県規則第８１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号中「証紙貼付欄（消印をしないこと）」を「収納証明書類貼付欄」に改める。 

（化製場等に関する法律施行細則の一部改正） 

第１０条 化製場等に関する法律施行細則（昭和３２年福井県規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号および様式第７号中「証紙貼付欄（消印をしないこと）」を「収納証明書類貼付欄」に改める。 

（旅館業法施行細則の一部改正） 

第１１条 旅館業法施行細則（昭和３３年福井県規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 様式第２号から様式第４号までの規定中

「

                   

」

を

「

 

                  

」

に改める。 

， ， 

， ， 
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（理容師法施行細則の一部改正） 

第１２条 理容師法施行細則（昭和３３年福井県規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第４号中

「

                   

」

を

「

        

           

」

に改める。 

（美容師法施行細則の一部改正） 

第１３条 美容師法施行細則（昭和３３年福井県規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

  様式第４号中

「

                   

」

を

「

        

           

」

に改める。 

（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第１４条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（昭和３７年福井県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第８号および様式第９号中

「

                                             

」

を 
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「

        

                                       

」

に改める。 

様式第１３号中

「
           

                   

」

を

「
                

               

」

に改める。 

（福井県屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

第１５条 福井県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年福井県規則第５４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２０号および様式第２９号中「証紙貼付欄（消印をしないこと）」を「収納証明書類貼付欄」に改める。 

（宅地建物取引業法施行細則の一部改正） 

第１６条 宅地建物取引業法施行細則（昭和４０年福井県規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

  様式第９号中

「

           

  

」

を

「

        

                        

」

に改める。 
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（毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正） 

第１７条 毒物及び劇物取締法施行細則（昭和４１年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式中

「
     

                            

」

を

「

        

             

」

に改める。 

（都市計画法施行細則の一部改正） 

第１８条 都市計画法施行細則（昭和４５年福井県規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

  様式第５号の３、様式第７号、様式第９号および様式第１１号中

「

                  

」

を

「

                  

」

に改め

る。 

（林業種苗法施行細則の一部改正） 

第１９条 林業種苗法施行細則（昭和４６年福井県規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

  様式第３号および様式第６号中

「

            

」

を

「

            

」

に、「手数料納付システムを利用した場合、記入すること」を

「手数料納付システム利用時に記入」に改める。 

（クリーニング業法施行細則の一部改正） 

第２０条 クリーニング業法施行細則（昭和４８年福井県規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号および様式第９号から様式第１２号までの規定中

「 
      

         

」

を

「 

  

              

」

に改める。 

（租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則の一部改正） 

第２１条 租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則（昭和４９年福井県規則第６４号）の一部を次のように改正する。 
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様式第１号、様式第８号および様式第１０号中

「

                 

」

を

「         

       

」

に改める。 

（栄養士法施行細則の一部改正） 

第２２条 栄養士法施行細則（昭和５８年福井県規則第６６号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第２号および様式第４号中「福井県証紙欄」を「収納証明書類貼付欄」に改める。 

（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正） 

第２３条 福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和６１年福井県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号および様式第７号中

「
           

      

」

を

「

        

         

」

に改める。 

様式第８号中

「

                  

」

を

「

                 

」

に改め、同様式備考中「３ 福井県証紙欄には、謄本交付の場

合に限り、所定の手数料に相当する額の福井県証紙を貼付すること。」を削る。 

（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第２４条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１２年福井県規則第９７号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号中

「           

                               

」

を 
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「

                                              

」

に改める。 

様式１４号、様式第１６号および様式第１７号を次のように改める。 
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様式第１４号（第１６条関係） 

整理番号     

狩猟免許申請書 

 福井県知事 様 

年  月  日 

住 所 

郵便番号                

   

 

電話番号 

収納証明書類貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ふ り が な   

氏 名 

  

生 年 月 日             年  月  日生 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第

４１条の規定により狩猟免許を受けたいので、下記のとお

り申請します。 

              記 

⑴ 受けようとする狩猟免許の種類および使用しようとす

る猟具の種類 

□１ 網猟免許 □２ わな猟免許 

□第１種 

銃猟免許 

３ ライフル銃 

□第２種 

銃猟免許 

 

６ 空 気 銃 

圧縮ガスを使 

用するものを 

含む。   

 

４ 散 弾 銃 

５ 空 気 銃 

圧縮ガスを使

用するものを

含む。 

⑵ 猟銃または空気銃の所持許可を受けている場合は、当

該許可に係る許可証の番号および交付年月日 

猟銃・空気銃所持許可証の番号 号

交 付 年 月 日 年   月   日

 

【申込番号】手数料納付システム利用時に記入 

免許の 

種類 

狩猟免状の

番号 
試験の結果 

適 性 試 験 
知識 技能 

視力 聴力 運動能力 

網猟 号           

わな猟 号           

第１種銃猟 号           

第２種銃猟 号           

 

 

－ － 

⑶ 他の狩猟免許を受けている場合は、その狩猟免許の種類、狩猟免許を与えた都道府

県知事名、狩猟免状の番号および交付年月日ならびに同一登録年度においてその免許

に係る更新申請書を提出していることの有無 

  
免許の種類 都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日 更新の有無 

受けている

他の免許 

  

知事 

  

年 月 日 
１ 有 

２ 無 

受けている

他の免許 

  

知事 

  

年 月 日 
１ 有 

２ 無 

⑷ 同一登録年度において他の免許申請書を提出していることの有無（有、無のいずれ

かに○印を付し、かつ、有の場合にはその免許の種類を記入すること。） 

他の免許申

請の有無 

１ 有 

２ 無 
免許の種類   

⑸ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律または同法に基づく命令の規

定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無（有、無のいずれかに○印を付

し、かつ、有の場合にはその刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなっ

た年月日を記入すること。） 

罰金以上の刑に処せられたことの有無 １ 有     ２ 無 

執行を受けることがなくなった年月日   

⑹ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第５２条第１項の規定により

狩猟免許を取り消されたことの有無（有、無のいずれかに○印を付し、かつ、有の場

合にはその年月日、狩猟免許の種類および都道府県知事名を記入すること。） 

免許を取り消されたことの有無 １ 有       ２ 無 

年 月 日 免許の種類 免許を取り消した都道府県知事名 

    知事   

記入上の注意事項 

１ 文字は、楷書で明瞭に記入すること。 

２ ⑴は、免許の種類欄の□にレ印を付すとともに、使用しようとする猟具の種類欄の

該当番号を○で囲むこと。 

３ 太枠欄には、申請者は記入しないこと。 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

かい りょう 
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様式第１６号（第１６条関係） 

整理番号     

狩猟免許更新申請書 

 福井県知事 様 

年  月  日 

住 所 

郵便番号                

   

 

電話番号 

収納証明書類貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ふ り が な   

氏 名 

  

生 年 月 日             年  月  日生 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第

５１条第１項の規定により狩猟免許の有効期間の更新を受

けたいので、下記のとおり申請します。 

              記 

⑴ 更新を受けようとする狩猟免許の種類および使用しよ

うとする猟具の種類 

□１ 網猟免許 □２ わな猟免許 

□第１種 

銃猟免許 

３ ライフル銃 

□第２種 

銃猟免許 

 

６ 空 気 銃 

圧縮ガスを使 

用するものを 

含む。   

 

４ 散 弾 銃 

５ 空 気 銃 

圧縮ガスを使

用するものを

含む。 

⑵ 猟銃または空気銃の所持許可を受けている場合は、当 

該許可に係る許可証の番号および交付年月日 

猟銃・空気銃所持許可証の番号 号

交 付 年 月 日 年   月   日

 

【申込番号】手数料納付システム利用時に記入 

免許の 

種類 

狩猟免状の

番号 
講習会 

適 性 試 験 ※適性検査の

免除 視力 聴力 運動能力 

網猟 号         

わな猟 号         

第１種銃猟 号         

第２種銃猟 号         

 

 

 

－ － 

⑶ 更新しようとする狩猟免許 

免許の種類 
狩猟免許を与えた

都道府県知事名 
狩猟免状の番号 交付年月日 

□網猟免許 知事 号 年  月  日  

□わな猟免許 知事 号 年  月  日  

□第１種銃猟免許 知事 号 年  月  日  

□第２種銃猟免許 知事 号 年  月  日  

⑷ 同一登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に

係る免許申請書または免許更新申請書を提出している場合、その狩猟免許の種類

（有、無のいずれかに○を付し、かつ、有の場合にはその免許の種類を記入するこ

と。） 

⑸ 認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟について必要な適性を有するこ

との確認（確認がなされている場合は、適性の確認欄の□にレ印を付すること。） 

適性の確認 □ 

  申請の有無 免許の種類 

免許申請 １ 有  ２ 無   

更新申請 １ 有  ２ 無   

記入上の注意事項 

１ 文字は、楷書で明瞭に記入すること。 

 ２ ⑴および⑶は、免許の種類欄の□にレ印を付すとともに、⑴は使用しようとする

猟具欄の該当番号を○で囲むこと。 

３ 太枠欄には、申請者は記入しないこと。 

４ ⑸において、適性の確認がなされている場合は、認定鳥獣捕獲等事業者が当該事

業者について、狩猟について必要な適性の確認をした旨の指定の様式による書面を

添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

かい りょう 
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様式１７号（第１７条関係） ※ 狩 猟 免 許   

※ 損 害 の 賠 償    

※放鳥獣猟区の区域の登録の有無  

※許可捕獲等をした者等の該当者か否かの別  

※ 整理番号 

網  

※ 登 録 番 号 

網  号 

わな  わな 号 

第１種  第１種 号 

第２種  第２種  号 

狩 猟 者 登 録 申 請 書 
 

 

 福井県知事 様 

 

 

                          年  月  日 

 

住 所 

郵便番号 

 

電話番号 

ふ り が な   生 年 月 日 

氏 名 

  

  年  月  日生 

 狩猟者登録を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第５６条の規定に

より、下記のとおり申請します。 

記 

 

⑴ 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類、使用する猟具の種類、免許を与えた都道府県知事

名、狩猟免状の番号および交付年月日ならびに所持する免許の種類（第２種銃猟免許に係る登録の場

合に限る。） 

なお、第１種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを申請する場合は、第２種銃猟免許に係る登録申請

をすること（「第２種銃猟免許に係る登録」の□にレ印を付すこと。）。 

免許の種類 使用する猟具の種類 
免 許 を 与 え た 

都 道 府 県 知 事 名 

狩猟免状の

番号 
交 付 年 月 日 

□網猟免許に係
る登録 

１ 網 知事 号   年  月  日 

□わな猟免許に
係る登録 

２ わな 知事 号   年  月  日 

□第１種銃猟免
許に係る登録 

３ ライフル銃 
４ 散 弾 銃 
５ 空 気 銃 
 圧縮ガスを使用 

するものを含む。 

知事 号   年  月  日 

□第２種銃猟免
許に係る登録 

６ 空 気 銃 
 圧縮ガスを使用 

するものを含む。 

所持する免許の種類 □第１種銃猟免許 □第２種銃猟免許 

知事 号   年  月  日 

⑵ 狩猟をしようとする場所 

１ 福井県の区域全部 ２ 放鳥獣猟区の区域 

⑶ 対象鳥獣捕獲員、施行規則第６５条第１項第７号、第８号または第９号の該当者であるか否かの別 

  （該当の□にレ印を付する。） 

□ 対象鳥獣捕獲員 □ 第７号（許可捕獲をした者）に該当 □ 第８号（許可捕獲等に従事した者）に該当 

□ 第９号（認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者）に該当 □ いずれにも該当しない 

所属団体名 

（支部名等） 
 

注 狩猟団体に所属されていない場合は記入不要 

写 真 

申請前６か月以内 

無帽、無背景 

縦３cm×横２．４cm 

 

 
 
 

 

 

 

                                              

  【申込番号】手数料納付システム利用時に記入 

 

 

⑷ 免許の効力の停止の有無（有、無のいずれかに○印を付し、かつ、有の場合には、その停止の期間

を記入すること。） 

免 許 の 効 力 の 停 止 の 有 無 
１ 有 

２ 無 
停 止 の 期 間 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

⑸ 猟銃・空気銃所持許可証の番号および交付年月日（第１種銃猟免許または第２種銃猟免許の場合） 

第 １ 種

銃猟免許 

□ ラ イフル銃 

猟銃・空気銃

所持許可証の

番号 

号 交付年月日  年  月  日 

□ 散 弾 銃 

□ 空 気 銃 

圧縮ガスを使用

するものを含む。 

第 ２ 種

銃猟免許 

□ 空 気 銃 

圧縮ガスを使用

するものを含む。 

⑹ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第６７条に規定する要件に関する事項  

共 済 事 業 

法 人 名 対 象 損 害 給 付 額 被共済の期間 

        

損 害 保 険 契 約 

保 険会社名 対 象 損 害 保 険 金 額 被 保険期間 

        

資 産 保 有   
  

⑺ 職業   
 

  
 
１ 専門的・技術的職業従事者   

２ 管理的職業従事者  ３ 事務従事者  

４ 販売従事者  ５ 農林業従事者   

６ 漁業従事者 ７ 採鉱・採石作業者 

８ 運輸・通信従事者 

９ 技能工・生産工程作業者 １０ 単純労働者 

１１ 保安職業従事者 １２ サービス職業従事者 

１３ 分類不能の職業  １４ 無職 

記入上の注意 

１ 文字は、楷書で明瞭に記入すること。 

２ ⑴は免許の種類欄の□にレ印を付すととも

に該当する番号を○で囲み、⑵は該当する番

号を○で囲むこと。 

３ ⑺は職業を具体的に記入し、職業の分類に

ついて該当する番号を○で囲むこと。 

４ ※印欄には、申請者は記入しないこと。 

 

備考 用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。

狩猟者登録手数料 納入の方法 

□１件 １，８００円  

□福井県猟友会 

領収書等 

 

□手数料納付 

システム 

□２件 ３，６００円 

□３件 ５，４００円 

収納証明書類貼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 

かい りょう 

収納証明書類貼付欄 
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様式第１８号中

「

             

      

」

を

「

         

         

」

に改める。 

（福井県土採取規制条例施行規則の一部改正） 

第２５条 福井県土採取規制条例施行規則（平成１２年福井県規則第１２７号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号および様式第３号中

「

      

           

」

を

「
  

                

」

に改める。 

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部改正） 

第２６条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１６年福井県規則第７４号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号中

「

      

           

」

を

「
  

                

」

に改める。 
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（福井県年縞博物館の管理運営に関する規則の一部改正） 

第２７条 福井県年縞博物館の管理運営に関する規則（平成３０年福井県規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号中

「
          

       

」

を

「   
  

               

」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 （福井県証紙条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

３ 福井県証紙条例（昭和３９年福井県条例第１４号）第５条第１項に規定する売りさばき人または売りさばき人から証紙を買い受けた者が福井県証紙条例を廃止す

る等の条例（令和６年福井県条例第２２号）附則第２項または第３項の規定により証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、第１条の規定による廃止前

の福井県証紙条例施行規則（以下「廃止前の規則」という。）第１２条第１項の証紙代金還付申請書兼請求書に当該証紙を添えて知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により証紙代金還付申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは、売りさばき人にあっては当

該証紙の買受代金を、売りさばき人から証紙を買い受けた者にあっては当該証紙の額面金額を還付するものとする。 

５ 廃止前の規則第１０条の規定によるこの規則の施行の日前の売りさばき手数料の交付については、なお従前の例による。 

（福井県財務規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 令和６年度の会計事務の取扱いに係る検査事項については、第２条の規定による改正後の福井県財務規則第２３１条第２項第７号の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

告 示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県告示第１３２号 

 福井県測量業者登録簿閲覧規則の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

   福井県測量業者登録簿閲覧規則の一部を改正する告示 

 福井県測量業者登録簿閲覧規則（昭和３７年福井県告示第１９３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第１条 測量法施行令（昭和２４年政令第３２２号）第９条第２項の規定に基づ

き、福井県測量業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）における測量業

第１条 測量法施行令（昭和２４年政令第３２２号）第２８条第２項の規定に基

づき、福井県測量業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）における測量



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号94

者登録簿その他の書類の写し（以下「登録簿等写し」という。）の閲覧は、こ

の規則の定めるところによる。 

業者登録簿その他の書類の写し（以下「登録簿等写し」という。）の閲覧は、

この規則の定めるところによる。 
  

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県訓令第１０号 

            総務部 

            嶺南振興局 

            福井県税事務所 

 県税賦課徴収事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

県税賦課徴収事務取扱規程の一部を改正する訓令 

 県税賦課徴収事務取扱規程（昭和３８年福井県訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（収納事務関係書類の調製） 

第３８条の２ 県税事務所等の長は、法および法に基づく命令の規定により県税

を収納し、または還付する場合は、次に掲げる書類のうち、必要なものを調製

しなければならない。 

（収納事務関係書類の調製） 

第３８条の２ 県税事務所等の長は、法および法に基づく命令の規定により県税

を収納し、または還付する場合は、次に掲げる書類のうち、必要なものを調製

しなければならない。 

⑴～⒄ （略） 

 

 

 

 

様式目次 

様式番号 名称 関係条文 

１～１７３の１８ （略） （略） 

１７３の１９から１７

３の２１まで 

削除  

   

   

⑴～⒄ （略） 

⒅ 削除 

⒆ 自動車税証紙収納額内訳書 別記様式第１７３号の２０ 

⒇ 狩猟税証紙収納額内訳書 別記様式第１７３号の２１ 

 

様式目次 

様式番号 名称 関係条文 

１～１７３の１８ （略） （略） 

１７３の１９ 削除  

１７３の２０ 自動車税証紙収納額内訳

書 

第３８条の２ 

１７３の２１ 狩猟税証紙収納額内訳書 〃 

訓 令
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１７３の２２～２３３ （略） （略） 
 

１７３の２２～２３３ （略） （略） 
   

 訓令様式第１７３号の１９から訓令様式第１７３号の２１までを次のように改める。 

訓令様式第１７３号の１９から訓令様式第１７３号の２１まで 削除 

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

福井県訓令第１１号 

            庁中一般 

            各出先機関 

            労働委員会事務局 

 知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

   知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程の一部を改正する訓令 

 知事の事務部局等の職員等の旅費等取扱規程（平成１０年福井県訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （趣旨） 

第１条 職員（知事の事務部局および労働委員会事務局の職員に限る。以下同じ

。）および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一

般職の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「

条例」という。）および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号。以下「施行規則」という。）に定

めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 

 （級の職務） 

第２条 施行規則第３１条に規定する行政職給料表の適用を受けない職員の行政

職給料表に定める級の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める職務とする。 

 ⑴～⑹ （略） 

 （旅費の喪失に係る特別の事情） 

第３条 条例第３条第８項の知事が定める事情は、宿泊施設の火災その他旅行者

の責めに帰すべきでない事情とし、その認定については、知事がそのつど行う

ものとする。 

 （急行料金等の支給の特例） 

第４条 施行規則第１６条第３項に規定する知事が定める場合は、旅客鉄道株式

 （趣旨） 

第１条 職員（知事の事務部局および労働委員会事務局の職員に限る。以下同じ

。）および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一

般職の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「

条例」という。）および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号）に定めるもののほか、この訓令の

定めるところによる。 

 （級の職務） 

第２条 条例第２条第２項に規定する行政職給料表の適用を受けない職員の行政

職給料表に定める級の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める職務とする。 

 ⑴～⑹ （略） 

 （旅費の喪失に係る特別の事情） 

第３条 条例第４条第８項の知事が定める事情は、宿泊施設の火災その他旅行者

の責めに帰すべきでない事情とし、その認定については、知事がそのつど行う

ものとする。 

 （急行料金等の支給の特例） 

第４条 条例第１７条第３項に規定する知事が定める場合は、旅客鉄道株式会社
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会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成１３

年法律第６１号）附則第２条第１項第１号に規定する西日本旅客鉄道株式会社

が経営する路線のうち、次の各号に掲げる区間の路線により旅行する場合とす

る。 

 ⑴ 敦賀駅から米原駅までの区間 

 ⑵ 敦賀駅から福井駅までの区間 

 ⑶ 福井駅から小松駅までの区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （船員に係る旅費） 

第５条 船員に係る旅費を支給する職員は、施行規則第２７条第１項に規定する

旅行をする職員とする。 

２ 船員に係る旅費の額および支給条件は、別表第４のとおりとする。 

３ 船員に係る旅費（概算払に係るものを除く。）は、前月分をその月の初めに

まとめて支給することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成１３年法

律第６１号）附則第２条第１項第１号に規定する西日本旅客鉄道株式会社が経

営する路線のうち、敦賀駅から米原駅までの区間の路線により旅行する場合と

する。 

 

 

 

第５条から第７条まで 削除 

 （日当の支給に係る自動車） 

第８条 条例第２１条第２項第１号に規定する知事が定める自動車は、県有自動

車その他公務上の必要により旅行命令権者の承認を受けて使用する自動車とす

る。 

 （日額旅費を支給する旅行） 

第９条 条例第２９条第１項に規定する知事が定める旅行は、次に掲げる旅行と

する。 

 ⑴ 漁業取締船または水産試験船に乗船してする旅行（これに準ずる旅行を含

む。） 

 ⑵ 長期間の研修、講習または訓練の受講その他これらに類する目的のために

する旅行（これに準ずる旅行を含む。） 

 （日額旅費を支給する職員の範囲等） 

第１０条 日額旅費を支給する職員は、前条各号に掲げる旅行をする職員（以下

「日額旅費対象職員」という。）とする。 

２ 日額旅費の額および支給条件は、別表第４のとおりとする。 

 

 

 （研修旅行における普通旅費の支給） 

第１１条 日額旅費対象職員（第９条第２号に掲げる旅行（以下この条および次

条において「研修旅行」という。）をする職員に限る。以下この条および次条

において同じ。）が、別表第４備考第４号の規定により日額旅費を支給されな

いこととなる場合において、交通機関を利用する必要があるときは、当該交通

機関の利用に要する鉄道賃、船賃および車賃を支給する。 

２ 日額旅費対象職員が研修旅行において現に支払った鉄道賃、船賃および車賃

の額が、当該研修旅行について支給される日額旅費の額の２分の１に相当する

額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃およ

び車賃を支給する。 

３ 日額旅費対象職員が、研修旅行において次の各号のいずれかに該当する旅行

をする場合には、その職員に対して、普通旅費を支給する。 
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 （旅行雑費） 

第６条 施行規則第３３条第５号カに規定する知事が定めるものは、査証申請代

行手数料、国内の空港から出国する場合において支払う旅客サービス施設使用

料および旅客保安サービス料（外国における同様の料金を含む。）その他公務

上の理由または外国の特殊な事情により特に必要であるものとする。 

 （旅費の調整） 

第７条 旅費の支給額は、条例第８条第１項の規定により、次に規定する基準に

より調整するものとする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行し

た場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊費は、支給しない。 

 

 ⑶ （略） 

 

 

 

 

 ⑴ 研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行 

 ⑵ 勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行 

 ⑶ 公務上の必要により研修旅行の目的以外の目的のためにする旅行 

４ 前項の規定により普通旅費を支給する日については、日額旅費は、支給しな

い。 

５ 日額旅費対象職員が、研修旅行における研修等に係る演習、見学または実習

のため、研修所等の所在地が属する同一地域以外の地域に旅行する場合には、

その職員に対して、日額旅費に加えて普通旅費（日当を除く。）を支給する。 

 （研修旅行における宿泊料の額） 

第１２条 日額旅費対象職員が宿泊した場合には、１夜につき、次の各号に掲げ

る夜数の区分に応じ、当該各号に定める額の宿泊料を支給する。 

 ⑴ 宿泊に係る夜数のうち５夜以内の夜数 条例別表第１に掲げる額 

 ⑵ 宿泊に係る夜数のうち５夜を超える夜数 １万円 

２ 宿泊施設が指定される研修等を受講するための研修旅行で宿泊施設の利用ま

たは朝食もしくは夕食の提供のための負担金を必要とするものについては、前

項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額を、当該負担金の額を基礎と

して増額または減額した額の宿泊料を支給する。 

 （日額旅費の支給方法） 

第１３条 日額旅費（概算払に係るものを除く。）は、前月分をその月の初めに

まとめて支給することができる。 

 （旅行雑費） 

第１４条 条例第３７条に規定する知事が定めるものは、査証申請代行手数料、

国内の空港から出国する場合において支払う旅客サービス施設使用料および旅

客保安サービス料（外国における同様の料金を含む。）その他公務上の理由ま

たは外国の特殊な事情により特に必要であるものとする。 

 （旅費の調整） 

第１５条 旅費の支給額は、条例第３８条第１項の規定により、次に規定する基

準により調整するものとする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行し

た場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料または食卓料は、支給し

ない。 

 ⑶ （略） 

 ⑷ 回転翼航空機による旅行の日当は、公務上の必要または天災その他やむを

得ない事情により出発地の存する都道府県と異なる都道府県の区域内に着陸

した場合であって、出発地から当該着陸した地点までの路程が１００キロメ

ートル（着陸した地点が複数ある場合には、全路程が２００キロメートル）
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 ⑷ 単身赴任手当の支給を受ける職員が、単身赴任に伴い別居することとなっ

た配偶者（配偶者のない職員にあっては、満１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある子）の住居に宿泊する場合には、宿泊費は、支給

しない。ただし、旅行の目的地から当該住居までの移動のため交通機関を利

用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃および車賃を支給す

る。 

 ⑸ 旅行者が旅行中に公務傷病等により医療施設等を利用して療養を行ったた

め、施行規則第２１条に規定する宿泊費および施行規則第２２条第１項また

は第２項に規定する宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該療

養の期間に係る宿泊費および宿泊手当に相当する額の旅費は、支給しない。 

 

 

 

 ⑹ 赴任または研修命令が発令されている３０日以上の研修のための住所等の

移転の実際の路程が、従前の勤務公署から新たな勤務公署までまたは勤務公

署から研修所等までもしくは当該研修所等から当該勤務公署までの路程に満

たない場合には、当該実際の路程により転居費の額を計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のときに限り支給するものとし、その額は、条例別表第１に掲げる日当

の額の２分の１に相当する額とする。 

 ⑸ 単身赴任手当の支給を受ける職員が、単身赴任に伴い別居することとなっ

た配偶者（配偶者のない職員にあっては、満１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある子）の住居に宿泊する場合には、宿泊料は、支給

しない。ただし、旅行の目的地から当該住居までの移動のため交通機関を利

用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃および車賃を支給す

る。 

 ⑹ 旅行者が旅行中に公務傷病等により医療施設等を利用して療養を行ったた

め、条例別表第１に掲げる額の日当（日額旅費対象職員にあっては、別表第

４に掲げる額の日額旅費。以下この号において「日当等」という。）および

宿泊料（日額旅費対象職員にあっては、第１２条第１項第２号に規定する額

の宿泊料を含む。以下この号において同じ。）を支給することが適当でない

場合には、当該療養の期間に係る日当等および宿泊料の２分の１に相当する

額の旅費は、支給しない。 

 ⑺ 赴任または研修命令が発令されている３０日以上の研修のための住所等の

移転の実際の路程が、従前の勤務公署から新たな勤務公署までまたは勤務公

署から研修所等までもしくは当該研修所等から当該勤務公署までの路程に満

たない場合には、当該実際の路程により移転料の額を計算する。 

 ⑻ 赴任のための旅行が新たな勤務公署に到着後直ちに自宅（知事が別に定め

るものを除く。）に入居するものであるときは、着後手当は、支給しない。 

 ⑼ 赴任のための旅行が次に掲げる場合に該当するときは、その該当する区分

に応じ、それぞれ次に掲げる額の着後手当を支給する。 

  ア 新たな勤務公署に到着後直ちに職員のための公舎を利用できる場合また

は自宅（知事が別に定めるものに限る。）に入居する場合 条例別表第１

に掲げる日当の額の２日分に相当する額と同表に掲げる宿泊料の額の２夜

分に相当する額とを合計した額（その額が条例第２５条の規定により算定

した額を超えるときは、当該算定した額） 

  イ 県外旅行である赴任の場合であって当該赴任のための住所等の移転の路

程が５０キロメートル未満のとき（前号またはアに該当する場合を除く。

） 条例別表第１に掲げる日当の額の３日分に相当する額と同表に掲げる

宿泊料の額の３夜分に相当する額とを合計した額 

 ⑽ 旅行者（日額旅費対象職員を除く。）が同一地域に滞在する場合には、同

一地域に到着した日の翌日から同一地域を出発する日の前日までの期間（以

下「滞在期間」という。）のうち次に掲げる期間においては、条例別表第１

の規定にかかわらず、それぞれ次に定める額の日当および宿泊料を支給する

。この場合において、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情によ



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ （略） 

 ⑻ （略） 

２ （略） 

 （旅費の特例） 

第８条 次の各号に掲げる場合には、条例第８条第２項の規定により、当該各号

に定める旅費を支給することができる。 

 ⑴ （略） 

 

 

 ⑵ 職員が外国旅行において宿泊する場合で、目的地の治安状況その他当該外

国旅行における特別の事情があると知事が認めるとき。 知事がそのつど定

める宿泊費 

 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めた場合 知事がそのつ

ど定める旅費 

り、当該同一地域以外の地域に一時旅行したときは、その旅行に要した日数

は、当該滞在期間の日数から除算する。 

  ア ２０日を超え４０日以内の期間 条例別表第１に掲げる額の９割に相当

する額 

  イ ４０日を超え６０日以内の期間 条例別表第１に掲げる額の８割に相当

する額 

  ウ ６０日を超える期間 条例別表第１に掲げる額の７割に相当する額 

 ⑾ 前号の規定は、当該旅行が条例第２１条第２項第２号または第３号の規定

に該当する場合に支給される日当については、適用しない。 

 ⑿ 旅行者（日額旅費対象職員のうち研修旅行をする職員に限る。）が同一地

域に滞在する場合には、滞在期間中の宿泊に係る夜数のうち次に掲げる夜数

については、第１２条第１項の規定にかかわらず、それぞれ次に定める額の

宿泊料を支給する。この場合において、公務上の必要または天災その他やむ

を得ない事情により、当該同一地域以外の地域に一時旅行したときは、その

旅行中の宿泊に係る夜数は、当該滞在期間中の宿泊に係る夜数から除算する

。 

  ア ３０夜を超え６０夜以内の夜数 ９，０００円 

  イ ６０夜を超える夜数 ８，０００円 

 ⒀ （略） 

 ⒁ （略） 

２ （略） 

 （旅費の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる場合には、条例第３８条第２項の規定により、当該

各号に定める旅費を支給することができる。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めた場合 知事がそのつど

定める旅客運賃等 

 ⑶ 職員が外国旅行において宿泊する場合で、目的地の治安状況その他当該外

国旅行における特別の事情があると知事が認めるとき。 知事がそのつど定

める宿泊料 

 

 
  

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第５条関係） 

航海日当 船員食卓料 

第１区 第２区 
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５９０円 １，０３０円 １，３８０円 

 備考 

  １ 航海日当は、１航海における出港の日から帰港の日まで支給する。 

  ２ 第１区は第２区に属さない海域とし、第２区は太平洋に属する海域とする。 

  ３ 船員食卓料は、１航海が２日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、

この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。 

  ４ 第５条第１項に規定する職員が、当該旅行において公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸した場合には、その上陸した日から再び乗船

した日までの期間においては、船員に係る旅費に代えて、施行規則第２１条に規定する宿泊費および施行規則第２２条第１項または第２項に規定する宿泊手当

を支給する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県訓令第１２号 

            庁中一般 

            各出先機関 

 福井県県有自動車管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

   福井県県有自動車管理規程の一部を改正する訓令 

 福井県県有自動車管理規程（昭和４５年福井県訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （車歴台帳） 

第７条 財産活用課長は、県有自動車の車歴台帳を備え、これを整理しておかな

ければならない。 

２～４ （略） 

 （車歴台帳） 

第７条 財産活用課長は、県有自動車の車歴台帳（様式第１号）を備え、これを

整理しておかなければならない。 

２～４ （略） 

 

 （運転者の責務） 

第１０条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 県有自動車の運行を終えたときは、供用自動車運転日誌、専用自動車運転

日誌または事業用自動車運転日誌により管理責任者に報告すること。 

 

 （運転者の責務） 

第１０条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 県有自動車の運行を終えたときは、供用自動車運転日誌（様式第２号）、

専用自動車運転日誌（様式第３号）または事業用自動車運転日誌（様式第４

号）により管理責任者に報告すること。 

 

 （自動車管理実績報告） 

第１８条 管理責任者は、県有自動車の使用等の実績を、自動車管理実績報告書

 

 （自動車管理実績報告） 

第１８条 管理責任者は、県有自動車の使用等の実績を、自動車管理実績報告書
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（当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を含む。）に

より翌年度の４月３０日までに総務部長に報告しなければならない。 

（様式第６号）（当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

）を含む。）により翌年度の４月３０日までに総務部長に報告しなければなら

ない。 

 （使用状況の調査） 

第１９条 財産活用課長は、必要があると認めるときは、県有自動車の管理状況

について調査し、または県有自動車を使用する本庁の課または出先機関の長に

対し報告を求めることができる。 

 （使用状況の調査） 

第１９条 財産活用課長は、必要があると認めるときは、県有自動車の管理状況

について実地に調査し、または県有自動車を使用する本庁の課または出先機関

の長に対し報告を求めることができる。 

 

 （事故報告） 

第２２条 運転者は、県有自動車について事故が発生したときは、速やかに、事

故報告書を財産活用課長を経て（財産活用課長は、人事課長と協議するものと

する。）知事に提出しなければならない。この場合において、県有自動車を亡

失し、または損傷したときは、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１

号）第２３０条第１項の規定によりそのてん末を併せて報告しなければならな

い。 

 

 （事故報告） 

第２２条 運転者は、県有自動車について事故が発生したときは、速やかに、事

故報告書（様式第７号）を財産活用課長を経て（財産活用課長は、人事課長と

協議するものとする。）知事に提出しなければならない。この場合において、

県有自動車を亡失し、または損傷したときは、福井県財務規則（昭和３９年福

井県規則第１１号）第２３０条第１項の規定により亡失、損傷調書を併せて提

出しなければならない。 

 （非常事態のための使用） 

第２３条 （略） 

 （非常事態のための使用） 

第２３条 （略） 

 （台帳等の様式） 

第２４条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。 

 ⑴ 第７条第１項の車歴台帳 

 ⑵ 第１０条第３号の供用自動車運転日誌 

 ⑶ 第１０条第３号の専用自動車運転日誌 

 ⑷ 第１０条第３号の事業用自動車運転日誌 

 ⑸ 第１８条の自動車管理実績報告書 

 ⑹ 第２２条の事故報告書 

 

  

 様式を削る。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県議会訓令第１号 

            福井県議会事務局 

 福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

議 会 局 訓 令
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  令和７年３月３１日 

      福井県議会議長 宮本 俊 

   福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程の一部を改正する訓令 

 福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程（平成１０年福井県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （旅費の調整） 

第１条 次の各号に掲げる場合には、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条

例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「条例」という。）第８条第２項の

規定により、当該各号に定める旅費を支給する。 

 ⑴・⑵ （略） 

 （旅費の特例） 

第１条 次の各号に掲げる場合には、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条

例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「条例」という。）第３６条第２項

の規定により、当該各号に定める旅費を支給する。 

 ⑴・⑵ （略） 
  

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県教育委員会 

福井県教育委員会規則第６号 

   福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則の一部を改正する規則 

 福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則（平成１０年福井県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（趣旨） 

第１条 職員（福井県教育庁および福井県立学校その他の教育機関の職員ならび

に市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条および第

２条に規定する職員をいう。以下同じ。）および職員以外の者に対して支給す

る旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和

２５年福井県条例第４６号。以下「条例」という。）および福井県一般職の職

（趣旨） 

第１条 職員（福井県教育庁および福井県立学校その他の教育機関の職員ならび

に市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条および第

２条に規定する職員をいう。以下同じ。）および職員以外の者に対して支給す

る旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和

２５年福井県条例第４６号。以下「条例」という。）および福井県一般職の職

教育委員会規則
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員等の旅費に関する条例施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号。

以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところに

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 （船員に係る旅費を支給する職員の範囲等） 

第３条 船員に係る旅費を支給する職員は、施行規則第２７条第１項に規定する

旅行をする職員とする。 

２ 船員に係る旅費の額および支給条件は、別表第２のとおりとする。 

 （引率旅費） 

第４条 児童または生徒を引率する旅行をする職員に対して支給する旅費につい

ては、条例第８条第２項の規定により、教育長が別に定めるところにより調整

して支給することができる。 

員等の旅費に関する条例施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

 

 （日額旅費を支給する旅行） 

第３条 条例第２９条第１項に規定する教育委員会が定める旅行は、次に掲げる

旅行とする。 

 ⑴ 実習船に乗船してする旅行（これに準ずる旅行を含む。） 

 ⑵ 長期間の研修、講習または訓練の受講その他これらに類する目的のために

する旅行（これに準ずる旅行を含む。） 

 （日額旅費を支給する職員の範囲等） 

第４条 日額旅費を支給する職員は、前条各号に掲げる旅行をする職員とする。 

 

２ 日額旅費の額および支給条件は、別表第２のとおりとする。 

 （引率旅費） 

第５条 児童または生徒を引率する旅行をする職員に対して支給する旅費につい

ては、条例第３８条第２項の規定により、教育長が別に定めるところにより調

整して支給することができる。 
  

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

航海日当 船員食卓料 

第１区 第２区 

５９０円 １，０３０円 １，３８０円 

 備考 

  １ 航海日当は、１航海における出港の日から帰港の日まで支給する。 

  ２ 第１区は第２区に属さない海域とし、第２区は太平洋に属する海域とする。 

  ３ 船員食卓料は、１航海が２日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、

この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。 

  ４ 第３条第１項に規定する職員が、当該旅行において公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸した場合には、その上陸した日から再び乗船

した日までの期間においては、船員に係る旅費に代えて、施行規則第２１条に規定する宿泊費および施行規則第２２条第１項または第２項に規定する宿泊手当

を支給する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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人事委員会規則
　令和６年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県人事委員会　委員長　野村　直之
福井県人事委員会規則第９号
　　　令和６年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則
　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の月額の算定にあっては、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、当該期間に一般職の国家公
務員に支給される地域手当の月額の算定方法の例による地域手当の級地の区分に応じた割合を乗じるものとする。ただし、福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福
井県条例第２４号）第１０条の３または附則第１６項の規定の適用を受ける職員については、この限りでない。
　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
　 　

　令和６年勧告改正給与条例の施行に伴う令和７年４月１日における号給の切替え等に関する規則を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県人事委員会　委員長　野村　直之
福井県人事委員会規則第１０号
　　　令和６年勧告改正給与条例の施行に伴う令和７年４月１日における号給の切替え等に関する規則
　 (号給の切替え)
第 １条　令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日に
おける号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて別表に定める号給とす
る。

　（切替日前の異動者の号給の調整）
第 ２条　切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたも
のとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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ア　行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １

10 ６ ２ ２ １ １ １ １

11 ７ ３ ３ １ １ １ １

12 ８ ４ ４ １ １ １ １

13 ９ ５ ５ １ １ １ １

14 10 ６ ６ ２ １ １ １

15 11 ７ ７ ３ １ １ １

16 12 ８ ８ ４ １ １ １

17 13 ９ ９ ５ １ １ １

18 14 10 10 ６ ２ １ ２

19 15 11 11 ７ ３ １ ２

20 16 12 12 ８ ４ １ ２

21 17 13 13 ９ ５ １ ２

22 18 14 14 10 ６ １ ２

23 19 15 15 11 ７ １ ３

24 20 16 16 12 ８ ２ ３

25 21 17 17 13 ９ ２ ３

26 22 18 18 14 10 ２ ３

27 23 19 19 15 11 ２ ４

28 24 20 20 16 12 ３ ４

29 25 21 21 17 13 ３ ４

30 26 22 22 18 14 ３ ４

31 27 23 23 19 15 ３ ５

32 28 24 24 20 16 ３ ５

33 29 25 25 21 17 ３ ５

34 30 26 26 22 18 ４ ５

35 31 27 27 23 19 ４ ６

36 32 28 28 24 20 ４ ６

37 33 29 29 25 21 ４ ６

38 34 30 30 26 22 ４ ６

39 35 31 31 27 23 ４ ６

別表（第１条関係）　号給の切替表

新　　　号　　　給
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40 36 32 32 28 24 ４ ７

41 37 33 33 29 25 ４ ７

42 38 34 34 30 26 ５

43 39 35 35 31 27 ５

44 40 36 36 32 28 ５

45 41 37 37 33 29 ５

46 42 38 38 34 30

47 43 39 39 35 31

48 44 40 40 36 32

49 45 41 41 37 33

50 46 42 42 38 34

51 47 43 43 39 35

52 48 44 44 40 36

53 49 45 45 41 37

54 50 46 46 42 38

55 51 47 47 43 39

56 52 48 48 44 40

57 53 49 49 45 41

58 54 50 50 46 42

59 55 51 51 47 43

60 56 52 52 48 44

61 57 53 53 49 45

62 58 54 54 50 46

63 59 55 55 51 47

64 60 56 56 52 48

65 61 57 57 53 49

66 62 58 58 54 50

67 63 59 59 55 51

68 64 60 60 56 52

69 65 61 61 57 53

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71
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84 80 76 76 72

85 81 77 77 73

86 82 78 78 74

87 83 79 79 75

88 84 80 80 76

89 85 81 81 77

90 86 82 82 78

91 87 83 83 79

92 88 84 84 80

93 89 85 85 81

94 90 86

95 91 87

96 92 88

97 93 89

98 94 90

99 95 91

100 96 92

101 97 93

102 98 94

103 99 95

104 100 96

105 101 97

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

イ　警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号108

10 ６ ２ ２ １ １ １

11 ７ ３ ３ １ １ １

12 ８ ４ ４ １ １ １

13 ９ ５ ５ １ １ １

14 10 ６ ６ ２ １ １

15 11 ７ ７ ３ １ １

16 12 ８ ８ ４ １ １

17 13 ９ ９ ５ １ １

18 14 10 10 ６ ２ １

19 15 11 11 ７ ３ １

20 16 12 12 ８ ４ １

21 17 13 13 ９ ５ １

22 18 14 14 10 ６ １

23 19 15 15 11 ７ １

24 20 16 16 12 ８ ２

25 21 17 17 13 ９ ２

26 22 18 18 14 10 ２

27 23 19 19 15 11 ２

28 24 20 20 16 12 ３

29 25 21 21 17 13 ３

30 26 22 22 18 14 ３

31 27 23 23 19 15 ３

32 28 24 24 20 16 ３

33 29 25 25 21 17 ３

34 30 26 26 22 18 ４

35 31 27 27 23 19 ４

36 32 28 28 24 20 ４

37 33 29 29 25 21 ４

38 34 30 30 26 22 ４

39 35 31 31 27 23 ４

40 36 32 32 28 24 ４

41 37 33 33 29 25 ４

42 38 34 34 30 26 ５

43 39 35 35 31 27 ５

44 40 36 36 32 28 ５

45 41 37 37 33 29 ５

46 42 38 38 34 30

47 43 39 39 35 31

48 44 40 40 36 32

49 45 41 41 37 33

50 46 42 42 38 34

51 47 43 43 39 35

52 48 44 44 40 36

53 49 45 45 41 37



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号109

54 50 46 46 42 38

55 51 47 47 43 39

56 52 48 48 44 40

57 53 49 49 45 41

58 54 50 50 46 42

59 55 51 51 47 43

60 56 52 52 48 44

61 57 53 53 49 45

62 58 54 54 50

63 59 55 55 51

64 60 56 56 52

65 61 57 57 53

66 62 58 58 54

67 63 59 59 55

68 64 60 60 56

69 65 61 61 57

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71

84 80 76 76 72

85 81 77 77 73

86 82 78 78

87 83 79 79

88 84 80 80

89 85 81 81

90 86 82 82

91 87 83 83

92 88 84 84

93 89 85 85

94 90 86

95 91 87

96 92 88

97 93 89



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号110

98 94 90

99 95 91

100 96 92

101 97 93

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

114 110

115 111

116 112

117 113

118 114

119 115

120 116

121 117

122 118

123 119

124 120

125 121

126 122
127 123
128 124
129 125

ウ　教育職給料表（１）の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ １ １

７ １ １

８ １ １

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号111

９ １ １

10 １ １

11 １ １

12 １ １

13 １ １

14 １ １

15 １ １

16 １ １

17 １ １

18 ２ ２

19 ３ ３

20 ４ ４

21 ５ ５

22 ６ ６

23 ７ ７

24 ８ ８

25 ９ ９

26 10 10

27 11 11

28 12 12

29 13 13

30 14 14

31 15 15

32 16 16

33 17 17

34 18 18

35 19 19

36 20 20

37 21 21

38 22 22

39 23 23

40 24 24

41 25 25

42 26 26

43 27 27

44 28 28

45 29 29

46 30 30

47 31 31

48 32 32

49 33 33

50 34

51 35

52 36



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号112

53 37

54 38

55 39

56 40

57 41

58 42

59 43

60 44

61 45

62 46

63 47

64 48

65 49

66 50

67 51

68 52

69 53

70 54

71 55

72 56

73 57

74 58

75 59

76 60

77 61

78 62

79 63

80 64

81 65

82 66

83 67

84 68

85 69

86 70

87 71

88 72

89 73

エ　教育職給料表（２）の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級

１ １ １

２ １ １

３ １ １

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号113

４ １ １

５ １ １

６ １ １

７ １ １

８ １ １

９ １ １

10 １ １

11 １ １

12 １ １

13 １ １

14 ２ １

15 ３ １

16 ４ １

17 ５ １

18 ６ ２

19 ７ ３

20 ８ ４

21 ９ ５

22 10 ６

23 11 ７

24 12 ８

25 13 ９

26 14 10

27 15 11

28 16 12

29 17 13

30 18 14

31 19 15

32 20 16

33 21 17

34 22 18

35 23 19

36 24 20

37 25 21

38 26 22

39 27 23

40 28 24

41 29 25

42 30 26

43 31 27

44 32 28

45 33 29

46 34 30

47 35 31



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号114

48 36 32

49 37 33

50 38

51 39

52 40

53 41

54 42

55 43

56 44

57 45

58 46

59 47

60 48

61 49

62 50

63 51

64 52

65 53

66 54

67 55

68 56

69 57

70 58

71 59

72 60

73 61

74 62

75 63

76 64

77 65

78 66

79 67

80 68

81 69

82 70

83 71

84 72

85 73

86 74

87 75

88 76

89 77

90 78
91 79



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号115

92 80
93 81
94 82
95 83
96 84
97 85
98 86
99 87
100 88
101 89
102 90
103 91
104 92
105 93

オ　研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 ２ １ １

11 ３ １ １

12 ４ １ １

13 ５ １ １

14 ６ １ １

15 ７ １ １

16 ８ １ １

17 ９ １ １

18 10 ２ １

19 11 ３ １

20 12 ４ １

21 13 ５ ２

22 14 ６ ２

23 15 ７ ２

24 16 ８ ２

25 17 ９ ３

26 18 10 ３

27 19 11 ３

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号116

28 20 12 ３

29 21 13 ４

30 22 14 ４

31 23 15 ４

32 24 16 ４

33 25 17 ５

34 26 18 ５

35 27 19 ５

36 28 20 ５

37 29 21 ６

38 30 22 ６

39 31 23 ６

40 32 24 ６

41 33 25 ７

42 34 26 ７

43 35 27 ７

44 36 28 ７

45 37 29 ７

46 38 30 ８

47 39 31 ８

48 40 32 ８

49 41 33 ８

50 42 34

51 43 35

52 44 36

53 45 37

54 46 38

55 47 39

56 48 40

57 49 41

58 50 42

59 51 43

60 52 44

61 53 45

62 54 46

63 55 47

64 56 48

65 57 49

66 58 50

67 59 51

68 60 52

69 61 53

70 62 54

71 63 55



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号117

72 64 56

73 65 57

74 66 58

75 67 59

76 68 60

77 69 61

78 70 62

79 71 63

80 72 64

81 73 65

82 74 66

83 75 67

84 76 68

85 77 69

86 78 70

87 79 71

88 80 72

89 81 73

カ　医療職給料表（１）の適用を受ける職員

旧号給 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 １ １ １

11 １ １ １

12 １ １ １

13 １ １ １

14 ２ １ １

15 ３ １ １

16 ４ １ １

17 ５ １ １

18 ６ ２ １

19 ７ ３ １

20 ８ ４ １

21 ９ ５ １

22 10 ６ １

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号118

23 11 ７ １

24 12 ８ １

25 13 ９ １

26 14 10 １

27 15 11 １

28 16 12 １

29 17 13 １

30 18 14 １

31 19 15 １

32 20 16 １

33 21 17 １

34 22 18 １

35 23 19 １

36 24 20 １

37 25 21 １

38 26 22 ２

39 27 23 ２

40 28 24 ２

41 29 25 ２

42 30 26 ３

43 31 27 ３

44 32 28 ３

45 33 29 ３

46 34 30 ４

47 35 31 ４

48 36 32 ４

49 37 33 ４

50 38 34 ４

51 39 35 ５

52 40 36 ５

53 41 37 ５

54 42 38 ５

55 43 39 ５

56 44 40 ６

57 45 41 ６

58 46 42 ６

59 47 43 ６

60 48 44 ６

61 49 45 ７

62 50 46 ７

63 51 47 ７

64 52 48 ７

65 53 49 ８

66 54 50 ８



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号119

67 55 51 ８

68 56 52 ８

69 57 53 ９

70 58 54 ９

71 59 55 ９

72 60 56 ９

73 61 57 10

74 62 58 10

75 63 59 10

76 64 60 10

77 65 61 11

78 66 62 11

79 67 63 11

80 68 64 11

81 69 65 12

82 70 66 12

83 71 67 12

84 72 68 12

85 73 69 13

86 74 70 13

87 75 71 13

88 76 72 13

89 77 73 14

90 78

91 79

92 80

93 81

94 82

95 83

96 84

97 85

キ　医療職給料表（２）の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号120

10 ６ ６ ２ １ １

11 ７ ７ ３ １ １

12 ８ ８ ４ １ １

13 ９ ９ ５ １ １

14 10 10 ６ ２ １

15 11 11 ７ ３ １

16 12 12 ８ ４ １

17 13 13 ９ ５ １

18 14 14 10 ６ ２

19 15 15 11 ７ ３

20 16 16 12 ８ ４

21 17 17 13 ９ ５

22 18 18 14 10 ６

23 19 19 15 11 ７

24 20 20 16 12 ８

25 21 21 17 13 ９

26 22 22 18 14 10

27 23 23 19 15 11

28 24 24 20 16 12

29 25 25 21 17 13

30 26 26 22 18 14

31 27 27 23 19 15

32 28 28 24 20 16

33 29 29 25 21 17

34 30 30 26 22 18

35 31 31 27 23 19

36 32 32 28 24 20

37 33 33 29 25 21

38 34 34 30 26 22

39 35 35 31 27 23

40 36 36 32 28 24

41 37 37 33 29 25

42 38 38 34 30 26

43 39 39 35 31 27

44 40 40 36 32 28

45 41 41 37 33 29

46 42 42 38 34 30

47 43 43 39 35 31

48 44 44 40 36 32

49 45 45 41 37 33

50 46 46 42 38 34

51 47 47 43 39 35

52 48 48 44 40 36

53 49 49 45 41 37



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号121

54 50 50 46 42

55 51 51 47 43

56 52 52 48 44

57 53 53 49 45

58 54 54 50 46

59 55 55 51 47

60 56 56 52 48

61 57 57 53 49

62 58 58 54 50

63 59 59 55 51

64 60 60 56 52

65 61 61 57 53

66 62 62 58 54

67 63 63 59 55

68 64 64 60 56

69 65 65 61 57

70 66 66 62 58

71 67 67 63 59

72 68 68 64 60

73 69 69 65 61

74 70 70 66 62

75 71 71 67 63

76 72 72 68 64

77 73 73 69 65

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77

86 82 82

87 83 83

88 84 84

89 85 85

90 86 86

91 87 87

92 88 88

93 89 89

94 90 90

95 91 91

96 92 92

97 93 93



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号122

98 94 94

99 95 95

100 96 96

101 97 97

102 98 98

103 99 99

104 100 100

105 101 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

ク　医療職給料表（３）の適用を受ける職員

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

10 ６ ６ ２ １ １

11 ７ ７ ３ １ １

12 ８ ８ ４ １ １

13 ９ ９ ５ １ １

14 10 10 ６ ２ １

15 11 11 ７ ３ １

16 12 12 ８ ４ １

17 13 13 ９ ５ １

18 14 14 10 ６ ２

19 15 15 11 ７ ３

20 16 16 12 ８ ４

21 17 17 13 ９ ５

22 18 18 14 10 ６

23 19 19 15 11 ７

24 20 20 16 12 ８

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号123

25 21 21 17 13 ９

26 22 22 18 14 10

27 23 23 19 15 11

28 24 24 20 16 12

29 25 25 21 17 13

30 26 26 22 18 14

31 27 27 23 19 15

32 28 28 24 20 16

33 29 29 25 21 17

34 30 30 26 22 18

35 31 31 27 23 19

36 32 32 28 24 20

37 33 33 29 25 21

38 34 34 30 26 22

39 35 35 31 27 23

40 36 36 32 28 24

41 37 37 33 29 25

42 38 38 34 30 26

43 39 39 35 31 27

44 40 40 36 32 28

45 41 41 37 33 29

46 42 42 38 34 30

47 43 43 39 35 31

48 44 44 40 36 32

49 45 45 41 37 33

50 46 46 42 38 34

51 47 47 43 39 35

52 48 48 44 40 36

53 49 49 45 41 37

54 50 50 46 42 38

55 51 51 47 43 39

56 52 52 48 44 40

57 53 53 49 45 41

58 54 54 50 46

59 55 55 51 47

60 56 56 52 48

61 57 57 53 49

62 58 58 54 50

63 59 59 55 51

64 60 60 56 52

65 61 61 57 53

66 62 62 58 54

67 63 63 59 55

68 64 64 60 56



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号124

69 65 65 61 57

70 66 66 62 58

71 67 67 63 59

72 68 68 64 60

73 69 69 65 61

74 70 70 66 62

75 71 71 67 63

76 72 72 68 64

77 73 73 69 65

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77

86 82 82 78

87 83 83 79

88 84 84 80

89 85 85 81

90 86 86 82

91 87 87 83

92 88 88 84

93 89 89 85

94 90 90

95 91 91

96 92 92

97 93 93

98 94 94

99 95 95

100 96 96

101 97 97

102 98 98

103 99 99

104 100 100

105 101 101

106 102 102

107 103 103

108 104 104

109 105 105

110 106 106

111 107 107

112 108 108



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号125

113 109 109

114 110

115 111

116 112

117 113

118 114

119 115

120 116

121 117

122 118

123 119

124 120

125 121

ケ　福祉職給料表の適用を受ける職員

旧号給 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

10 ６ ６ ２ １ １

11 ７ ７ ３ １ １

12 ８ ８ ４ １ １

13 ９ ９ ５ １ １

14 10 10 ６ ２ １

15 11 11 ７ ３ １

16 12 12 ８ ４ １

17 13 13 ９ ５ １

18 14 14 10 ６ ２

19 15 15 11 ７ ３

20 16 16 12 ８ ４

21 17 17 13 ９ ５

22 18 18 14 10 ６

23 19 19 15 11 ７

24 20 20 16 12 ８

25 21 21 17 13 ９

26 22 22 18 14 10

27 23 23 19 15 11

新　　　号　　　給



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号126

28 24 24 20 16 12

29 25 25 21 17 13

30 26 26 22 18 14

31 27 27 23 19 15

32 28 28 24 20 16

33 29 29 25 21 17

34 30 30 26 22 18

35 31 31 27 23 19

36 32 32 28 24 20

37 33 33 29 25 21

38 34 34 30 26 22

39 35 35 31 27 23

40 36 36 32 28 24

41 37 37 33 29 25

42 38 38 34 30 26

43 39 39 35 31 27

44 40 40 36 32 28

45 41 41 37 33 29

46 42 42 38 34 30

47 43 43 39 35 31

48 44 44 40 36 32

49 45 45 41 37 33

50 46 46 42 38 34

51 47 47 43 39 35

52 48 48 44 40 36

53 49 49 45 41 37

54 50 50 46 42 38

55 51 51 47 43 39

56 52 52 48 44 40

57 53 53 49 45 41

58 54 54 50 46 42

59 55 55 51 47 43

60 56 56 52 48 44

61 57 57 53 49 45

62 58 58 54 50

63 59 59 55 51

64 60 60 56 52

65 61 61 57 53

66 62 62 58 54

67 63 63 59 55

68 64 64 60 56

69 65 65 61 57

70 66 66 62 58

71 67 67 63 59



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号127

72 68 68 64 60

73 69 69 65 61

74 70 70 66 62

75 71 71 67 63

76 72 72 68 64

77 73 73 69 65

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77

86 82 82 78

87 83 83 79

88 84 84 80

89 85 85 81

90 86 86 82

91 87 87 83

92 88 88 84

93 89 89 85

94 90 86

95 91 87

96 92 88

97 93 89

98 94 90

99 95 91

100 96 92

101 97 93

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

114 110

115 111



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号128

116 112

117 113

118 114

119 115

120 116

121 117

 

 

 

 

 

 

 

 福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１１号 

   福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計

を一にするものをいう。 

 ⑵ 証人等 証人、鑑定人、参考人、公述人、通訳、講師、被疑者、被送還者

その他これらに類するものとして任命権者が別に定めるものをいう。 

 （条例第２条第８号に規定する人事委員会規則で定める者等） 

第３条 条例第２条第８号に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定する旅行

業者 

 ⑵ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条第１項に規定する鉄道運

送事業者および軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に規定する軌道経

営者 

 ⑶ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２３条の３第２項に規定する

船舶運航事業者 

 ⑷ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する航空運送

事業を経営する者 

 ⑸ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第７項第３号に規定する

一般旅客自動車運送事業者 

 

第２条 削除 
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 ⑹ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業を

営む者 

 ⑺ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第７条第１項に規定する

一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２

号）第５５条第１項に規定する貨物利用運送事業者 

 ⑻ 外国における前各号に掲げる者に相当するもの 

 ⑼ 割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第３１条に規定する登録包括信

用購入あっせん業者（国との契約によりカード等（同法第２条第３項第１号

に規定するカード等をいう。次項において同じ。）を前各号に掲げる者が提

供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供

する場合に限る。） 

２ 条例第２条第８号に規定する人事委員会規則で定めるものは、役務およびカ

ード等とする。 

 （条例第３条第２項第７号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行） 

第４条 条例第３条第２項第７号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行は

、次に掲げる場合における外国旅行とする。 

 ⑴ 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合 

 ⑵ 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴

任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を

移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員

の新居住地）に移転する場合 

 ⑶ 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族（前２号に規定する許可を受け

移転した者であって同居しているものに限る。）を本邦に移転する場合 

 （証人等の旅費） 

第５条 条例第３条第５項または第６項の規定により支給する旅費の額は、特別

の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める

額とする。 

 ⑴ 国家公務員その他公職にある者が旅行する場合 当該官職相当の額 

 ⑵ 前号に掲げる者以外の者が旅行する場合 ２級の職務にある職員の例によ

る普通旅費の額（当該旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認

めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等

を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める

級の職務にある職員の例による普通旅費の額） 

２ 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２２３条第１項の規定により警

察本部、警察署その他指定の場所に出頭した者に対して支給する旅費の額は、

前項の規定にかかわらず、２級の職務にある職員の例による普通旅費の額とす

る。 
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 （旅行命令等の変更等の場合における旅費額） 

第６条 条例第３条第７項に規定する人事委員会規則で定めるものは、条例第８

条第２項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。

ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることがで

きる旅費額を超えることができない。 

 ⑴ 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃およびその他の交通費（家族移転費のうちこ

れらに相当する部分を含む。）については、第１６条第１項各号、第１７条

第１項各号、第１８条第１項各号および第２０条各号に掲げる費用ならびに

第１９条第３項に規定する費用のそれぞれについて、当該各条および条例第

６条の規定により計算した額と現に支払った金額で、所要の払戻手続をとっ

たにもかかわらず、払戻しを受けることができない額または所要の取消手続

をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のい

ずれか少ない額の合計額 

 ⑵ 宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）、家族

移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）および渡航雑費については、第

２１条、第２３条第１項および第２項、第２５条、第２６条第１項ならびに

第３３条ならびに条例第６条の規定により計算した額と現に支払った額で所

要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額また

は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し

、当該各費用のいずれか少ない額の合計額 

 ⑶ 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支

給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額 

 （旅費額を喪失した場合における旅費額） 

第７条 条例第３条第８項に規定する人事委員会規則で定める額は、次に掲げる

額とする。 

 

 ⑴ 現に所持していた旅費額（交通手段を利用するための乗車券、乗船券およ

び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。）

の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例

およびこの規則の規定により支給することができる額 

 ⑵ 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額か

ら喪失を免れた旅費額を差し引いた額 

 

 （旅行命令簿等の通知） 

第８条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やか

に、次条第１項で定める事項を支出担当職員等に通知しなければならない。 

 （旅行命令簿等の記載事項または記録事項） 

 （旅行命令等の変更等の場合における旅費額） 

第３条 条例第４条第７項に規定する人事委員会規則で定める金額は、次に掲げ

る額とする。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受

けることができる旅費額を超えることができない。 

 

 ⑴ 鉄道賃、船賃、車賃もしくは航空賃として、またはホテル、旅館その他の

宿泊施設の利用の予約をするため現に支払った金額で、所要の払戻手続をと

ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったもの 

 

 

 

 

 

 ⑵ 赴任に伴う住所または居所（以下「住所等」という。）の移転のため現に

支払った金額 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅費の喪失の場合における旅費額） 

第４条 条例第４条第８項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現

に喪失した旅費額を超えることができない。 

 ⑴ 現に所持していた旅費額（交通機関を利用するための乗車券、乗船券その

他当該旅行について購入した切符類（以下「切符類」という。）を含む。以

下この条において同じ。）の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅

行を完了するため条例の規定により支給することができる額 

 ⑵ 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪

失を免れた旅費額（切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行

に使用していない部分の金額に相当する額）を差し引いた額 

 （旅行命令簿等の提示） 

第５条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やか

に、当該旅行に係る旅行命令簿等を支出担当職員に提示しなければならない。 

 （旅行命令簿等の様式） 
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第９条 条例第４条第４項に規定する人事委員会規則で定める事項は、氏名、発

令年月日、出発地、用務、用務先、到着地および旅行期間とする。 

２ 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか

、所属部局課および役職を記載または記録する。 

３ 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第１項に定める事項の

ほか、所属団体、住所または居所および旅費の請求者を記載または記録する。 

４ 旅行命令簿および旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合

には、当該備考欄に旅行命令等の変更の事実および変更前の旅行命令等の発令

年月日を記載または記録する。 

 （旅行命令等の変更の申請） 

第１０条 条例第５条第１項または第２項の規定による旅行命令等の変更の申請

は、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。 

 

 

 （条例第６条に規定する人事委員会規則で定める種目および内容） 

第１１条 条例第６条に規定する人事委員会規則で定める種目は、鉄道賃、船賃

、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、

家族移転費、船員に係る旅費および渡航雑費とし、これらの内容については、

この規則の定めるところによる。 

 （条例第７条に規定する必要な資料の種類、記載事項または記録事項等） 

第１２条 条例第７条第１項に規定する必要な資料の種類は、別表第１のとおり

とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、

第３項に規定する記載等事項に準ずる内容が記載されたと支出担当職員等が認

めたものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料またはその支払を

証明するに足る資料に代えることができる。 

２ 条例第７条第１項の規定により旅費を請求する場合は、別表第２の左欄に掲

げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項（以下この項および次項にお

いて「記載等事項」という。）を記載した請求書を支出担当職員等に提出し、

または電子情報処理組織（支出担当職員等の使用に係る電子計算機と旅行者ま

たは旅行役務提供者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。）を使用して支出担当職員等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記載等事項を記録しなければならない。 

３ 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第２中

「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合におい

て、記載等事項に準ずる内容が記載されたと支出担当職員等が認めたもの（請

求する者の名称または氏名および住所が記載されたものに限る。）をもって、

請求することができる。 

第６条 旅行命令簿等の様式は、旅行命令（依頼）簿（様式第１号）、旅行命令

（依頼）簿（様式第２号）または旅行命令簿（赴任旅費等）（様式第３号）に

よる。 

２ 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわ

らず、人事委員会の承認を得て、別に旅行命令簿等の様式を定めることができ

る。 

 

 

 

 （旅行命令等の変更の申請） 

第７条 条例第６条第１項または第２項の規定による旅行命令等の変更の申請は

、旅行命令（依頼）簿（様式第１号）、旅行命令（依頼）簿（様式第２号）ま

たは旅行命令簿（赴任旅費等）（様式第３号）に変更に係る事項を記載し、そ

の変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。 

 （移転料が支給される出張） 

第８条 条例第７条の２第２項に規定する人事委員会規則で定める長期間の出張

は、研修命令が発令されている３０日以上の研修のための出張とする。 

 

 

 （路程の計算） 

第９条 旅費の支給に係る路程の計算は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、

当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 鉄道旅行 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条第１項の鉄道

運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程 

 ⑵ 水路旅行 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規定

する船舶運航事業を営む者の運賃の算出の基礎となった路程 

 ⑶ 陸路旅行 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第３項に規定

する旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程また

は実測その他信頼するに足る方法により計測された路程 

 ⑷ 航空旅行 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定す

る航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程 

２ 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、

地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者が計測した

路程によることができる。 
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４ 旅行命令権者および支出担当職員等は、旅行者または旅行役務提供者が請求

する場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。 

５ 前項の場合において、旅行役務提供者が請求するときは、旅行命令権者およ

び支出担当職員等は、旅行者に対して必要な報告または資料の提出を求めるこ

とができる。 

６ 支出担当職員等は、旅費を支給したまたは旅費に相当する金額を支払った場

合には、請求書に支給先または支払先および支給年月日または支払年月日を記

載または記録するものとする。 

 （旅費の精算に係る期間） 

第１３条 条例第７条第２項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命

令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して２

週間とする。 

２ 条例第７条第３項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の

翌日から起算して２週間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅費請求書の様式） 

第１０条 条例第１４条第１項の請求書の様式は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 次号から第４号までに掲げる場合以外の場合 旅費（概算払）請求書（様

式第４号）、旅費（概算払）精算書（様式第５号）、旅費（精算払）請求書

（様式第６号）または旅費（精算払）請求書（様式第７号） 

 ⑵ 条例第４条第１項の規定による赴任に係る旅費または同条第２項第３号の

規定による帰住に係る旅費を請求する場合 赴任旅費等請求書（様式第８号

） 

 ⑶ 条例第４条第７項の規定による旅費を請求する場合 損失旅費請求書（様

式第９号） 

 ⑷ 条例第４条第８項の規定による旅費を請求する場合 喪失旅費請求書（様

式第１０号） 

２ 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわ

らず、人事委員会の承認を得て、別に旅費請求書の様式を定めることができる

。 

 （旅費請求書に添付すべき書類） 

第１１条 条例第１４条第１項の請求書には、次の各号に掲げる旅費の区分に応

じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 

 ⑴ 条例第４条第７項の規定による旅費 第３条各号に掲げる損失額ならびに

旅行命令等の変更または旅費の支給を受けることができる者の死亡および当

該旅行命令等を変更され、または死亡した者が扶養親族であるときはそのこ

とを証明する書類 

 ⑵ 条例第４条第８項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別

の事情により旅費額を喪失したことおよび喪失した旅費額を証明する書類 

 ⑶ 条例第１８条第１項第４号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類およ

び現に支払った寝台料金の額を証明するに足る書類 

 ⑷ 条例第１９条の航空賃 現に支払った旅客運賃および特別座席料金の額を

証明するに足る書類（支出担当職員が必要と認める場合に限る。） 
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 （給与の種類） 

第１４条 条例第７条第４項および第１０条第２項に規定する給与の種類は、福

井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号）に

規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任

手当、特地勤務手当（同条例第１２条の３の規定による手当を含む。）、特殊

勤務手当、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直

手当、管理職員特別勤務手当および義務教育等教員特別手当またはこれらに相

当する給与とする。 

 ⑸ 条例第２０条第３項の規定による車賃 現に支払った料金の額を証明する

に足る書類 

 ⑹ 条例第２２条第２項の規定による宿泊料 同項に規定する負担金の内訳お

よび当該負担金の額を証明する書類 

 ⑺ 条例第２２条第３項の規定による宿泊料 公務上の必要または天災その他

やむを得ない事情があったことを証明する書類 

 ⑻ 条例第２４条第１項に規定する移転料 職員の住所等を移転したことおよ

び扶養親族を移転したことを証明する書類ならびにこれらの移転に伴って現

に支払った額を証明するに足る書類のほか、同条第３項の規定に該当する場

合には、同条第１項第３号に規定する期間を延長したことを証明する書類 

 ⑼ 条例第２６条第１項に規定する扶養親族移転料 扶養親族であることおよ

びその年齢ならびにその移転があったことを証明する書類 

 ⑽ 条例第２８条第４項に規定する鉄道賃、船賃または車賃 公務上の必要ま

たは天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類および現に支

払った鉄道賃、船賃または車賃の額を証明するに足る書類 

 ⑾ 条例第３２条に規定する旅費 退職等があったことおよびその事由、退職

等を知った日における滞在地ならびに退職等を知った日の翌日から３月以内

に出発して当該退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 

 ⑿ 条例第３３条第１項に規定する旅費 職員の死亡およびその死亡地ならび

に遺族であることを証明する書類 

 ⒀ 条例第３３条第３項に規定する旅費 職員の死亡ならびに遺族であること

および当該遺族が帰住したことを証明する書類 

 ⒁ 条例第３６条第１項の外国旅行における航空賃 現に支払った旅客運賃の

額を証明するに足る書類 

 ⒂ 条例第３６条第１項第４号に規定する特別の座席の設備の利用に要する運

賃 公務上の必要があったことを証明する書類 

 ⒃ 条例第３７条に規定する旅行雑費 現に支払った額を証明するに足る書類 

 ⒄ 条例第３９条の規定による旅費 職員が同条の規定に該当することを証明

する書類 

 （長期間の出張の際移転料が支給される旅行の範囲） 

第１２条 条例第２４条第１項第４号の人事委員会規則で定める旅行は、研修所

等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行および勤務公署に

帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行とする。 

 

 

 

 



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号134

 （電磁的方法） 

第１５条 条例第７条第５項に規定する人事委員会規則で定めるものは、任命権

者が定める方法とする。 

 

 

 

 （鉄道賃） 

第１６条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業の用に

供する鉄道および軌道法第１条第１項に規定する軌道をいう。次項および第２

０条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。 

 ⑴ 運賃 

 ⑵ 急行料金 

 ⑶ 寝台料金 

 ⑷ 座席指定料金 

 ⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最下級の運賃の額とする。 

３ 第１項第２号の急行料金および同項第４号の座席指定料金は、鉄道駅間の距

離が５０キロメートル以上の場合または鉄道駅間の距離が５０キロメートル未

満の場合で任命権者が別に定めるときに限り、支給する。 

 （船賃） 

第１７条 船賃は、船舶（海上運送法第２条第２項に規定する船舶運航事業の用

に供する船舶をいう。次項および第２０条において同じ。）を利用する移動に

要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる

費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特

に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 ⑴ 運賃 

 ⑵ 寝台料金 

 ⑶ 座席指定料金 

 ⑷ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により

移動するときは最下級の運賃の額とする。 

 （航空賃） 

第１８条 航空賃は、航空機（航空法第２条第１８項に規定する航空運送事業の

 （鉄道駅等の特例） 

第１３条 条例第２８条第３項の人事委員会規則で定める市または特別区は、別

表の左欄に掲げる市または特別区とする。 

２ 条例第２８条第３項の人事委員会規則で定める鉄道駅等は、別表の左欄に掲

げる市または特別区ごとに、同表の中欄に掲げる交通手段の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる鉄道駅等とする。 
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用に供する航空機をいう。次項および第２０条において同じ。）を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号および第３号に掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため

特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 ⑴ 運賃 

 ⑵ 座席指定料金 

 ⑶ 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機によ

り移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

 （車賃） 

第１９条 車賃は、自動車を運転する旅行について、路程に応じ支給する。 

２ 私有車（任命権者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。

以下同じ。）を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けたもの（以下「私有

車旅行」という。）の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するも

のとし、その額は、路程１キロメートルにつき３７円として計算した額による

。 

３ 旅行において、有料の道路等を通行し、または有料の駐車場を利用した場合

には、現に支払った料金の額を車賃として支給する。 

４ 私有車旅行の計算は、全路程を通算して行う。 

５ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 （その他の交通費） 

第２０条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機および私有車以外を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに

掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする

。 

 ⑴ 道路運送法第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を

定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の

用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 

 ⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供

する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く

。）を利用する移動に要する運賃 

 ⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許

可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接

要する費用 

 ⑷ 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 （宿泊費） 
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第２１条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等

の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号）別表第２で定める額とする。 

 （宿泊手当） 

第２２条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし

、その額は、１夜あたり２，４００円とする。 

２ 宿泊手当の額は、条例およびこの規則の規定により支給される宿泊費につい

て次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各

号に掲げる額とする。 

 ⑴ 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前

項で定める定額の３分の２の額 

 ⑵ 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める

定額の３分の１の額 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所または居所もしくはこれに相当する場所をいう

。）に宿泊する場合は、前２項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 

 （転居費） 

第２３条 転居費は、赴任または長期間の出張に伴う住所等の移転に要する費用

とし、その額は、現に支払った額による。ただし、その額が次の各号に規定す

る額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。 

 ⑴ 赴任の際任命権者の許可を受け、家族（赴任を命ぜられた日において同居

している者に限る。以下この条、第２６条第１項および別表第１において同

じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、従前の勤務公署から新たな勤

務公署までの路程に応じ別表第３に掲げる額 

 ⑵ 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の２分の１に相当

する額 

 ⑶ 第１号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、

赴任を命じられた日の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族

を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員

の新居住地）に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額（赴任の

後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、それぞれの赴任に

ついて支給することができる前号に規定する額に相当する額を合計した額） 

 ⑷ 次に掲げる旅行のいずれかに該当する場合には、勤務公署と出張地との間

の路程に応じ第１号に規定する額の２分の１に相当する額 

  ア 研修命令が発令されている３０日以上の研修のための旅行 

  イ 研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行 

  ウ 勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行 

２ 前項第３号に該当する場合において、家族を移転した際の別表第３に掲げる

額が、職員が赴任した際の同表に掲げる額と異なるときは、同号に規定する額
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は、家族を移転した際の同表に掲げる額を基礎として計算する。 

３ 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場

合には、第１項第３号に規定する期間を延長することができる。 

 （近距離の転居に係る転居費等の制限） 

第２４条 同一市町村内（東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存

する全地域内）における勤務公署の変更に伴う旅行については、県公舎への入

居または退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費およ

び家族移転費は支給しない。 

 （着後滞在費） 

第２５条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額

は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合

計額に相当する額とする。 

 （家族移転費） 

第２６条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。 

 ⑴ 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職

員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊手当、宿泊費および着

後滞在費の合計額に相当する額 

 ⑵ 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任が

あった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には

、前号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場

合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

 （船員に係る旅費） 

第２７条 船員に係る旅費は、漁業取締船、漁業取締船、実習船または警備艇に

乗船してする旅行（これに準ずる旅行を含む。）について支給する。 

２ 船員に係る旅費の支給を受ける職員の範囲、額、支給条件および支給方法は

、任命権者が別に定める。 

 （退職者等の旅費） 

第２８条 条例第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の

翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行または本邦への帰住について

、次に掲げる旅費とする。 

 ⑴ 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、

退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費 

 ⑵ 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、

退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費 
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 （遺族等の旅費） 

第２９条 条例第３条第２項第２号または第３号の規定により支給する旅費（死

亡手当に係るものを除く。）は、次に掲げる旅費とする。 

 ⑴ 本邦在勤の職員が条例第３条第２項第２号の規定に該当する場合において

、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費 

  ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員

が遺族の居住地（外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到

着地）と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 

  イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか

、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算

した旅費 

 ⑵ 条例第３条第２項第３号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に

準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費（

宿泊費を除く。） 

２ 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第２条第１項第

７号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

 （外国旅行の旅費） 

第３０条 第２条、第３条および第５条から前条までの規定にかかわらず、外国

旅行の旅費については、第４条および次条から第３３条までに定めるものを除

き、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の適用を

受ける国家公務員等に支給される外国旅行の旅費の例による。 

第３１条 外国旅行の旅費について「何級の職務」という場合において、旅行者

が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第３条第１項第１号の行政職給料

表の適用を受けない者であるときは、任命権者が人事委員会と協議して相当す

る職務を定めるものとする。 

第３２条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃（以下この条

において「運賃」という。）による。運賃の額の上限は、運賃の等級が区分さ

れた航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の

各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ 職務の級が７級以上の者が移動するときおよび職務の級が６級または５級

の者が一の旅行区間における飛行時間が８時間以上の移動（以下「特定航空

移動」という。）をするとき（次号に掲げるときを除く。） 最上級の運賃

の額 

 ⑵ 運賃の等級が３以上に区分された航空機により職務の級が７級以上の者が

移動するときおよび職務の級が６級または５級の者が特定航空移動をすると

き 最上級の直近下位の級の運賃の額 

 ⑶ 職務の級が４級以下の者が一の旅行区間における飛行時間が２４時間以上
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の移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額 

 （渡航雑費） 

第３３条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、次に掲げる費用

の額とする。 

 ⑴ 予防接種に係る費用 

 ⑵ 旅券の交付手数料および査証手数料 

 ⑶ 外貨交換手数料 

 ⑷ 入出国税 

 ⑸ 外国旅行に必要なものとして次に掲げる費用（公務のために特に必要とす

るものに限る。） 

  ア 保険料 

  イ 医薬品の購入に係る費用 

  ウ 携行品の購入に係る費用 

  エ 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用 

  オ 第１号から前号までに掲げる費用に類するまたは付随する費用 

  カ アからオまでに掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものと

して任命権者が定める費用 

 （旅費の支給額の上限） 

第３４条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃およびその他の交通費（家族移転費のう

ちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第１６条第１項各

号、第１７条第１項各号、第１８条第１項各号および第２０条各号に掲げる費

用ならびに第１９条第３項に規定する費用のそれぞれについて、当該各条およ

び条例第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用

のいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）、家族移

転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）および渡航雑費に係る旅費の支給額

は、それぞれの種目について、第２１条、第２３条第１項および第２項、第２

５条、第２６条第１項ならびに第３３条ならびに条例第６条の規定により計算

した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計

した額とする。 

 （通勤手当との調整） 

第３５条 旅行者が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第１１条に規定す

る通勤手当またはこれに相当する給与（以下この条において「通勤手当等」と

いう。）の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含

まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。 

 （勤務公署等以外の地を出発地または到着地とする場合の旅費） 

第３６条 勤務公署（常時勤務する勤務公署のない場合または旅行命令権者が認
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める場合には、住居、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同

じ。）または旅行地（以下この項において「勤務公署等」という。）以外の地

を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地か

ら目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、い

ずれか少ない額とする。 

２ 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行す

る場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額

と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 

 （年度経過等による区分） 

第３７条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃およびその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分

を含む。）を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の

変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して

算定する。 

 （交通の用具） 

第３８条 条例第１１条第３項第２号に規定する人事委員会規則で定める交通の

用具は、通勤手当の支給に関する規則（昭和３３年福井県人事委員会規則第５

号）第９条に規定する交通の用具とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （交通の用具） 

第１４条 条例第４０条第３項第２号に規定する人事委員会規則で定める交通の

用具は、通勤手当の支給に関する規則（昭和３３年福井県人事委員会規則第５

号）第９条に規定する交通の用具とする。 

 （甲地方の範囲） 

第１５条 条例別表第１備考の人事委員会規則で定める地域は、東京都特別区の

存する地域ならびに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち、

一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条の３第

２項第１号から第５号までに規定する地域手当の級地（次項において「特定級

地」という。）とする。 

２ 条例別表第１備考の人事委員会規則で定めるものは、前項に規定する地域以

外の地域で地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に

規定する指定都市のうち特定級地とする。 
  

 別表を削り、附則の次に別表として次の３表を加える。 

別表第１（第１２条関係） 

   請求時に添付する資料 

区分 添付する資料 

１ 船賃 

 

 

第１７条第１項第１号に掲げる運賃 運賃の等級および額を証明するに足る資料 

その支払を証明するに足る資料 

第１７条第１項第２号から第４号までに掲げ

る費用 

その支払を証明するに足る資料 
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２ 航空賃 第１８条第１項第１号に掲げる運賃 運賃の等級および額を証明するに足る資料 

その支払を証明するに足る資料 

第１８条第１項第２号および第３号に掲げる

費用 

その支払を証明するに足る資料 

３ 車賃 第１９条第３項の規定による車賃 現に支払った料金の額を証明するに足る書類 

４ その他の交通費 その支払を証明するに足る資料 

５ 宿泊費 その支払を証明するに足る資料 

６ 転居費 職員の住所等を移転したことおよび同居する家族を移転したことを証明する資料 

これらの移転に伴って現に支払った額を証明するに足る資料 

同居する家族を呼び寄せる期間を延長した場合には、期間を延長したことを証明する資料 

７ 着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。） 宿泊費の支払を証明するに足る資料 

８ 家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。） その支払を証明するに足る資料 

移転を証明する資料 

同居する家族であることを証明する資料 

９ 渡航雑費 その支払を証明するに足る資料 

１０ 第６条に規定する旅費 損失となる金額または支出を要する金額を証明するに足る資料 

旅行命令等の変更、条例第３条第１項、第２項および第４項から第６項までの規定により旅費の

支給を受けることができる者の死亡または同条第７項に掲げる場合に該当することを証明する資

料 

同居する家族であることを証明する資料（転居費のうち家族の転居に要する費用または家族移転

費に相当するものを含む場合に限る。） 

１１ 第７条に規定する旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 

喪失額を証明するに足る資料 

１２ 第２８条に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた１の項から９の項までの右欄に掲げる資料 

退職等の事由を証明する資料 

所定の期間内に帰住または退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 

旅行中に退職等となったことを証明する資料 

１３ 第２９条第１項に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた１の項から９の項までの右欄に掲げる資料 

職員、配偶者または子の死亡およびその死亡地を証明する資料 

帰住を証明する資料（遺族が帰住した場合に限る。） 

遺族であることを証明する資料（請求者が遺族である場合に限る。） 

１４ 条例第９条に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた１の項から９の項までの右欄に掲げる資料 

条例第９条の規定に該当することを証明するに足る資料 

別表第２（第１２条関係） 

   旅費の請求に係る記載事項または記録事項 
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区分 記載事項または記録事項 

１ ２の項から５の項までの左欄に掲げる場合以外の場合 請求者の所属名、職名および氏名 

旅行開始日、旅行終了日および宿泊日 

出発地、経路、到着地、宿泊地、種目およびその金額 

請求年月日 

発令年月日 

用務 

 概算額、精算額、追給額および返納額（これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に

限る。以下この表において同じ。） 

２ 条例第３条第１項の規定による赴任に係る旅費または同条

第２項第１号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費

もしくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場

合 

請求者の所属名、職名および氏名 

旅行開始日、旅行終了日および宿泊日 

出発地（旧勤務公署名）、経路、到着地（新勤務公署名）、宿泊地、種目およびその金額 

請求年月日 

請求額 

発令年月日 

同居家族の人数および年齢 

３ 第２８条または第２９条第１項に規定する旅費を請求する

場合 

請求者の住所、死亡者との続柄および氏名 

死亡者の所属名、役職および氏名（これらについては、請求者が遺族である場合に限る。） 

請求者の所属名、役職および氏名ならびに死亡者の請求者との続柄および氏名（これらについて

は、請求者が職員である場合に限る。） 

請求額 

種目およびその金額 

請求年月日 

４ 第６条に規定する旅費を請求する場合 請求者の所属名および職名および氏名（これらについては、請求者が職員である場合に限る。） 

請求者の住所、職員との続柄および氏名（これらについては、請求者が遺族である場合に限る。 

） 

請求者の所属団体、役職および氏名（これらについては、請求者が職員および遺族以外である場

合に限る。） 

請求額 

種目および金額 

損失の事由 

請求年月日 

５ 第７条に規定する旅費を請求する場合 

 

請求者の所属名、職名および氏名 

請求額 

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額および差引額 

 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目およ

びその金額 
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喪失の事由 

請求年月日 

用務 

 備考 出張または赴任に係る旅費の概算払を受けた者が精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出発地、経路、到着地、宿

泊地、種目およびその金額の記載または記録を省略することができる。 

別表第３（第２３条関係） 

   転居費 

 

 

 

 

 

 様式第１号から様式第１０号までを削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１２号 

   福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年福井県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （扶養手当の支給） 

第２５条 条例第９条第２項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まない

ものとする。 

 ⑴ 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他の

これに相当する手当の支給の基礎となっている者 

 ⑵ （略） 

２～１０ （略） 

 

 （寒冷地手当の支給） 

 （扶養手当の支給） 

第２５条 条例第９条第２項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まない

ものとする。 

 ⑴ 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこ

れに相当する手当の支給の基礎となっている者 

 

 ⑵ （略） 

２～１０ （略） 

 

 （寒冷地手当の支給） 

　 　

路程５０キロメートル未
満

路程５０キロメートル以
上１００キロメートル未
満

路程１００キロメートル
以上３００キロメートル
未満

路程３００キロメートル
以上５００キロメートル
未満

路程５００キロメートル
以上１，０００キロメー
トル未満

路程１，０００キロメー
トル以上１，５００キロ
メートル未満

路程１，５００キロメー
トル以上２，０００キロ
メートル未満

路程２，０００キロメー
トル以上

８級以上の職務
にある者

１２万６，０００円 １４万４，０００円 １７万８，０００円 ２２万円 ２９万２，０００円 ３０万６，０００円 ３２万８，０００円 ３８万１，０００円

７級以下の職務
にある者

１０万７，０００円 １２万３，０００円 １５万２，０００円 １８万７，０００円 ２４万８，０００円 ２６万１，０００円 ２７万９，０００円 ３２万４，０００円
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第２６条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

４ 条例第１２条第２項第１号および第２号の世帯主である職員とは、主として

その収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 

 ⑴ 扶養親族（職員の配偶者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものおよび条例第９条第２項に規定する扶養親族（第２５条第１

項各号に掲げる者を除く。）をいう。以下この条において同じ。）を有する

者 

 ⑵ （略） 

５ 条例第１２条第２項第１号の「前条第１項の規定による単身赴任手当を支給

されるもの（人事委員会が定めるものに限る。）」は、条例第１１条の２第１

項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居

住する住居（当該住居が２以上ある場合にあっては、すべての当該住居）と国

家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号）別表（以下

この条において「法別表」という。）に掲げる地域の市役所または町村役場と

の間の距離のうち最も短いもの（次項および第１４項において「最短距離」と

いう。）が、６０キロメートル以上であるものとする。 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ 支給対象職員（条例第１２条第１項に規定する支給対象職員をいう。以下こ

の条において同じ。）が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給対

象職員の寒冷地手当の額は、条例第１２条第２項および前２項の規定にかかわ

らず、同条第２項および前２項の規定による額を当該各号に掲げる場合に該当

した月の現日数から勤務時間条例第３条第１項に規定する週休日の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。 

 ⑴ 条例第１２条第１項に規定する基準日（以下この条において「基準日」と

いう。）において第７項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象

職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同

項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合 

 ⑵ 基準日において第７項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職

員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項

第２６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 条例第１２条第１項第２号の人事委員会が定める区域は、次に掲げる区域と

する。 

 ⑴ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号）別表

（以下この条において「法別表」という。）に掲げる市町村の区域 

 ⑵ 福井県の区域 

５ 条例第１２条第２項第１号および第２号の世帯主である職員とは、主として

その収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 

⑴ 条例第９条第２項に規定する扶養親族（第２５条第１項各号に掲げる者を

除く。以下この条において「扶養親族」という。）を有する者 

 

 

 ⑵ （略） 

６ 条例第１２条第２項第１号の「前条第１項の規定による単身赴任手当を支給

されるもの（人事委員会が定めるものに限る。）」は、条例第１１条の２第１

項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居

住する住居（当該住居が２以上ある場合にあっては、すべての当該住居）と法

別表に掲げる地域の市役所または町村役場との間の距離のうち最も短いもの（

次項および第１５項において「最短距離」という。）が、６０キロメートル以

上であるものとする。 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ 支給対象職員（条例第１２条第１項に規定する支給対象職員をいう。以下

この条において同じ。）が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給

対象職員の寒冷地手当の額は、条例第１２条第２項および前２項の規定にかか

わらず、同条第２項および前２項の規定による額を当該各号に掲げる場合に該

当した月の現日数から勤務時間条例第３条第１項に規定する週休日の日数を差

し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。 

 ⑴ 条例第１２条第１項に規定する基準日（以下この条において「基準日」と

いう。）において第８項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象

職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同

項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合 

 ⑵ 基準日において第８項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職

員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項
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各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合 

 ⑶ 基準日において第７項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職

員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の

同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合 

１０ （略） 

１１ （略） 

１２ 基準日から引き続いて第７項第２号から第１０号までに掲げる場合のいず

れかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該

基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。 

１３ （略） 

１４ 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職

員の扶養親族の住居の所在地および次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める事項を確認するものとする。 

 

 

 ⑴ （略） 

 ⑵ （略） 

１５ （略） 

 

 （勤勉手当の支給） 

第３１条 （略） 

２～９ （略） 

１０ 成績率は、１００分の３１５（特定幹部職員にあっては１００分の３７５

、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採

用された職員にあっては１００分の１００（特定幹部職員にあっては１００分

の１２０）、任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける職員にあっ

ては１００分の２６２．５）以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 

 

 

 

１１ （略） 

各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合 

 ⑶ 基準日において第８項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職

員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の

同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合 

１１ （略） 

１２ （略） 

１３ 基準日から引き続いて第８項第２号から第１０号までに掲げる場合のいず

れかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該

基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。 

１４ （略） 

１５ 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職

員の扶養親族の住居の所在地および次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める事項を確認するものとする。 

 ⑴ 職員の在勤する公署が別表第１１の４に掲げる公署である場合 当該職員

の住居の所在地 

 ⑵ （略） 

 ⑶ （略） 

１６ （略） 

 

 （勤勉手当の支給） 

第３１条 （略） 

２～９ （略） 

１０ 成績率は、６月に支給する場合には１００分の２０５（特定幹部職員にあ

っては１００分の２４５、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の

５第１項の規定により採用された職員にあっては１００分の９７．５（特定幹

部職員にあっては１００分の１１７．５））以下、１２月に支給する場合には

１００分の２１５（特定幹部職員にあっては１００分の２５５、地方公務員法

第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採用された職員に

あっては１００分の１０２．５（特定幹部職員にあっては１００分の１２２．

５））以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 

１１ （略） 
  

 様式第１号を次のように改める。  
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様式第１号（第２５条関係） 

               扶 養 親 族 届 

（  年  月  日提出）   
 

 
 

            様 

 勤務公署名  

 職 

 

氏 

名 

 

 
 条例第１０条第１項の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

（証明書類   通添付）  
 

 
 
届出の理由〈該当する□にレ印を付すこと〉 

 □１ 新たに職員となった 

 □２ 行９級職員等から行９級職員等以外の職員となった 

 □３ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある 

 □４ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある 

 ※ １・３・４については、行９級職員等にあっては子に係る事由が生じた場合に限る。 

扶 養 親 族 の 氏 名 続 柄 生 年 月 日 
同 居 ・ 別 居 の 別 

 
（別居の場合は住所） 

所 得 の 年 額 届出事実の 

発生年月日 
届出の事由 

所得の種類 金 額 

        

        

        

        

        

        

記入上の注意 

 

 １ 「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合はその旨を併せて）記入する。 

 ２ 「同居・別居の別」欄には、別居の場合の住所地は市町村名まで記入する。 

 ３ 「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合に、これ

らの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。 

 ４ 「届出の事由」欄には、届出の理由の３または４に該当する場合にその事由（例えば、出生、死亡、満６

０歳以上等）をそれぞれ記入する。 

 
 

 参 考 〈その他認定上参考になると思われる事項があれば記入する。〉 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、様式第１号の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１３号 

   通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 通勤手当の支給に関する規則（昭和３３年福井県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （届出） 

第３条 職員は、新たに条例第１１条第１項の職員たる要件を具備するに至った

場合には、通勤届（様式第１号）により、その通勤の実情を速やかに任命権者

に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合

についても同様とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第１７条第１項第３号または第４号の職員たる要件を欠くに至った場合 

２ 任命権者は、通勤手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式第１号中の各

欄の配列を変更し、または各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これ

によることができる。 

 （確認および決定） 

第４条 任命権者は、職員から前条第１項の規定による届出があったときは、そ

の届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期

券」という。）の提示または第１７条第１項第３号もしくは第４号の職員たる

要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し

、その者が条例第１１条第１項の職員たる要件を具備するときは、その者に支

給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。 

２ （略） 

 

 （普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第６条 普通交通機関等（新幹線鉄道等（条例第１１条第４項に規定する新幹線

鉄道等（以下「新幹線鉄道等」という。）以外の交通機関等をいう。以下同じ

 （届出） 

第３条 職員は、新たに条例第１１条第１項の職員たる要件を具備するに至った

場合には、通勤届（様式第１号）により、その通勤の実情を速やかに任命権者

に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合

についても同様とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

 

 

 

 

 （確認および決定） 

第４条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出

に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」と

いう。）の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第１１条第１項

の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し

、または改定しなければならない。 

 

２ （略） 

 

 （普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第６条 普通交通機関等（新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。）

に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合
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。）に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的か

つ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする

。 

 

 （併用者の区分および支給額） 

第８条の３ 条例第１１条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲げる職

員の区分およびこれに対応する同条第２項第３号に規定する通勤手当の額は、

次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 条例第１１条第１項第３号に掲げる職員（普通交通機関等を利用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する

普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し

ているものであるものを除く。）のうち、自動車等の使用距離が片道２キロ

メートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道２キロメートル未

満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 

   運賃等相当額および同条第２項第２号に定める額の合計額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額

」という。）および同項第２号に定める額の合計額が１５万円を超えるとき

は、１箇月につき１５万円） 

 

 

 

 

 ⑵・⑶ （略） 

 （通勤の実情に変更を生ずる職員） 

第１０条 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の

経路および方法による場合には公署を異にする異動または在勤する公署の移転

前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の

変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合に

おける通勤距離が６０キロメートル以上もしくは通勤時間が９０分以上である

ものまたは交通事情等に照らして通勤が困難であると認められるものとする。 

 （異動等の直前の住居に相当する住居） 

第１１条 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にす

る異動または在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる

住居とする。 

 

 ⑴ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該

転居後の住居 

理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。 

 

 

 

 （併用者の区分および支給額） 

第８条の３ 条例第１１条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲げる職

員の区分およびこれに対応する同条第２項第３号に規定する通勤手当の額は、

次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 条例第１１条第１項第３号に掲げる職員（普通交通機関等を利用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する

普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し

ているものであるものを除く。）のうち、自動車等の使用距離が片道２キロ

メートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道２キロメートル未

満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 

   運賃等相当額および同条第２項第２号に定める額の合計額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額

」という。）および同項第２号に定める額の合計額が５万５，０００円を超

えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と５万５

，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の２分の１を

当該５万５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した

額） 

 ⑵・⑶ （略） 

 （通勤の実情に変更を生ずる職員） 

第１０条 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の

経路および方法による場合には公署を異にする異動または在勤する公署の移転

前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の

変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員

会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。 

 

 （異動等の直前の住居に相当する住居） 

第１１条 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にす

る異動または在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄

道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居およ

び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。 
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 ⑵ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転

居後の住居であって次に掲げるもの 

  ア 条例第１１条第４項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する

新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等（イにおいて「旧最寄り駅等」

という。）と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道

等に係る経路の起点となる駅等（イにおいて「新最寄り駅等」という。）

とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転

居後の住居 

  イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄

道等に係る経路の距離が６０キロメートルの範囲内にある場合における当

該転居後の住居 

 ⑶ 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認

めるもの 

 （新幹線鉄道等の利用の基準） 

第１２条 条例第１１条第４項および第５項の人事委員会規則で定める基準は、

新幹線鉄道等を利用する場合に、その利用により通勤時間が短縮されるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第１３条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等

、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道

等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。 

２ 第７条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額

の算出について準用する。 

３ 第８条の規定は、条例第１１条第４項第１号に規定する特別料金等の額に相

当する額（第１７条の２第４項において「特別料金等相当額」という。）の算

出について準用する。この場合において、第８条第１項中「普通交通機関等の

」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」とある

のは「新幹線鉄道等」と、同項第２号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹

線鉄道等」と、「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第２項中「普通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新幹線鉄道等の利用の基準） 

第１２条 条例第１１条第４項および第５項の人事委員会規則で定める基準は、

次に掲げるものとする。 

 

 ⑴ 新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料の道路を除く。）を利用する場合

には、その利用により通勤時間がおおむね２０分以上短縮されることまたは

その利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認

めるものであること。 

 ⑵ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤

の時間および距離の短縮ならびに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてそ

の利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると人事委員会が認め

るものであること。 

 （新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第１３条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に

照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合におけ

る通勤の経路および方法により算出するものとする。 

２ 第７条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する

。 

３ 第８条の規定は、条例第１１条第４項第１号に規定する特別料金等の額の２

分の１に相当する額の算出について準用する。この場合において、第８条第１

項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第１号中「

普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額

の２分の１に相当する額」と、同項第２号中「普通交通機関等」とあるのは「

新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の２分の１に相



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号150

交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。 

 

 （給料表適用の直前の住居に相当する住居） 

第１４条 条例第１１条第５項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用

を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。 

 

 

 ⑴ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該

転居後の住居 

 ⑵ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転

居後の住居であって次に掲げるもの 

  ア 条例第１１条第５項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する

新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等（イにおいて「旧最寄り駅等」

という。）と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道

等に係る経路の起点となる駅等（イにおいて「新最寄り駅等」という。）

とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転

居後の住居 

  イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄

道等に係る経路の距離が６０キロメートルの範囲内にある場合における当

該転居後の住居 

 ⑶ 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認

めるもの 

 

第１６条 条例第１１条第５項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定め

る職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当

該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった

ことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時

間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ず

る者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距

離が６０キロメートル以上もしくは通勤時間が９０分以上であるものまたは交

通事情等に照らして通勤が困難であると認められるものとする。 

第１７条 条例第１１条第５項の同条第４項の規定による通勤手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第１１条第１項第１号または第

３号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居

（特定住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第１２

当する」と、同条第２項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と

読み替えるものとする。 

 （給料表適用の直前の住居に相当する住居） 

第１４条 条例第１１条第５項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用

を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤の

ため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会

がこれに準ずると認める住居とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条 条例第１１条第５項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定め

る職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当

該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった

ことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時

間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ず

る者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基

準に照らして困難であると認められるものとする。 

 

第１７条 条例第１１条第５項の同条第４項の規定による通勤手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第１１条第１項第１号または第

３号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居（当該事由の発生の日以

後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更
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条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると

認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例

とするもの（当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署

に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場

合には当該事由発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる

こと等の通勤の実情の変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通

勤するものとした場合における通勤距離が６０キロメートル以上もしくは通

勤時間が９０分以上であるものまたは交通事情等に照らして通勤が困難であ

ると認められるものに限る。） 

 

  ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項または

第２２条の５第１項の規定による採用をされたこと。 

 

  イ （略） 

 ⑵ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下この項において同じ。）（配偶者のない職員にあっては、満１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある子）の住居に転居したことに伴

い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居（特

定住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第１２条に

規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認め

られるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とす

るもの 

 ⑶ 職員または配偶者の公署を異にする異動または在勤する公署の移転（配偶

者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。）に伴い、

配偶者と同居して満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る子を養育するため、職員および配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居

した職員で、当該転居後の住居（当該転居の日以後に当該地域へ転居する場

合における当該日以後の転居後の住居を含む。）からの通勤のため、新幹線

鉄道等でその利用が第１２条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相

当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料

金等を負担することを常例とするもの（新幹線鉄道等を利用しないで通勤す

るものとした場合における通勤距離が６０キロメートル以上または通勤時間

が９０分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。） 

 ⑷ 職員または配偶者の父母（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９

条第１項に規定する要介護認定を受けている者に限る。）の介護に伴い、当

該父母の住居またはその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居（

当該転居の日以後に当該父母の住居またはその近隣の住居を転居する場合に

が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認め

る住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第１２条に

規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認め

られるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とす

るもの（当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在

勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合に

は当該事由発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること

等の通勤の実情の変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤

することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるもの

に限る。） 

  ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項または

第２２条の５第１項の規定による採用（同法の規定により退職した日の翌

日におけるものに限る。）をされたこと。 

  イ （略） 

 ⑵ 配偶者（配偶者のない職員にあっては、満１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある子）の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が

支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道

等でその利用が第１２条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程

度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等

を負担することを常例とするもの 
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おける当該日以後の転居後の住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道

等でその利用が第１２条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程

度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等

を負担することを常例とするもの（新幹線鉄道等を利用しないで通勤するも

のとした場合における通勤距離が６０キロメートル以上または通勤時間が９

０分以上であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。） 

 ⑸ （略） 

２ 前項第１号および第２号において「特定住居」とは、同項第１号アもしくは

イに掲げる事由の発生または同項第２号に規定する転居（以下この項において

「事由の発生等」という。）の日以後に転居する場合における当該事由の発生

等の日以後の転居後の住居（以下この項において「転居後の住居」という。）

であって次に掲げるものをいう。 

 ⑴ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該

転居後の住居 

 ⑵ 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転

居後の住居であって次に掲げるもの 

  ア 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道

等に係る経路の起点となる駅等（イにおいて「旧最寄り駅等」という。）

と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経

路の起点となる駅等（イにおいて「新最寄り駅等」という。）とが、新幹

線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居 

  イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄

道等に係る経路の距離が６０キロメートルの範囲内にある場合における当

該転居後の住居 

 ⑶ 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認

めるもの 

 （支給日等） 

第１７条の２ 通勤手当は、支給単位期間（第４項に規定する通勤手当に係るも

のを除く。）または同項に定める期間（以下この条、第１８条の２第２項第２

号および第１９条において「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の給

料の支給日（福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年

福井県人事委員会規則第１号）第２２条第１項に規定する支給日をいう。以下

この条において「支給日」という。）に支給する。ただし、支給日までに第３

条第１項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給

することができないときは、支給日後に支給することができる。 

２・３ （略） 

４ 条例第１１条第６項の人事委員会規則で定める通勤手当は、１箇月当たりの

 

 

 

 

 

 

 ⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給日等） 

第１７条の２ 通勤手当は、支給単位期間（第４項各号に掲げる通勤手当に係る

ものを除く。）または当該各号に定める期間（以下この条および第１９条にお

いて「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の給料の支給日（福井県一

般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年福井県人事委員会規則

第１号）第２２条第１項に規定する支給日をいう。以下この条において「支給

日」という。）に支給する。ただし、支給日までに第３条の規定による届出に

係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、

支給日後に支給することができる。 

２・３ （略） 

４ 条例第１１条第６項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げ
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運賃等相当額等（第８条の３第３号に掲げる職員に係るものを除く。）、条例

第１１条第２項第２号に定める額（第８条の３第２号に掲げる職員に係るもの

を除く。）および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額（第１８

条の２第２項において「１箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。）が１

５万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第１１条第６項の人事委員会

規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給の始期および終期） 

第１８条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第１１条第１項の職員たる要件

が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給されて

いる職員が退職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、

または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠

くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、通

勤手当の支給の開始については、第３条第１項の規定による届出が、これに係

る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理し

た日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から行うものとする。 

２ （略） 

 （返納の事由および額等） 

る通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 職員が２以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第１１条第２項

第１号に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に該当する場合を除く

。）において、１箇月当たりの運賃等相当額等が５万５，０００円を超える

ときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間 

 ⑵ 職員が条例第１１条第２項第１号および第２号に定める額の通勤手当を支

給される場合において、１箇月当たりの運賃等相当額および同号に定める額

の合計額が５万５，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の

当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 

 ⑶ 職員が２以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通

勤手当を支給される場合において、条例第１１条第４項第１号に規定する１

箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（第１８条の２第３項第１号におい

て「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額」という。）の合計額が２万

円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間 

 （支給の始期および終期） 

第１８条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第１１条第１項の職員たる要件

が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給されて

いる職員が退職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、

または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠

くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、通

勤手当の支給の開始については、第３条の規定による届出が、これに係る事実

の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行

うものとする。 

２ （略） 

 （返納の事由および額等） 
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第１８条の２ （略） 

２ 条例第１１条第７項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 

 ⑴ １箇月当たりの通勤手当算出基礎額が１５万円以下であった場合 前項第

２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等ま

たは新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当たりの通勤手当算出基礎額が１

５万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関

等および新幹線鉄道等）、同項第１号、第３号または第４号に掲げる事由が

生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等および新幹

線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等および特別料金

等の払戻しを、人事委員会の定める月（以下この条において「事由発生月」

という。）の末日にしたものとして得られる額（次号において「払戻金相当

額」という。） 

 

 ⑵ １箇月当たりの通勤手当算出基礎額が１５万円を超えていた場合 １５万

円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じ

て得た額または前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等および新幹線鉄

道等についての払戻金相当額の合計額ならびに人事委員会の定める額の合計

額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合

にあっては、零） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８条の２ （略） 

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第１１条第７項の人事委員会規則

で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

 ⑴ １箇月当たりの運賃等相当額等（第８条の３第１号に掲げる職員にあって

は、１箇月当たりの運賃等相当額および条例第１１条第２項第２号に定める

額の合計額。以下この項において同じ。）が５万５，０００円以下であった

場合 前項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通

交通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの運賃等相当額等が５万５，００

０円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等

）、同項第１号、第３号または第４号に掲げる事由が生じた場合にあっては

その者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間

の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月（以下この条において

「事由発生月」という。）の末日にしたものとして得られる額（次号におい

て「払戻金相当額」という。） 

 ⑵ １箇月当たりの運賃等相当額等が５万５，０００円を超えていた場合 次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 

 

 

 

  ア イに掲げる場合以外の場合 １箇月当たりの運賃等相当額に事由発生月

の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額と５万

５，０００円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの

月数を乗じて得た額との差額の２分の１に５万５，０００円に事由発生月

の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額を加算

した額または前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻

金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月で

ある場合にあっては、零） 

  イ 第１７条の２第４項第１号または第２号に掲げる通勤手当を支給されて

いる場合 １箇月当たりの運賃等相当額等に事由発生月の翌月から同項第

１号もしくは第２号に定める期間に係る最後の月までの月数（以下この号

において「残月数」という。）を乗じて得た額と５万５，０００円に残月

数を乗じて得た額との差額の２分の１に５万５，０００円に残月数を乗じ

て得た額を加算した額またはその者の利用するすべての普通交通機関等に

ついての払戻金相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低

い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零） 
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３ 条例第１１条第７項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合に

おいて、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支

給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、人事委員会の定めると

ころにより当該給与から当該額を差し引くことができる。 

 （支給単位期間） 

第１８条の３ 条例第１１条第８項の人事委員会規則で定める期間は、普通交通

機関等または新幹線鉄道等にあっては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める期間、駐車場等にあっては１箇月とする。 

 ⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交

通機関等または新幹線鉄道等 当該普通交通機関等または新幹線鉄道等にお

いて発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ６箇月を超えない範囲

内で最も長いものに相当する期間（新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に

３ 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第１１条第７項の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする

。 

 ⑴ １箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（２以上の新幹線鉄道等を利用

するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下こ

の項において「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等」という。）が

２万円以下であった場合 第１項第２号に掲げる事由が生じた場合にあって

は当該事由に係る新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当たりの特別料金等

２分の１相当額等が２万円を超えることとなるときは、その者の利用するす

べての新幹線鉄道等）、同項第１号、第３号または第４号に掲げる事由が生

じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用さ

れるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にし

たものとして得られる額の２分の１に相当する額（次号において「払戻金２

分の１相当額」という。） 

 ⑵ １箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等が２万円を超えていた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  ア イに掲げる場合以外の場合 ２万円に事由発生月の翌月から支給単位期

間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または第１項各号に掲げる事

由に係る新幹線鉄道等についての払戻金２分の１相当額のいずれか低い額

（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零） 

  イ 第１７条の２第４項第３号に掲げる通勤手当を支給されている場合 ２

万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数

を乗じて得た額またはその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての

払戻金２分の１相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低

い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零） 

４ 条例第１１条第７項の規定により職員に前２項に定める額を返納させる場合

において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に

支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額

を差し引くことができる。 

 （支給単位期間） 

第１８条の３ 条例第１１条第８項の人事委員会規則で定める期間は、普通交通

機関等または新幹線鉄道等にあっては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める期間、駐車場等にあっては１箇月とする。 

 ⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交

通機関等または新幹線鉄道等 当該普通交通機関等または新幹線鉄道等にお

いて発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ６箇月を超えない範囲

内で最も長いものに相当する期間（新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給され
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係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券

および新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける

当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等

に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間） 

 ⑵ （略） 

２ （略） 

ている場合であって、普通交通機関等に係る定期券および新幹線鉄道等に係

る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあ

っては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期

間） 

 ⑵ （略） 

２ （略） 
  

 様式第１号および様式第２号を次のように改める。 
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様式第１号（第３条関係）

様　　

届出の理由

□１　新規 （□　異動等に伴う通勤経路または方法の変更の場合）

□２　住居の変更（転居日の通勤　□有　□無）

□３　通勤経路または方法の変更

□４　運賃等の負担額の変更

□５　その他（                                 ）例、支給要件の喪失等 届出の理由が生じた日　　　　年　　月　　日

通勤手当支給要件等の確認（※要件を満たさない場合は支給対象外）

　 □ 交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２㎞以上（※右欄に距離を記入） ㎞

　 ※ 届出内容の確認結果により、届出どおりの認定および支給額にならない場合があります。

順　　路

１□ 分 円

２□ 分 円

３□ 分 円

４□ 分 円

５□ 分 円

記入上の注意 ｋｍ 分

７　往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

８　通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

駐車場等利用者
（パーク＆ライドまたは交通用具のみの通勤手段において駐車場等を利用する場合に記入する。※前者は支給対象、後者は支給対象外であるが通勤距離確認のために記入）

　※利用料金についてはパーク＆ライド利用者のみ記入

１ 所 在 地 円

２ 所 在 地 円

給与条例第１１条第４項または第５項の規定の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）

 □１　異動等に伴い、通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員（新採用を含む。）

 □２　単身赴任手当を受給していた職員で、配偶者と同居し通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員

 □３　配偶者と同居して子を養育するために転居し、通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員

 □４　介護のために父母の住居等に転居し、通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員

 □５　上記３または４たる職員の要件を欠くに至った職員

 □６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支給要件の確認

 □ 新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が６０㎞以上もしくは通勤時間が９０分以上であるもの

　　（新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもの

　　　であると認められるものに限る。）

順路

１ 分

２ 分

３ 分

４ 分

５ 分

記入上の注意

１ ※欄は□１にレ印を付した職員のみ記入すること。
２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自転車、自動車、鉄道路線名等の別を記入する。

 □　直前の届出の区間と同一の区間がある

  　（該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）　

通 勤 方 法 の 別 区　　間
距 離
（ 最 短 距 離 ）

所 要 時 間 乗 車 券 等 の 種 類
左欄の乗車券等の

額
備 考

　　．

徒歩による距離 備   考

　　年　　　月　　　日提出

勤 務 公 署 名

所 在 地

通勤手当の支給に関する規則第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

  通　　　勤　　　届

職 氏 名 ・ 職 員 番 号

住 居

２ 「距離」欄には、実際の通勤経路における距離を記入する。通勤経路が最短経路ではない場合は、最短経路における距離を（　）内に記入する。

 　　　　　　  から(　　 　 経由)　   　　  まで

 　　　　　　  から(　　 　 経由)　   　　  まで

  住 　　 居 　から(　　 　 経由)　   　　  まで
      .    ｋｍ
( 　　. 　ｋｍ)

      .    ｋｍ
( 　　. 　ｋｍ)

 　　　　　　  から(　　 　 経由)　   　　  まで

 　　　　　　  から(　　 　 経由)　   　　  まで
      .    ｋｍ
( 　　. 　ｋｍ)

      .    ｋｍ
( 　　. 　ｋｍ)

      .    ｋｍ

      .    ｋｍ
( 　　. 　ｋｍ)

住 居 か ら 勤 務 公 署 ま で の
最 短 経 路 に お け る 距 離

１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路または方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務
　態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

  住 　　 居 　から(　　 　 経由)　勤務公署 まで

総 通勤 距離  ．  総 所 要 時 間

通 勤 方 法 の 別 区　　間 距　　離 所 要 時 間 備　　考

※ 現 公 署 へ の 異 動 発 令 年 月 日       年    月    日 ※ 異 動 等 前 の 住 居 へ の 入 居 年 月 日       年    月    日

３ 住居から駐車場までの距離よりも住居から勤務公署までの距離の方が短い場合は、「住居から勤務公署までの最短経路における距離」欄に記載する。

４ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自転車、自動車、鉄道路線名等の別を記入する。

５ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券の期間、回数券の枚数、乗車券の種別）を記入する。

６ 「左欄の乗車券等の額」欄には、通勤に使用する乗車券等の額を記入する。

※ 異 動 等 の 直 前 の 住 居 ※ 現 住 所 へ の 入 居 年 月 日       年    月    日

 新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路および方法等　（最短経路による。）

駐 車 場 等 の 利 用 料 金

駐 車 場 等 の 利 用 料 金
駐 車 場 等
の 名 称

駐 車 場 等
の 名 称

総通勤距離 ．  　ｋｍ 分総所要時間

　         　から(　　  　　 経由)　　    　    まで ．  　ｋｍ

　         　から(　　  　　 経由)　　    　    まで ．  　ｋｍ

　         　から(　　  　　 経由)　　    　    まで ．  　ｋｍ

　住　居　 　から(　　  　 　経由)　　    　    まで ．  　ｋｍ

　         　から(　　  　　 経由)　　    　    まで ．  　ｋｍ

　通勤経路の略図（経路朱線）
　　※駐車料金等に係る通勤手当の支給を申請する場合は、駐車場等の位置が明確に分かるように記入すること。

　備　考
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様式第２号（第４条関係） 

通 勤 手 当 認 定 簿 

職員番号 

氏名 
所属 

事 実 発 生 年 月 日         年  月  日 

提 出 年 月 日         年  月  日 
□交替制勤務に従事する職員等のうち回数券等を使用し

て利用する交通機関等がある者   平均１箇月当たりの通勤所要回数      回 
受 理 年 月 日         年  月  日 

  

順

路

算 出 の 基 礎 と な る 
普 通 交 通 機 関 等 

定 期 券 
回 数 券 
そ の 他
の 別 

運 賃 等 の 額 の 算 出 基 礎 運 賃 等 相 当 額 
１箇月当たりの 
運 賃 等 相 当 額 

普 通 交 通 機 関 等 の 

認 定 期 間 

取扱者

確 認 

支 給 月 

（支給月に○印を付す。） 

（毎月の場合は省略可） 

備 考 
普通交通機関
等 の 名 称 

利 用 区 間 

普

通

交

通

機

関

等

利

用

者 

１ 
        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改

正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

２ 
        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改

正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

３ 
        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改

正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

４ 
        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改

正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額 円 年 月 日改正 円 年 月 日改正 円 

自動車等の額（条例第１１条第２項第２号 

または条例附則第１１項および第１２項） 

（交通用具の種類             ） 

（使用距離               ｋｍ） 

  
円 

年  月から 

年  月まで 

      

改

正 
円 

年  月から 

年  月まで 

    

普通交通機関等と自動車等との併用者 

規則第８条の３ □第１号 □第２号 □第３号 

１ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 と 

自 動 車 等 の 額 と の 合 計 額 
円 年 月 日改正 円 年 月 日改正 円 

 ※運賃等の額に改定があった場合における「普通交通機関等の認定期間」の「    年  月まで」は、改定があった月（定期券の通用期間中であるときは、支給単位期間等に係る最後の月）を記入する。 

駐車料金等相当額（条例第１１条第３項） 

駐 車 料 金 等 の 算 出 基 礎 

１ 箇 月 当 た り の

駐 車 料 金 等 相 当 額 

（上限３，０００円） 

駐車料金等相当額の 

認 定 期 間 

取扱者

確 認 
支 給 月 備 考 

  円 年 月から 

年 月まで 
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順
路 

算 出 の 基 礎 と な る

新 幹 線 鉄 道 等 
定 期 券

回 数 券

そ の 他

の 別 

特別料金等の額の算出基礎 特 別 料 金 等 相 当 額 
１箇月当たりの 

特別料金等相当額 

新 幹 線 鉄 道 等 の 

認 定 期 間 

取 扱 者 

確 認 

支 給 月 

（支給月に○印を付す。） 

（毎月の場合は省略可） 

備 考 
新幹線鉄道等の

名 称 
利用区間 

新

幹

線

鉄

道

等

利

用

者 

１ 

        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改
正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

２ 

        円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

  

改
正 

  円 

（  箇月） 
円 

年  月から 

年  月まで 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 

１箇月当たりの特別料金等相当額の合計額 円 年  月  日改正 円 年  月  日改正 円 

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額、 

自動車等の額および１箇月当たりの特別料

金等相当額の合計額が１５万円を超えると

き 

１５万円× ［     箇月］   

 

 

 

  
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 任 命 権 者 の 確 認 決 定（改定）欄 備 考 

支給額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

年  月  日 

職 

氏名                 

 

  

決

定

事

項 

条例第１１条第１項 該当・非該当 

 □ 該当（□規則第５条） 

 □ 非該当 

  理由： 

  
返 納 事 由 

規則第１８条の２第１項 

返 納 事 由

発 生 年 月 

返納対象普通交通機関等 

（ 新 幹 線 鉄 道 等 ） 
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎 払 戻 金 相 当 額 

取 扱 者

確 認 
備 考 

１ 
□ 第１号 

□ 第２号 

□ 第３号 

□ 第４号 

      円     

手当の額の決定 

 □条例第１１条第２項第１号 

 □条例第１１条第２項第２号 

   □規則第８条の２ 

   （通勤所要回数  回） 

 □条例第１１条第２項第３号 

   □規則第８条の２ 

   （通勤所要回数  回） 

   □規則第８条の３ 

   □第１号 □第２号 □第３号 

 □条例第１１条第３項 

 □条例第１１条第４項 

 □条例第１１条第５項 

２ 
□ 第１号 

□ 第２号 

□ 第３号 

□ 第４号 

      円     

３ 
□ 第１号 

□ 第２号 

□ 第３号 

□ 第４号 

      円     

４ 
□ 第１号 

□ 第２号 

□ 第３号 

□ 第４号 

      円     

１箇月当たりの運賃等相当額等および１箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が１

５万円を超えていた場合 規則第１８条の２第２項第２号の月数と人事委員会の定め

る額（算出基礎） 

月 （算出基礎） 円     

月 （算出基礎） 円     

 ※特別料金等の額に改定があった場合における「新幹線鉄道等の認定期間」の「 年 月まで」は、改定があった月（定期券の通用期間中であるときは、支給単位期間等に係る最後の月）を記入する。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

３ 福井県職員等の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則（令和５年福井県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （定義） 

２ （略） 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和４年改正

定年条例附則第２条第１項の規定による勤務の延長に関する経過措置） 

３ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第２条第２項の人事委員会規則で定める職および

職員） 

４～６ （略） 

 （暫定再任用に関する経過措置） 

７～１０ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第１０条の人事委員会規則で定める短時間勤務の

職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員） 

１１～１３ （略） 

 （福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１４・１５ （略） 

 （福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措

置） 

１６・１７ （略） 

 （給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

１８～２０ （略） 

 （通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２１ 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、福井県一般職の職員等の

給与に関する条例第１１条第１項第１号または第３号に掲げる職員であって、

第５条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第１７条第１項第１

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （定義） 

２ （略） 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和４年改正

定年条例附則第２条第１項の規定による勤務の延長に関する経過措置） 

３ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第２条第２項の人事委員会規則で定める職および

職員） 

４～６ （略） 

 （暫定再任用に関する経過措置） 

７～１０ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第１０条の人事委員会規則で定める短時間勤務の

職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員） 

１１～１３ （略） 

 （福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１４・１５ （略） 

 （福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措

置） 

１６・１７ （略） 

 （給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

１８～２０ （略） 

 （通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２１ 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、福井県一般職の職員等の

給与に関する条例第１１条第１項第１号または第３号に掲げる職員であって、

第５条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第１７条第１号に規
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号に規定する常例にあるものは、同条例第１１条第５項の同条第４項の規定に

よる通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる人事委員会

規則で定める職員とする。 

 

 

 

 ⑴ 令和３年改正法附則第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項または第

７条第１項の規定による採用をされたこと。 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項または第

７条第３項の規定による採用をされたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２２ （略） 

 （単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２３ （略） 

２４ （略） 

２５ （略） 

 （管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

定する当該事由の発生の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利

用が同規則第１２条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資す

るものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担す

ることを常例とするものは、同条例第１１条第５項の同条第４項の規定による

通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる人事委員会規則

で定める職員とする。 

 ⑴ 令和３年改正法附則第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項または第

７条第１項の規定による採用（令和５年旧法第２８条の２第１項の規定によ

り退職した日（令和５年旧法第２８条の３または令和３年改正法附則第３条

第５項もしくは第６項の規定により勤務した後退職した日および令和５年旧

法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項、第２８条の６第１項もしくは

第２項または令和３年改正法附則第４条第１項、第５項第１項または第６条

第１項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日における

ものに限る。）をされたこと。 

 ⑵ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項または第

７条第３項の規定による採用（地方公務員法第２８条の６第１項の規定によ

り退職した日（同法第２８条の７第１項または第２項の規定により勤務した

後退職した日および同法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項ま

たは令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項または

第７条第３項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日に

おけるものに限る。）をされたこと。 

２２ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項もしくは第４項、第６条

第２項または第７条第３項もしくは第４項の規定により採用され勤務した後退

職した日の翌日に地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項

もしくは第２項の規定により採用された職員に対する第５条の規定による改正

後の通勤手当の支給に関する規則第１７条の規定の適用については、同条第１

号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第２項、第５条第３項もし

くは第４項、第６条第２項または第７条第３項もしくは第４項の規定により採

用され勤務した後退職した日」とする。 

 （義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２３ （略） 

 （単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２４ （略） 

２５ （略） 

２６ （略） 

 （管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号162

２６ （略） 

 （福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置） 

２７ （略） 

２８ （略） 

 （福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２９ （略） 

３０ （略） 

３１ （略） 

３２ （略） 

２７ （略） 

 （福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置） 

２８ （略） 

２９ （略） 

 （福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

３０ （略） 

３１ （略） 

３２ （略） 

３３ （略） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１４号 

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４４年福井県人事委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （経験年数を有する者の号給） 

第１５条 新たに職員となった次の各号に掲げる者（職務の級を第１１条第１項

第１号に掲げる職務の級に決定された者を除く。）のうち当該各号に定める経

験年数を有する者の号給は、第１２条第１項の規定による号給（前条の規定に

よる号給を含む。以下この項において「基準号給」という。）の号数に、当該

経験年数の月数を１２月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第

２号または第４号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とされている職

務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職

務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるもの

に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮し

て各任命権者が相当と認める年数を除く。）の月数にあっては、１８月）で除

した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に別表第８第１号

の表Ⅱ欄の上段に掲げる号給数（第３９条の２に規定する職員にあっては、別

表第８第２号の表Ⅱ欄に掲げる号給数）を乗じて得た数を加えて得た数を号数

とする号給（人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に３を超えない

範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給）とすること

 （経験年数を有する者の号給） 

第１５条 新たに職員となった次の各号に掲げる者（職務の級を第１１条第１項

第１号に掲げる職務の級に決定された者を除く。）のうち当該各号に定める経

験年数を有する者の号給は、第１２条第１項の規定による号給（前条の規定に

よる号給を含む。以下この項において「基準号給」という。）の号数に、当該

経験年数の月数を１２月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第

２号または第４号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とされている職

務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職

務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるもの

に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮し

て各任命権者が相当と認める年数を除く。）の月数にあっては、１８月）で除

した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に別表第８に定め

る昇給号給数表のⅡ欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を

号数とする号給（人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に３を超え

ない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給）とする

ことができる。 
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ができる。 

 ⑴～⑷ （略） 

２ (略) 

 

 （昇給号給数の抑制に係る年齢の特例） 

第３９条 （略） 

 （昇給号給数の抑制に係る職務の級の特例） 

第３９条の２ 給与条例第４条第９項に規定するもののほか、行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの、警察職給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が９級であるもの、研究職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が５級であるものおよび医療職給料表⑴の適用を受ける職員

でその職務の級が４級であるものの給与条例第４条第７項の規定による昇給は

、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うもの

とする。 

 （研修、表彰等による昇給） 

第４０条 （略） 

 

 （降号） 

第４２条の２ 給与条例第４条の２第３項の規定により職員を降号させる場合に

おけるその者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る号給とする。 

 

 ⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より２

号給下位の号給（当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給

の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給） 

 ⑵ 第３９条の２に規定する職員 降号した日の前日に受けていた号給より１

号給下位の号給 

 

別表第４ 経験年数換算表（第７条関係） 

経歴 換算率 

国、地方公共団体、旧

公共企業体、政府関係

機関、外国政府または

民間における企業体、

団体等の職員等として

の在職期間 

職員としての職務にそ

の経験が直接役立つと

認められる職務に従事

した期間（常時勤務に

服する者として職務に

従事した期間またはこ 

１００／１００ 

 

 

 

 

 

 

 ⑴～⑷ （略） 

２ （略） 

 

 （昇給号給数の抑制に係る年齢の特例） 

第３９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （研修、表彰等による昇給） 

第４０条 （略） 

 

 （降号） 

第４２条の２ 給与条例第４条の２第３項の規定により職員を降号させる場合に

おけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より２号給下位の

号給（当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の

号給である場合にあっては、当該最低の号給）とする。 

 

 

 

 

 

 

別表第４ 経験年数換算表（第７条関係） 

経歴 換算率 

国家公務員、地方公務

員または旧公共企業体

、政府関係機関もしく

は外国政府の職員とし

ての在職期間 

職員の職務とその種類

が類似する職務に従事

した期間 

 

 

１００／１００以下 
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 れに準ずる期間に限る

。） 

 

 その他の期間 １００／１００以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

学校または学校に準ずる教育機関における在学期

間（正規の修学年数内の期間に限る。） 

（略） 

その他の期間 職員としての職務にそ

の経験が直接役立つと

認められる職務に従事

した期間 

 

 

 

 

１００／１００以下 

 

 

 

 

 

 

その他の期間 （略） 

 備考 （略） 

 

 

 その他の期間 ８０／１００以下（部

内の他の職員との均衡

を著しく失する場合は

、１００／１００以下

） 

   

民間における企業体、

団体等の職員としての

在職期間 

職員としての職務にそ

の経験が直接役立つと

認められる職務に従事

した期間 

１００／１００以下 

その他の期間 ８０／１００以下 

学校または学校に準ずる教育機関における在学期

間（正規の修学年数内の期間に限る。） 

（略） 

その他の期間 教育、医療に関する職

務等特殊の知識、技術

または経験を必要とす

る職務に従事した期間

で、その職務について

の経験が職員としての

職務に直接役立つと認

められるもの 

１００／１００以下 

技能、労務等の職務に

従事した期間で、その

職務についての経験が

職員としての職務に役

立つと認められるもの 

５０／１００以下（部

内の他の職員との均衡

を著しく失する場合は

、８０／１００以下） 

その他の期間 （略） 

 備考 （略） 
  

 別表第５を次のように改める。 

別表第５ 修学年数調整表（第８条関係） 

学歴区分 修学年数 基準学歴区分 

大学卒 

（１６年） 

短大卒 

（１４年） 

高校卒 

（１２年） 
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博士課程修了 ２１年 ＋５年 ＋７年 ＋９年 

修士課程修了 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 

専門職学位課程修了 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 

大学６卒 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 

大学専攻科卒 １７年 ＋１年 ＋３年 ＋５年 

大学４卒 １６年  ＋２年 ＋４年 

短大３卒 １５年 －１年 ＋１年 ＋３年 

短大２卒 １４年 －２年  ＋２年 

短大１卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 

高校専攻科卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 

高校３卒 １２年 －４年 －２年  

高校２卒 １１年 －５年 －３年 －１年 

中学卒 ９年 －７年 －５年 －３年 

 備考 

  １ 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 

  ２ この表に定める年数（修学年数欄の年数を除く。）は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の

区分に対する加える年数または減ずる年数（以下「調整年数」という。）を示す。この場合において「＋」の年数は加える年数を、「－」の年数は減ずる年数

を示す。 

  ３ 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が

掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄

の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数

とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 

  ４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学、薬学または獣医学に関する課程（修業年限４年のものに限る。）を修了した者に対するこの表の適用に

ついては、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ１年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年

数および調整年数とする。 

  ５ その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数およ

び調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。 

 別表第７および別表第８を次のように改める。 

  
別表第７　昇格時号給対応表（第２３条関係）

ア　行政職給料表昇格時号給対応表

１

２

３

４

1

３級 ４級

昇　　格　　後　　の　　号　　給

８級 ９級

1

1

1

1

５級 ６級 ７級

1

1 1 1 1 1 1 4

1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

1

２級

2

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 11 1

1

3
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５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

1

1

1

1

1

1

6

7

8

9

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

7 1

11 1

1 1 11 15 3

3

1 1 1 2 1 1 5

11 1

1

1 1

3 1 5

1 1 1 4 1 1 5

1 1

5

1 1 2 6 1 1

1 1 15 1

1

1 1 4 8 1 1

1 3

1 1 6 10 1 1

1 5 19 1

1

1 1 8 12 1 1

1 7

1 1 10 14 2 1

1 1 1 19 13

1

1 1 12 16 4 1

2 2 14 18 6 2

1 1 5 213 17

2

4 4 16 20 8 2

6 6 18 22 10 3

5 5 9 217 21

3 15 19 7

3

8 8 20 24 12 3

10 10 22 26 13 4

9 9

7 7 19 23 11

11 23 27

13 321 25

14 4

12 12 24 28 14 4

11

14 14 26 30 15 4

13 13

15 15 27 31

15 425 29

16 4

16 16 28 32 16 4

18 18 30 34 17 5

17 17

19 19 31 35

17 529 33

18 5

20 20 32 36 18 5

22 22 34 37 19 5

21 21

23 23 35 38

19 533 37

20 5

24 24 36 38 20 5

25 25 21 537 39
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

14

15

16

17

21

22

22

23

18

19

20

21

25

26

26

27

23

24

24

25

29

29

30

30

27

28

28

29

32

33

30

31

31

31

34

34

34

32

32

33

33

26 26 38 39 21 5

27 27 39 40 21 5

28 28 40 40 21 5

30 30 42 41 22 5

29 29

31 31 43 42

22 541 41

22 5

32 32 44 42 22 5

33 34 46 43 23

33 33

34 35 47 44

23 545 43

23

34 36 48 44 23

35 37 50 45 23

35 37

36 37 51 46

2349 45

23

36 38 52 46 23

38 38 54 46 23

37 38

39 39 55 46

2353 46

23

40 39 56 46 23

41 40 58 46 23

41 39

42 40 59 46

2357 46

23

42 40 60 46 23

43 41 60 47 23

43 41

44 41 60 47

2360 47

23

44 42 60 47 23

45 42 61 47 24

45 42

45 43 61 47

2361 47

24

45 43 61 47 24

46 44 62 47 24

45 43

46 44 62 47

2461 47

24

46 44 62 47 24

46 45 64 48

46 45

47 45 65 48

2563 48

47 45 66 48

47 46 67

47 46 67 49
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

35

36

36

36

35

37

35

50 48

51 49

51 49

47 46 68

48 46 68

48 47 70

48 47

48 47 71

69

48 47 72

49 47 74

49 47

49 47 75

73

49 48 76

50 48

49

50 48

48 77

50 48

51 49

50 48

51 49

51 49

52 49

52

52 49

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号169

イ　警察職給料表昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

８級 ９級

1 1 1 1 1 1 1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

5 1 1 1 5 1 1 1

4 1 1 1 4 1

1 1

3 1 1 1 3 1 1 1

2 1 1 1 2 1

1 2

9 5 1 1 9 5 1 2

8 4 1 1 8 4

1 2

7 3 1 1 7 3 1 2

6 2 1 1 6 2

4 3

13 9 1 1 13 9 5 4

12 8 1 1 12 8

2 3

11 7 1 1 11 7 3 3

10 6 1 1 10 6

8 4

17 13 5 1 17 13 9 4

16 12 4 1 16 12

6 4

15 11 3 1 15 11 7 4

14 10 2 1 14 10

12 5

21 17 9 1 21 17 13 5

20 16 8 1 20 16

10 4

19 15 7 1 19 15 11 4

18 14 6 1 18 14

16 5

25 21 13 5 25 21 17 5

24 20 12 4 24 20

14 5

23 19 11 3 23 19 15 5

22 18 10 2 22 18

20 5

29 25 17 9 29 25 21 5

28 24 16 8 28 24

18 5

27 23 15 7 27 23 19 5

26 22 14 6 26 22



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号170

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

24 5

33 29 21 13 33 29 25 5

32 28 20 12 32 28

22 5

31 27 19 11 31 27 23 5

30 26 18 10 30 26

26 5

37 33 25 17 37 33 27 5

36 32 24 16 36 32

25 5

35 31 23 15 35 31 26 5

34 30 22 14 34 30

28

41 37 29 21 41 37 28

40 36 28 20 40 36

27

39 35 27 19 39 35 28

38 34 26 18 38 34

28

45 41 33 25 45 38 28

44 40 32 24 44 38

28

43 39 31 23 43 37 28

42 38 30 22 42 37

28

49 45 37 29 49 39 29

48 44 36 28 48 39

28

47 43 35 27 47 39 28

46 42 34 26 46 38

29

53 49 41 33 53 40 29

52 48 40 32 52 40

29

51 47 39 31 51 40 29

50 46 38 30 50 40

29

57 53 45 37 57 40 29

56 52 44 36 56 40

29

55 51 43 35 55 40 29

54 50 42 34 54 40

30

61 57 49 39 60 41 30

60 56 48 38 60 41

29

59 55 47 38 59 40 29

58 54 46 37 58 40

31

65 61 51 41 63 41 31

64 60 50 40 62 41

30

63 59 50 40 61 41 31

62 58 49 39 60 41

69 65 53 45 67 41

68 64 52 44 66 41

67 63 52 43 65 41

66 62 51 42 64 41

69 66 54 46 68 41



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号171

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

71 69 57 49 71 42

70 68 56 48 70 42

70 67 55 47 69 41

73 73 61 51 75 43

72 72 60 50 74 43

72 71 59 50 73 43

71 70 58 49 72 42

77 77 65 53 79

76 76 64 52 78

75 75 63 52 77

74 74 62 51 76

81 81 69 54 81

80 80 68 54 80

79 79 67 53 80

78 78 66 53 79

85 85 73 55

84 84 72 55

83 83 71 55

82 82 70 54

89 89 77 57

88 88 76 56

87 87 75 56

86 86 74 56

93 91 81 60

92 90 80 60

91 90 79 59

90 89 78 58

94 93 85 60

94 92 84 60

93 92 83 60

93 91 82 60

95 97 87 61

95 96 86 60

95 95 86 60

94 94 85 60

97 101 89 61

96 100 88 61

96 99 88 61

96 98 87 61

98 101 90 61

97 101 89 61



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号172

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

99 102 91 61

98 102 90 61

101 103 92 63

100 103 92 62

100 103 92 62

99 102 91 61

105 92

104 92

104 92

104 92

93

92

92

92

93

93

93

93

96

96

95

94

ウ　教育職給料表（１）昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号173

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 1 1

5 1 1

2 1 1

3 1 1

8 1 1

9 1 1

6 1 1

7 1 1

12 1 1

13 1 1

10 1 1

11 1 1

16 1 1

17 1 1

14 1 1

15 1 1

20 1 1

21 1 1

18 1 1

19 1 1

24 1 4

25 1 5

22 1 2

23 1 3

26 1 8

27 1 9

25 1 6

26 1 7

28 1 10

29 1 11

27 1 9

28 1 10

30 1 12

29 1 11

30 1 12



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号174

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

31 1 13

32 1 14

33 1 15

31 1 13

32 1 14

34 1 16

35 1 17

33 1 15

34 1 16

36 1 18

37 1 18

35 1 17

36 1 17

38 4 19

39 5 19

37 2 18

38 3 19

40 8

41 9

39 6

40 7

42 12

43 13

41 10

42 11

44 16

45 17

43 14

44 15

46 20

47 21

45 18

46 19

48 24

49 25

47 22

48 23

50 28

51 29

49 26

50 27



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号175

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

52 32

53 33

51 30

52 31

54 34

55 35

53 33

54 34

56 36

57 37

55 35

56 36

57 38

58 39

57 37

57 38

58 40

59 41

58 39

58 40

59 41

60 41

59 41

59 41

60 42

61 42

60 41

60 42

61 42

61 43

61 42

61 42

62 43

62 43

61 43

62 43

62 44

63 44

62 43

62 44

63 44



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号176

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

63 44

63 44

63 44

64 44

64 44

63 44

64 44

64 44

65 45

64 44

64 44

66 46

67 47

65 45

66 46

エ　教育職給料表（２）昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 1 1

5 1 1

2 1 1

3 1 1

8 1 1

9 1 1

6 1 1

7 1 1

12 1 1

13 1 1

10 1 1

11 1 1

14 1 1



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号177

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

16 1 1

17 1 1

15 1 1

20 1 1

21 1 1

18 1 1

19 1 1

24 1 1

25 1 1

22 1 1

23 1 1

28 1 1

29 1 1

26 1 1

27 1 1

32 1 1

33 1 1

30 1 1

31 1 1

36 1 1

37 1 1

34 1 1

35 1 1

38 1 1

39 1 1

37 1 1

38 1 1

40 1 1

41 1 1

39 1 1

40 1 1

42 1 1

43 1 1

41 1 1

42 1 1

44 1 1

45 1 1

43 1 1

44 1 1

45 2 2

46 3 3



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号178

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

46 4 4

47 5 4

48 8 4

49 9 5

47 6 4

48 7 4

50 12 5

51 13 5

49 10 5

50 11 5

52 16 6

53 17 6

51 14 6

52 15 6

54 20 7

54 21 7

53 18 6

53 19 7

55 24 7

55 25 8

54 22 7

55 23 7

56 28 8

57 29 9

56 26 8

56 27 8

58 32 10

59 33 11

57 30 9

58 31 10

60 36

61 37

59 34

60 35

61 40

62 41

61 38

61 39

62 44

62 42

62 43



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号179

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

63 45

63 48

64 49

63 46

63 47

64 50

65 51

64 49

64 50

65 52

66 53

65 51

65 52

66 56

67 57

66 54

66 55

67 58

68 59

67 57

67 58

60

61

59

60

62

62

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号180

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

62

62

62

62

62

63

62

62

63

64

63

63

64

65

64

64

66

67

65

66

オ　研究職給料表昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1 1 1

1 1 1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 2



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号181

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

1 1 1 2

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 2

1 1 1 3

1 1 1 3

2 1 2 3

1 1 1 3

1 1 1 3

5 1 5 4

6 1 6 4

3 1 3 4

4 1 4 4

9 1 9 4

10 1 10 5

7 1 7 4

8 1 8 4

13 1 13 5

14 1 13 5

11 1 11 5

12 1 12 5

17 1 15 6

17 2 15 6

15 1 14 5

16 1 14 5

19 5 17 6

19 6 18 6

18 3 16 6

18 4 16 6

21 9 21 6

22 9 21 7

20 7 19 6

20 8 20 6

25 10 22 7

25 10 22 7

23 9 21 7

24 10 22 7

27 11 23 7

27 12 24 7

26 11 23 7

26 11 23 7



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号182

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

29 13 25 7

29 13 25 7

28 12 24 7

28 12 24 7

30 15 26 7

30 15 26 7

29 14 26 7

30 14 26 7

31 17 27 7

32 17 28 7

31 16 27 7

31 16 27 7

33 18 29 7

33 18 29

32 17 28 7

32 18 28 7

35 19 30

35 20 30

34 19 29

34 19 30

37 21 31

37 22

36 20 31

36 20 31

39 25

39 25

38 23

38 24

41 26

41 26

40 25

40 25

43 27

43 27

42 26

42 26

45 28

46 28

44 27

44 27

47 28



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号183

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

49 29

50 29

48 28

53 30

53 30

51 29

52 30

54 31

54 31

53 30

54 30

55 31

56 32

55 31

55 31

57 32

57 32

56 32

56 32

59 33

58 33

58 33

カ　医療職給料表（１）昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

1 1 1

1 1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号184

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 2 1

1 1 1

1 1 1

1 5 2

1 6 2

1 3 1

1 4 2

1 9 3

1 10 3

1 7 3

1 8 3

1 13 4

2 14 5

1 11 4

1 12 4

5 17 5

6 18 5

3 15 5

4 16 5

9 21 5

10 21 5

7 19 5

8 20 5

13 23 5

13 23 5

11 22 5

12 22 5

14 25 5

14 25 5

13 24 5

14 24 5

15 27 5

15 27 5

14 26 5

15 26 5

15 28 5

16 28 5



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号185

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

16 29 5

16 29 5

17 30 5

17 30 5

16 29 5

17 30 5

19 31 5

32 5

18 31 5

18 31 5

32 5

32 5

32 5

32 5

33 5

33

33 5

33 5

34

34

33

34

35

35

34

34

35

35

35

キ　医療職給料表（２）昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

７級

1 1 1 1 1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号186

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1

1 1 2 1 1 1

1 1 5 1 1 1

1 1 4 1 1 1

1 1 7 1 1 1

1 1 6 1 1 1

1 1 9 1 1 1

1 1 8 1 1 1

3 3 11 3 3 3

2 2 10 2 2 2

5 5 13 5 5 5

4 4 12 4 4 4

7 7 15 7 7 6

6 6 14 6 6 5

9 9 17 9 9 7

8 8 16 8 8 6

11 11 19 11 11 8

10 10 18 10 10 7

13 13 21 13 13 9

12 12 20 12 12 8

15 15 23 15 15 9

14 14 22 14 14 9

17 17 25 17 17 9

16 16 24 16 16 9

19 19 27 19 19 10

18 18 26 18 18 9

21 21 29 21 21 10

20 20 28 20 20 10

23 23 31 23 21 10

22 22 30 22 21 10

25 25 33 25 22 11

24 24 32 24 22 10

26 27 35 26 23 11

25 26 34 25 22 11

27 29 37 27 23 11

26 28 36 26 23 11



令和７年３月31日（月） 福 井 県 報 号 外 第 31 号187

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

28 31 39 28 24 12

27 30 38 27 24 11

29 33 41 29 25 12

28 32 40 28 24 12

30 35 43 30 26 12

29 34 42 29 25 12

31 37 45 31 27 12

30 36 44 30 26 12

32 39 47 32 28 12

31 38 46 31 27 12

33 41 49 33 28 12

32 40 48 32 28 12

34 43 51 33 28 12

33 42 50 33 28 12

35 45 53 34 29 13

34 44 52 34 29 12

36 47 55 35 29

35 46 54 34 29

37 49 57 35 30

36 48 56 35 29

38 50 58 36 30

37 49 57 36 30

39 51 59 37 30

38 50 58 36 30

40 52 60 37 31

39 51 59 37 31

41 53 61 38 31

40 52 60 37 31

41 53 62 38

41 53 61 38

42 54 63 39

42 54 62 38

43 55 64 39

42 54 63 39

43 55 65 39

43 55 64 39

56 67 40

56 66 40

56 69 40

56 68 40

56 69 40
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

57 70 41

57 70 41

57 70 41

57 70 41

57 70 41

58 70 42

58 70 42

58 70 42

58 70 42

59 70 43

58 70 42

59 70

59 70

59 70

59 70

70

70

70

70

ク　医療職給料表（３）昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 1 1 1 1 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 4 1 1 1

1 1 3 1 1 1

1 1 2 1 1 1

2 1 6 1 1 1

1 1 5 1 1 1
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

3 1 7 1 1 1

6 1 10 2 1 2

5 1 9 1 1 1

4 1 8 1 1 1

9 1 13 5 1 5

8 1 12 4 1 4

7 1 11 3 1 3

12 1 16 8 4 8

11 1 15 7 3 7

10 1 14 6 2 6

15 3 19 11 7 11

14 2 18 10 6 10

13 1 17 9 5 9

18 6 22 14 10 14

17 5 21 13 9 13

16 4 20 12 8 12

21 9 25 17 13 17

20 8 24 16 12 16

19 7 23 15 11 15

24 12 28 20 16 20

23 11 27 19 15 19

22 10 26 18 14 18

27 15 31 23 18 20

26 14 30 22 17 20

25 13 29 21 17 20

30 18 34 26 19 21

29 17 33 25 19 21

28 16 32 24 18 20

33 21 37 29 21 21

32 20 36 28 20 21

31 19 35 27 20 21

36 24 40 32 22 22

35 23 39 31 22 22

34 22 38 30 21 22

39 27 43 35 24 23

38 26 42 34 23 22

37 25 41 33 23 22

41 30 46 38 25 24

41 29 45 37 25 23

40 28 44 36 24 23

42 31 47 39 26 24
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

43 33 49 41 27 25

42 32 48 40 26 24

44 36 52 44 28 26

44 35 51 43 28 26

43 34 50 42 27 25

47 39 55 46 29

46 38 54 45 29

45 37 53 45 29 27

50 42 58 47 29

49 41 57 47 29

48 40 56 46 29

53 45 61 49 30

52 44 60 48 30

51 43 59 48 30

56 48 64 52 30

55 47 63 51 30

54 46 62 50 30

59 51 67 54 31

58 50 66 53 31

57 49 65 53 31

62 54 70 55 31

61 53 69 55 31

60 52 68 54 31

65 57 73 57 32

64 56 72 56 32

63 55 71 56 32

66 60 76 58

66 59 75 58

65 58 74 57

68 63 79 60

67 62 78 59

67 61 77 59

70 66 81 60

69 65 81 60

68 64 80 60

73 69 83 61

72 68 82 61

71 67 82 61

76 72 84 62

75 71 84 62

74 70 83 61
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

78 75 87 63

77 74 86 62

77 73 85 62

79 77 88 63

79 77 88 63

78 76 88 63

81 78 89 65

80 78 89 64

80 77 89 64

81 79 90

81 79 90

81 78 90

82 80 91

82 80 91

81 79 91

82 81 92

82 81 92

82 80 92

83 82 93

83 81 93

83 81 93

84 82

83 82

83 82

84 83

84 83

84 83

85 84

85 84

84 83

86 85

86 84

85 84

87 86

87 85

86 85

88 86

88 86

87 86

89 87

88 86
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

89 87

90 87

89 87

89 87

90 88

90 88

90 88

91 89

91 88

91 88

92

92 89

91 89

93

92

92

94

93

93

95

94

94

96

95

95

97

96

96

ケ　福祉職給料表昇格時号給対応表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　　格　　後　　の　　号　　給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 1 3 1 1

1 1 4 1 1

1 1 5 1 1

1 1 6 1 2

1 1 7 1 3

1 1 8 1 4

1 1 9 1 5

1 1 10 2 5

1 1 11 3 6

1 1 12 4 6

1 1 13 5 7

1 2 14 6 7

1 3 15 7 8

1 4 16 8 8

1 5 17 9 9

2 6 18 10 9

3 7 19 11 10

4 8 20 12 10

5 9 21 13 11

6 10 22 14 11

7 11 23 15 12

8 12 24 16 12

9 13 25 17 13

10 14 25 18 13

11 15 26 19 13

12 16 26 20 13

13 17 27 21 14

13 18 27 22 14

14 19 28 23 14

14 20 28 24 14

15 21 29 25 15

15 22 29 26 15

16 23 30 27 15

16 24 30 28 15

17 25 31 29 15

17 26 31 29 15
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

18 27 32 30 15

18 28 32 30 15

19 29 33 31 15

19 30 33 31 15

20 31 33 32 15

20 32 34 32 16

21 33 34 33 16

22 34 34 33 16

23 35 35 34 16

24 36 35 34 16

25 37 35 35 16

25 38 36 35 16

26 39 36 36 16

26 40 36 36 16

27 41 37 37 16

27 42 37 37

28 43 37 38

28 44 37 38

29 45 38 38

29 46 38 38

30 47 38 38

30 48 38 38

31 49 38 38

31 50 38 38

32 51 38 38

32 52 39 38

33 53 39 39

33 53 39 39

34 53 39 39

34 54 39 39

35 54 39 39

35 54 39 39

36 55 40 39

36 55 40 39

37 55 40 39

38 56 40 39

39 56 40 39

40 56 40 39

41 57 40 40

41 57 40

42 58 40
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92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

42 58 40

43 59 41

43 59

44 60

44 60

45 61

45 62

45 63

46 64

46 64

46 64

47 64

47 64

47 64

48 64

48 64

48 64

49 64

49 64

49 64

49 64

49 64

50 64

50 64

50 64

50 64

50

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

53

53

53

54
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

54

54

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

56

56

56

56

1/1 

別表第８ 昇給号給数表（第３８条関係） 

 １ 行政職給料表７級以下職員等昇給号給数表 

昇給区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

昇給の号給数 ５以上８以下 ４ ０以上３以下 

１または２ ０ ０ 

 備考  

  １ この表は、第３９条の２の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。 

２ この表に定める上段の号給数は給与条例第４条第９項の規定の適用を受ける職員以外の職員

に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 ２ 行政職給料表８級以上職員等昇給号給数表 

昇給区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

昇給の号給数 １または２ ０ ０ 

 備考 この表は、第３９条の２の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （切替日における昇格または降格した職員の号給の特例） 
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２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）に昇格または降格（以下「昇格等」という。）した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が

切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第２３条または第２４条の規定を適用する。 

３ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

 

 

 

 

 

 特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１５号 

   特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 特地勤務手当等の支給に関する規則（昭和４６年福井県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （特地勤務手当の月額） 

第４条 （略） 

２ 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当

する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する

額とを合計した額（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４

第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」という。）にあっては、現に受ける給料の月額）とする。 

 ⑴～⑶ （略） 

３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第

２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴～⑶ （略） 

 

 （特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 

第５条 （略） 

２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、

異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい

た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）

には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条および附則第６項におい

て同じ。）に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる

期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が

現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額

（第６条の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）

 （特地勤務手当の月額） 

第４条 （略） 

２ 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当

する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する

額とを合計した額とする。 

 

 

 ⑴～⑶ （略） 

３ 次の各号に掲げる職員に対する第２項の規定の適用については、当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴～⑶ （略） 

 

 （特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 

第５条 （略） 

２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、

異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい

た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）

には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。）に受け

ていた給料および扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の

区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受け

る給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額（第６条

の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）とする。 
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とする。 

期間等 支給割合 

（略） （略） 

３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第

２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴～⑶ （略） 

４ （略） 

 （権衡職員の範囲等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に

準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人

事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 

 

 

 

 

 ⑴ 地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定による

採用（同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条

において同じ。）をされ、特地公署または準特地公署に在勤することとなっ

た職員で、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したも

の 

 ⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する

職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「

指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員もし

くは第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等によ

り引き続き給料表の適用を受ける職員となり、または地方公務員法第２２条

の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされ、当該公署

に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの 

 ⑶ 地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定による

採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた公署に引き続き在勤

することとなった職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたも

のとした場合に、条例第１２条の３第２項に規定する新たに特地公署または

準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で、指定日前３年以

内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものとなるもの 

 ⑷ 地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定による

 

期間等 支給割合 

（略） （略） 

３ 次の各号に掲げる職員に対する第２項の規定の適用については、当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴～⑶ （略） 

４ （略） 

 （権衡職員の範囲等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に

準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人

事委員会規則で定める職員は、新たに特地公署または準特地公署に該当するこ

ととなった公署に在勤する職員で、その特地公署または準特地公署に該当する

こととなった日（以下「指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公

務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者か

ら人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって当該公署に在

勤することとなったことに伴って住居を移転したものとする。 
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採用をされた職員で、当該採用の日の前日に条例第１２条の３第１項または

第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち

、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項

の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるも

の 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある

職員として人事委員会が認めるもの 

４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間

および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間

および額とする。 

 ⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用

される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職

員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って

住居を移転した職員または前項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の

適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第１項もしく

は第２２条の５第１項の規定による採用をされた日に特地公署または準特地

公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項（同条第３項およ

び附則第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第５号

までにおいて同じ。）ならびに附則第７項の規定により支給されることとな

る期間および額 

 ⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在職する

職員で指定日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転

したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署ま

たは準特地公署に該当していたものとした場合に前条第１項および第２項な

らびに附則第７項の規定により指定日以降支給されることとなる期間および

額 

 ⑶ 前項第２号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員

の給料表の適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第

１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされた日前に特地公署

または準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該

公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項ならびに附則第７

項の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額 

 ⑷ 前項第３号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任

用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第１項

および第２項の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額 

 ⑸ 前項第４号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任

用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第１項

 

 

 

 

 

 

 

４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間

および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間

および額とする。 

 ⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用

される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職

員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って

住居を移転した職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日に特

地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第１項から第３項

までの規定により支給されることとなる期間および額 

 

 

 

 

 ⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在職する

職員で指定日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転

したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署ま

たは準特地公署に該当していたものとした場合に前条第１項から第３項まで

の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額 

 

 ⑶ 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の給料

表の適用を受けることとなった日前に特地公署または準特地公署に該当して

いたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場

合に前条第１項から第３項までの規定により指定日以降支給されることとな

る期間および額 
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および第２項またはこの項の規定により当該採用の日以降支給されることと

なる期間および額 

 ⑹ 前項第５号に規定する職員 別に人事委員会が定める期間および額 

５ （略） 

 

 

 

５ （略） 
  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置） 

第２条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号。以下「令和４年改正定年条例」という。）附則第３条第４項に

規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用職員」という。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則（以下「改正後の規則」とい

う。）第４条第２項および第３項ならびに第５条第２項および第３項の規定を適用する。 

２ 暫定再任用職員に対する改正後の規則第６条第３項および第４項の規定の適用については、同条第３項第１号中「地方公務員法第２２条の４第１項または第２２

条の５第１項」とあるのは「福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号。以下「令和４年改正定年条例」という。

）附則第３条第１項もしくは第２項、第４条第１項もしくは第２項、第５条第１項もしくは第２項または第６条第１項もしくは第２項」と、「退職した日」とある

のは「退職した日または令和４年改正定年条例附則第３条第１項もしくは第２項、第４条第１項もしくは第２項、第５条第１項もしくは第２項または第６条第１項

もしくは第２項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第２号なら

びに同条第４項第１号および第３号中「地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第３

項第３号および第４号中「地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第４項第４号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員（令和４年改正定年条例附則第３条第４項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。）」と

、同項第５号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

第３条 改正後の規則第６条第３項第１号および第２号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項または令和

４年改正定年条例附則第３条第１項もしくは第２項、第４条第１項もしくは第２項、第５条第１項もしくは第２項もしくは第６条第１項もしくは第２項の規定（以

下「地方公務員法第２２条の４第１項等の規定」という。）による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員について適用する。 

２ 改正後の規則第６条第３項第３号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第２２条の４第１項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き

勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和７年４月１日以後である定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員について適用する

。 

３ 改正後の規則第６条第３項第４号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第２２条の４第１項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給さ

れていた福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号）第１２条の３第１項または第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の

支給要件を具備するに至った日が令和７年４月１日以後である場合について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１６号 

   住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 
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 住居手当の支給に関する規則（昭和４９年福井県人事委員会規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （適用除外職員） 

第２条 条例第１０条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職員は、次に

掲げる職員とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 職員の扶養親族たる者（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）で他に生計の途が

なく主として当該職員の扶養を受けているものおよび条例第９条第２項に規

定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。）が所有する住宅および

職員の配偶者、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のも

のが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに人事委員会がこれ

らに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住して

いる職員 

 

 （権衡職員の範囲） 

第４条 条例第１０条の５第１項第２号の人事委員会規則で定める職員は、次に

掲げる職員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 条例第１１条の２第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅（県が設置する公舎ならびに前条に規定する職

員宿舎および住宅を除く。）を借り受け、月額１万６，０００円を超える家

賃を支払っているもの 

 ⑵ 単身赴任手当の支給に関する規則（平成２年福井県人事委員会規則第１号

 （適用除外職員） 

第２条 条例第１０条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職員は、次に

掲げる職員とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 職員の扶養親族たる者（条例第９条に規定する扶養親族で条例第１０条第

１項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。）

が所有する住宅および職員の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母または配

偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け

、居住している住宅ならびに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全

部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員 

 

 

 （権衡職員の範囲） 

第４条 条例第１０条の５第１項第２号の人事委員会規則で定める職員は、単身

赴任手当の支給に関する規則（平成２年福井県人事委員会規則第１号）第５条

第３項に該当する職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採用された職員を除く。）

で、同項第３号に規定する満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動または公署の移

転（職員以外の地方公務員、国家公務員または単身赴任手当の支給に関する規

則第５条第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から引き続き給料

表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への福井

県職員等の派遣等に関する条例（平成１３年福井県条例第５０号）第２条第１

項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰）の直前の住

居であった住宅（県が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住

宅を除く。）またはこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受

け、月額１万６，０００円を超える家賃を支払っているものとする。 
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）第５条第３項に該当する職員で、同項第３号に規定する満１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住するための住宅として、

同号に規定する異動または公署の移転（職員以外の地方公務員、国家公務員

または単身赴任手当の支給に関する規則第５条第１項各号に掲げる法人に使

用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者に

あっては当該適用、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例（

平成１３年福井県条例第５０号）第２条第１項の規定による派遣から職務に

復帰した職員にあっては当該復帰）の直前の住居であった住宅（県が設置す

る公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。）またはこれに

準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額１万６，０００

円を超える家賃を支払っているもの 

 

 （支給の始期および終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第１０条の５第１項の職員たる要

件を具備するに至った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日

（人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で

人事委員会が定める日）の属する月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月の前月）をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始について

は、第５条第１項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を

経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給の始期および終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第１０条の５第１項の職員たる要

件を具備するに至った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日

の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をも

って終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第５条第１項の規定

による届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは

、その日の属する月）から行うものとする。 

 

２ （略） 

 

 （令和３年４月１日における届出の特例） 

第１１条 令和３年３月３１日において福井県一般職の職員等の給与に関する条

例等の一部を改正する条例（令和元年福井県条例第１８号。以下「改正条例」

という。）附則第４項の規定による住居手当を支給されている職員であって、

同年４月１日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を

支払っているもののうち、同日に条例第１０条の５第１項各号に該当すること

となるものについては、令和２年３月３１日において支給されていた住居手当

に係る第５条第１項の規定により行われた届出（令和元年勧告改正給与条例の

施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則（令和２年福井県人事委員会規

則第１０号）第５条において準用する第５条第１項の規定による届出が行われ

た場合には、当該届出）を令和３年４月１日において支給されることとなる住

居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。 

 （令和４年４月１日における届出の特例） 
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 （その他） 

第１１条 （略） 

第１２条 令和４年３月３１日において改正条例附則第５項の規定による住居手

当を支給されている職員であって、同年４月１日においても引き続き当該住居

手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第１

０条の５第１項各号に該当することとなるものについては、令和２年３月３１

日において支給されていた住居手当に係る第５条第１項の規定により行われた

届出（令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する

規則第５条において準用する第５条第１項の規定による届出が行われた場合に

は、当該届出）を令和４年４月１日において支給されることとなる住居手当に

係る同項の規定により行われた届出とみなす。 

 （その他） 

第１３条 （略） 
  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第４条関係）

職 員の 職務の級

区分 号給

円 円 円 円

１ 2,000 2,100 4,900 7,400
２ 2,000 2,100 4,900 7,400
３ 2,000 2,100 4,900 7,400
４ 2,000 2,100 4,900 7,400
５ 2,000 2,300 5,100 7,500
６ 2,000 2,300 5,100 7,500
７ 2,000 2,300 5,100 7,500
８ 2,000 2,300 5,100 7,500
９ 2,100 2,400 5,200 7,600
10 2,100 2,400 5,200 7,600
11 2,100 2,400 5,200 7,600

教育職給料表（２）の適用を受ける者

１  級 ２  級 ３  級 ４  級

　 　
　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
　　令和７年３月３１日
　　　　　　福井県人事委員会　委員長　野村　直之
福井県人事委員会規則第１７号
　　　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和５０年福井県人事委員会規則第８
号）の一部を次のように改正する。
　別表第１および別表第２を次のように改める。
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12 2,100 2,400 5,200 7,600
13 2,200 2,500 5,400 7,700
14 2,200 2,500 5,400 7,700
15 2,200 2,500 5,400 7,700
16 2,200 2,500 5,400 7,700
17 2,300 2,600 5,500 7,900
18 2,300 2,600 5,500 7,900
19 2,300 2,600 5,500 7,900
20 2,300 2,600 5,500 7,900
21 2,400 2,800 5,700 8,000
22 2,400 2,800 5,700 8,000
23 2,400 2,800 5,700 8,000
24 2,400 2,800 5,700 8,000
25 2,600 2,900 5,900 8,000
26 2,600 2,900 5,900 8,000

定年前 27 2,600 2,900 5,900 8,000
再任用 28 2,600 2,900 5,900 8,000
短時間 29 2,700 3,000 6,000 8,000
勤 務 30 2,700 3,000 6,000 8,000
職 員 31 2,700 3,000 6,000 8,000
以外の 32 2,700 3,000 6,000 8,000
職 員 33 2,800 3,200 6,100 8,000

34 2,800 3,200 6,100
35 2,800 3,200 6,100
36 2,800 3,200 6,100
37 2,900 3,300 6,300
38 2,900 3,300 6,300
39 2,900 3,300 6,300
40 2,900 3,300 6,300
41 3,100 3,500 6,400
42 3,100 3,500 6,400
43 3,100 3,500 6,400
44 3,100 3,500 6,400
45 3,200 3,700 6,600
46 3,200 3,700 6,600
47 3,200 3,700 6,600
48 3,200 3,700 6,600
49 3,300 3,800 6,800
50 3,300 3,800 6,800
51 3,300 3,800 6,800
52 3,300 3,800 6,800
53 3,400 4,100 6,900
54 3,400 4,100 6,900
55 3,400 4,100 6,900

56 3,400 4,100 6,900
57 3,500 4,300 7,000
58 3,500 4,300 7,000
59 3,500 4,300 7,000
60 3,500 4,300 7,000
61 3,600 4,500 7,100
62 3,600 4,500 7,100
63 3,600 4,500 7,100
64 3,600 4,500 7,100
65 3,700 4,800 7,200
66 3,700 4,800 7,200
67 3,700 4,800 7,200
68 3,700 4,800 7,200
69 3,800 4,900 7,300
70 3,800 4,900 7,300
71 3,800 4,900 7,300
72 3,800 4,900 7,300
73 3,900 5,100 7,400
74 3,900 5,100 7,400
75 3,900 5,100 7,400
76 3,900 5,100 7,400
77 4,000 5,300 7,500
78 4,000 5,300 7,500
79 4,000 5,300 7,500
80 4,000 5,300 7,500
81 4,100 5,400 7,500
82 4,100 5,400 7,500
83 4,100 5,400 7,500
84 4,100 5,400 7,500
85 4,100 5,500 7,500
86 4,100 5,500 7,500
87 4,100 5,500 7,500
88 4,100 5,500 7,500
89 4,200 5,600 7,500
90 4,200 5,600 7,500
91 4,200 5,600 7,500
92 4,200 5,600 7,500
93 4,300 5,800 7,500
94 4,300 5,800
95 4,300 5,800
96 4,300 5,800
97 4,400 5,900
98 4,400 5,900
99 4,400 5,900
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別表第２（第４条関係）

職 員の 職務の級

区分 号給

円 円 円 円

１ 2,000 2,500 5,700 7,400
２ 2,000 2,500 5,700 7,400
３ 2,000 2,500 5,700 7,400
４ 2,000 2,500 5,700 7,400
５ 2,000 2,600 5,900 7,500
６ 2,000 2,600 5,900 7,500
７ 2,000 2,600 5,900 7,500
８ 2,000 2,600 5,900 7,500
９ 2,100 2,800 6,000 7,600
10 2,100 2,800 6,000 7,600
11 2,100 2,800 6,000 7,600
12 2,100 2,800 6,000 7,600

教育職給料表（１）の適用を受ける者

１  級 ２  級 ３  級 ４  級

100 4,400 5,900
101 4,400 6,100
102 4,400 6,100
103 4,400 6,100
104 4,400 6,100
105 4,500 6,200
106 4,500 6,200
107 4,500 6,200
108 4,500 6,200
109 4,500 6,300
110 4,500 6,300
111 4,500 6,300
112 4,500 6,300
113 4,600 6,400
114 4,600 6,400
115 4,600 6,400
116 4,600 6,400
117 4,700 6,500
118 4,700 6,500
119 4,700 6,500
120 4,700 6,500
121 4,700 6,600
122 4,700 6,600
123 4,700 6,600
124 4,700 6,600
125 4,800 6,700
126 6,700
127 6,700
128 6,700
129 6,800
130 6,800
131 6,800
132 6,800
133 6,900
134 6,900
135 6,900
136 6,900
137 6,900
138 6,900
139 6,900
140 6,900
141 6,900
142 6,900
143 6,900

144 6,900
145 7,000
146 7,000
147 7,000
148 7,000
149 7,100
150 7,100
151 7,100
152 7,100
153 7,100
154 7,100
155 7,100
156 7,100
157 7,100
158 7,100
159 7,100
160 7,100
161 7,100
162 7,100
163 7,100
164 7,100
165 7,100

定 年 前
再 任 用
短 時 間
勤 務
職 員

3,200 3,800 5,100 6,400
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13 2,200 2,900 6,100 7,700
14 2,200 2,900 6,100 7,700
15 2,200 2,900 6,100 7,700
16 2,200 2,900 6,100 7,700
17 2,300 3,000 6,300 7,900
18 2,300 3,000 6,300 7,900
19 2,300 3,000 6,300 7,900
20 2,300 3,000 6,300 7,900
21 2,400 3,200 6,400 8,000
22 2,400 3,200 6,400 8,000
23 2,400 3,200 6,400 8,000
24 2,400 3,200 6,400 8,000
25 2,600 3,300 6,600 8,000
26 2,600 3,300 6,600 8,000

定年前 27 2,600 3,300 6,600 8,000
再任用 28 2,600 3,300 6,600 8,000
短時間 29 2,700 3,500 6,800 8,000
勤 務 30 2,700 3,500 6,800 8,000
職 員 31 2,700 3,500 6,800 8,000
以外の 32 2,700 3,500 6,800 8,000
職 員 33 2,800 3,700 6,900 8,000

34 2,800 3,700 6,900
35 2,800 3,700 6,900
36 2,800 3,700 6,900
37 2,900 3,800 7,000
38 2,900 3,800 7,000
39 2,900 3,800 7,000
40 2,900 3,800 7,000
41 3,100 4,100 7,100
42 3,100 4,100 7,100
43 3,100 4,100 7,100
44 3,100 4,100 7,100
45 3,200 4,300 7,200
46 3,200 4,300 7,200
47 3,200 4,300 7,200
48 3,200 4,300 7,200
49 3,300 4,500 7,300
50 3,300 4,500 7,300
51 3,300 4,500 7,300
52 3,300 4,500 7,300
53 3,400 4,800 7,400
54 3,400 4,800 7,400
55 3,400 4,800 7,400
56 3,400 4,800 7,400

57 3,500 4,900 7,500
58 3,500 4,900 7,500
59 3,500 4,900 7,500
60 3,500 4,900 7,500
61 3,600 5,100 7,500
62 3,600 5,100 7,500
63 3,600 5,100 7,500
64 3,600 5,100 7,500
65 3,700 5,300 7,500
66 3,700 5,300 7,500
67 3,700 5,300 7,500
68 3,700 5,300 7,500
69 3,800 5,400 7,500
70 3,800 5,400 7,500
71 3,800 5,400 7,500
72 3,800 5,400 7,500
73 3,900 5,500 7,500
74 3,900 5,500
75 3,900 5,500
76 3,900 5,500
77 4,000 5,600
78 4,000 5,600
79 4,000 5,600
80 4,000 5,600
81 4,100 5,800
82 4,100 5,800
83 4,100 5,800
84 4,100 5,800
85 4,100 5,900
86 4,100 5,900
87 4,100 5,900
88 4,100 5,900
89 4,200 6,100
90 4,200 6,100
91 4,200 6,100
92 4,200 6,100
93 4,300 6,200
94 4,300 6,200
95 4,300 6,200
96 4,300 6,200
97 4,400 6,300
98 4,400 6,300
99 4,400 6,300
100 4,400 6,300
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101 4,400 6,400
102 4,400 6,400
103 4,400 6,400
104 4,400 6,400
105 4,500 6,500
106 4,500 6,500
107 4,500 6,500
108 4,500 6,500
109 4,500 6,600
110 4,500 6,600
111 4,500 6,600
112 4,500 6,600
113 4,600 6,700
114 4,600 6,700
115 4,600 6,700
116 4,600 6,700
117 4,700 6,800
118 4,700 6,800
119 4,700 6,800
120 4,700 6,800
121 4,700 6,900
122 4,700 6,900
123 4,700 6,900
124 4,700 6,900
125 4,800 6,900
126 4,800 6,900
127 4,800 6,900
128 4,800 6,900
129 4,900 6,900
130 4,900 6,900
131 4,900 6,900
132 4,900 6,900
133 4,900 7,000
134 4,900 7,000
135 4,900 7,000
136 4,900 7,000
137 4,900 7,100
138 4,900 7,100
139 4,900 7,100
140 4,900 7,100
141 5,000 7,100
142 5,000 7,100
143 5,000 7,100
144 5,000 7,100

145 5,100 7,100
146 5,100 7,100
147 5,100 7,100
148 5,100 7,100
149 5,100 7,100
150 5,100 7,100
151 5,100 7,100
152 5,100 7,100
153 5,100 7,100

定 年 前
再 任 用
短 時 間
勤 務
職 員

3,200 3,800 5,100 6,400

　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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 単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１８号 

   単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 単身赴任手当の支給に関する規則（平成２年福井県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （やむを得ない事情） 

第２条 条例第１１条の２第１項および第３項の人事委員会規則で定めるやむを

得ない事情は、次に掲げる事情とする。 

 ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者

の父母または同居の親族を介護すること。 

 ⑵～⑸ （略） 

 

 （権衡職員の範囲等） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第１１条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当を支給され

る職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 次に掲げる事由の発生（以下「事由発生」という。）に伴い、住居を移転

し、第２条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居

することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直

後に在勤する公署に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員 

  ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項または

第２２条の５第１項の規定による採用をされたこと。 

 

  イ （略） 

 ⑵～⑻ （略） 

 （やむを得ない事情） 

第２条 条例第１１条の２第１項および第３項の人事委員会規則で定めるやむを

得ない事情は、次に掲げる事情とする。 

 ⑴ 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の

父母または同居の親族を介護すること。 

 

 ⑵～⑸ （略） 

 

 （権衡職員の範囲等） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第１１条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当を支給され

る職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 次に掲げる事由の発生（以下「事由発生」という。）に伴い、住居を移転

し、第２条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居

することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直

後に在勤する公署に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員 

  ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項または

第２２条の５第１項の規定による採用（同法の規定により退職した日の翌

日におけるものに限る。）をされたこと。 

  イ （略） 

 ⑵～⑻ （略） 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正） 
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２ 福井県職員等の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則（令和５年福井県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （定義） 

２ （略） 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和４年改正

定年条例附則第２条第１項の規定による勤務の延長に関する経過措置） 

３ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第２条第２項の人事委員会規則で定める職および

職員） 

４～６ （略） 

 （暫定再任用に関する経過措置） 

７～１０ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第１０条の人事委員会規則で定める短時間勤務の

職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員） 

１１～１３ （略） 

 （福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１４・１５ （略） 

 （福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措

置） 

１６・１７ （略） 

 （給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

１８～２０ （略） 

 （通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２１ （略） 

 （義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２２ （略） 

 （単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２３ 次に掲げる事由の発生に伴い住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第

２条各号に掲げる事情により同居していた配偶者と別居することとなった暫定

再任用職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後

に在勤する公署に通勤することが同規則第３条に規定する基準に照らして困難

であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、福

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （定義） 

２ （略） 

 （福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和４年改正

定年条例附則第２条第１項の規定による勤務の延長に関する経過措置） 

３ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第２条第２項の人事委員会規則で定める職および

職員） 

４～６ （略） 

 （暫定再任用に関する経過措置） 

７～１０ （略） 

 （令和４年改正定年条例附則第１０条の人事委員会規則で定める短時間勤務の

職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員） 

１１～１３ （略） 

 （福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１４・１５ （略） 

 （福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措

置） 

１６・１７ （略） 

 （給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

１８～２０ （略） 

 （通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２１ （略） 

 （義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２２ （略） 

 （単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２３ 次に掲げる事由の発生に伴い住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第

２条各号に掲げる事情により同居していた配偶者と別居することとなった暫定

再任用職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後

に在勤する公署に通勤することが同規則第３条に規定する基準に照らして困難

であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、福
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井県一般職の職員等の給与に関する条例第１１条の２第３項に規定する同条第

１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるものとして人事委員会規則で定める職員とする。 

 ⑴ 令和３年改正法附則第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項または第

７条第１項の規定による採用をされたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項または第

７条第３項の規定による採用をされたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ （略） 

 （管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２５ （略） 

 （福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置） 

２６ （略） 

２７ （略） 

 （福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

井県一般職の職員等の給与に関する条例第１１条の２第３項に規定する同条第

１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるものとして人事委員会規則で定める職員とする。 

 ⑴ 令和３年改正法附則第４条第１項、第５条第１項もしくは第２項、第６条

第１項または第７条第１項もしくは第２項の規定による採用（令和５年旧法

第２８条の２第１項の規定により退職した日（令和５年旧法第２８条の３ま

たは令和３年改正法附則第３条第５項もしくは第６項の規定により勤務した

後退職した日および令和５年旧法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

、第２８条の６第１項もしくは第２項、令和３年改正法附則第４条第１項、

第５条第１項もしくは第２項、第６条第１項または第７条第１項もしくは第

２項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけるも

のに限る。）をされたこと。 

 ⑵ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項もしくは第４項、第６条

第２項または第７条第３項もしくは第４項の規定による採用（地方公務員法

第２８条の６第１項の規定により退職した日（同法第２８条の７第１項また

は第２項の規定により勤務した後退職した日および同法第２２条の４第１項

、第２２条の５第１項もしくは第２項、令和３年改正法附則第４条第２項、

第５条第３項もしくは第４項、第６条第２項または第７条第３項もしくは第

４項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけるも

のに限る。）をされたこと。 

２４ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項もしくは第４項、第６条

第２項または第７条第３項もしくは第４項の規定により採用され勤務した後退

職した日の翌日に地方公務員法第第２２条の４第１項または第２２条の５第１

項の規定により採用された職員に対する第１２条の規定による改正後の単身赴

任手当の支給に関する規則第５条第３項の規定の適用については、同項第１号

ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第２項、第５条第３項もしく

は第４項、第６条第２項または第７条第３項もしくは第４項の規定により採用

され勤務した後退職した日」とする。 

２５ （略） 

 （管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２６ （略） 

 （福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経

過措置） 

２７ （略） 

２８ （略） 

 （福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 
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 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１９号 

   管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成３年福井県人事委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第３条の２ 条例第１９条の２第３項第２号の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第２条第３号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例

第７条第１項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額 

  ア ６号給および７号給ならびに任期付職員条例第７条第３項の規定による

給料月額 ６，０００円 

  イ ５号給 ５，０００円 

  ウ ２号給から４号給まで ４，０００円 

  エ １号給 ３，０００円 

 ⑷ 第２条第４号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条

例第５条第１項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める

額 

  ア ６号給および任期付研究員条例第５条第４項の規定による給料月額 ６

，０００円 

  イ ４号給および５号給 ５，０００円 

  ウ ２号給および３号給 ４，０００円 

  エ １号給 ３，０００円 

２ 条例第１９条の２第３項第２号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従

事した時間が６時間を超える場合の勤務とする。 

 

３ 次に掲げる場合には、条例第１９条の２第２項の規定による管理職員特別勤

第３条の２ 条例第１９条の２第３項第２号の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴・⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第１９条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務をし

た職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当

を支給しない。 

 

２８ （略） 

２９ （略） 

３０ （略） 

３１ （略） 

２９ （略） 

３０ （略） 

３１ （略） 

３２ （略） 
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 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第２０号 

   福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （職員の申告に基づく勤務時間の割振り等の基準） 

第２条の２ 条例第３条第３項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は

、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の勤務時間の割振り等（同項の規

定による勤務時間を割り振らない日（同項の規定による勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下この条および次条において同じ。）の設定または勤務時間の

割振りをいう。以下同じ。）を行うことができる。 

 ⑴ ４週間を超えない範囲内で週を単位として職員が申告する期間（以下「単

位期間」という。）をその初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間

が１週間である場合にあっては、単位期間。以下「区分期間」という。）に

 （職員の申告に基づく週休日および勤務時間の割振りの基準） 

第２条の２ 条例第３条第３項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は

、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の勤務時間を割り振ることができ

る。 

 

 

 

 

 

務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第１

項の勤務とみなす。 

 ⑴ 条例第１９条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務を

した場合 

 ⑵ 条例第１９条の２第２項の勤務をした後、引き続いて同条第１項の勤務を

した場合 

 

   附 則 

１ （略） 

２ 条例附則第２２項の規定の適用を受ける職員に対する第３条および第３条の

２の適用については、当分の間、第３条第１項第１号および第３条の２第１項

第１号中「定める額とする」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じ

て得た額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）と

する」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

１ （略） 

２ 条例附則第２２項の規定の適用を受ける職員に対する第３条および第３条の

２の適用については、当分の間、第３条第１号および第３条の２第１号中「定

める額とする」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額（そ

の額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）とする」とする

。 
  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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つき１日を限度として、勤務時間を割り振らない日を設けることができるこ

と。 

 ⑵ 勤務時間は、１日につき４時間以上とすること。ただし、区分期間（勤務

時間を割り振らない日を含む区分期間を除く。）につき１日を限度として職

員が指定する日（第４号において「特例対象日」という。）については、４

時間未満の勤務時間を割り振ることができること。 

 

 ⑶ 前２号の規定にかかわらず、休日（条例第１０条第１項に規定する休日を

いう。以下同じ。）その他人事委員会の定める日（以下「休日等」という。

）に勤務時間を割り振る場合にあっては、１日につき７時間４５分とするこ

と。 

 ⑷ 月曜日から金曜日までの各日（勤務時間を割り振らない日を除く。）の午

前１０時から午後３時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続

する４時間（休憩時間を除く。）は、勤務時間とすること。ただし、特例対

象日においては、当該時間帯に勤務時間を割り振らないことができること。 

 ⑸ （略） 

２ （略） 

３ 条例第３条第３項に規定する人事委員会規則で定める期間は、単位期間とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 勤務時間は、１日につき４時間以上とすること。ただし、休日（条例第１

０条第１項に規定する休日をいう。第７条第３項、第１０条第２項および第

１１条において同じ。）その他人事委員会の定める日（以下「休日等」とい

う。）に勤務時間を割り振る場合にあっては、１日につき７時間４５分とす

ること。 

 

 

 

 

 ⑵ 月曜日から金曜日までの各日の午前１０時から午後３時までの間において

、任命権者があらかじめ定める連続する４時間（休憩時間を除く。）は、勤

務時間とすること。 

 

 ⑶ （略） 

２ （略） 

３ 条例第３条第３項に規定する人事委員会規則で定める期間は、４週間を超え

ない範囲内で週を単位として職員が申告する期間とする。 

第２条の３ 条例第３条第４項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は

、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の週休日を設け、および勤務時間

を割り振ることができる。 

 ⑴ 条例第３条第１項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間

を１週間ごとに区分した各期間（単位期間が１週間である場合にあっては、

単位期間）につき１日を限度とすること。 

 ⑵ 勤務時間は、１日につき４時間以上とすること。ただし、休日等に勤務時

間を割り振る場合にあっては、１日につき７時間４５分とすること。 

 ⑶ 月曜日から金曜日まで（第１号に規定する週休日を除く。）の各日の午前

１０時から午後３時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続す

る４時間（休憩時間を除く。）は、勤務時間とすること。 

 ⑷ 始業の時刻は、午前７時以後とし、終業の時刻は、午後１０時以前とする

こと。 

２ 条例第３条第４項第１号に規定する１２歳に達する日以後の最初の３月３１

日の間にある子の養育をする職員であって人事委員会規則で定めるものは、１

２歳に達する日以後の最初の３月３１日の間にある子（地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第

２条第１項において子に含まれるものとされる者（以下「特別養子縁組の成立
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第２条の３ 任命権者は、条例第３条第３項の職員の申告について公務の運営上

その申告のとおりに当該職員の勤務時間の割振り等を定めることが困難である

と認める場合には、人事委員会が別に定めるところにより当該職員の勤務時間

の割振り等を定めることができる。 

２ 任命権者は、次に掲げる場合には、条例第３条第３項および前項の規定に基

づき定め、またはこの項の規定に基づき変更された勤務時間の割振り等を変更

することができる。 

 ⑴ 始業もしくは終業の時刻または週休日のほかに設ける勤務時間を割り振ら

ない日につき職員から変更の申告があった場合であって、当該申告のとおり

に変更するとき。 

 ⑵ 条例第３条第３項および前項の規定に基づき勤務時間の割振り等を定め、

またはこの項の規定に基づき勤務時間の割振り等を変更した後に生じた事由

により勤務時間の割振り等に変更が必要であると任命権者が認める場合であ

って、人事委員会が別に定めるところにより勤務時間の割振り等を変更する

とき。 

 （週休日および勤務時間の割振りの特例の基準） 

前の監護対象者等」という。）を含む。以下同じ。）の養育をする職員とする

。 

３ 条例第３条第４項第１号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者（第

２号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。）とする。 

 ⑴ 祖父母、孫および兄弟姉妹 

 ⑵ 職員または配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者お

よび職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、人

事委員会が定めるもの 

４ 条例第３条第４項第１号の人事委員会規則で定める期間は、２週間以上の期

間とする。 

５ 条例第３条第４項第２号に規定する同項第１号に掲げる職員に準ずるものと

して人事委員会規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和３５年法律第１２３号）第３７条第２項に規定する対象障害者である職員お

よび当該職員以外の職員であって週休日および勤務時間の割振りについて配慮

を必要とするものとして任命権者が定めるものとする。 

６ 条例第３条第４項の規定の適用を受ける職員は、同項各号に掲げる職員でな

くなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 

７ 任命権者は、前項の規定による届出の日が当該職員に係る単位期間の末日以

外の日であった場合には、当該届出の日から単位期間の末日までの間、週休日

および勤務時間の割振りを変更しないことができる。 

第２条の４ 任命権者は、条例第３条第３項および第４項の職員の申告について

公務の運営上その申告のとおりに当該職員の週休日および勤務時間の割振りを

定めることが困難であると認める場合には、人事委員会が別に定めるところに

より当該職員の週休日および勤務時間の割振りを定めることができる。 

２ 任命権者は、次に掲げる場合には、条例第３条第３項および第４項ならびに

前項の規定に基づき定め、またはこの項の規定に基づき変更された週休日およ

び勤務時間の割振りを変更することができる。 

 ⑴ 始業もしくは終業の時刻または週休日につき職員から変更の申告があった

場合であって、当該申告のとおりに変更するとき。 

 

 ⑵ 条例第３条第３項および第４項ならびに前項の規定に基づき週休日および

勤務時間の割振りを定め、またはこの項の規定に基づき週休日および勤務時

間の割振りを変更した後に生じた事由により当該週休日および勤務時間の割

振りに変更が必要であると任命権者が認める場合であって、人事委員会が別

に定めるところにより当該週休日および勤務時間の割振りを変更するとき。 

 （週休日および勤務時間の割振りの特例の基準） 
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第３条 任命権者は、条例第４条第２項本文の規定により週休日および勤務時間

の割振りを定める場合には、勤務日（条例第３条第２項もしくは第３項または

条例第４条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。）が引

き続き１２日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間

が１６時間を超えないようにしなければならない。条例第４条第２項ただし書

の規定の場合においても、同様とする。 

 （週休日の振替等） 

第４条 任命権者は、条例第５条第１項（同条第２項において読み替えて準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により職員に週休日の振替

等（次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。）を行おうとする

ときは、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿（様式第１号）によらな

ければならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の

調整を行うことができる。 

 

 

 

 ⑴ 週休日の振替（条例第５条第１項の規定に基づき勤務日を週休日に変更し

て当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要が

ある日に割り振ることをいう。） 

 ⑵ 勤務時間を割り振らない日の振替（条例第５条第２項において読み替えて

準用する同条第１項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振らない日（条

例第３条第３項および第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項

の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第３項および別表第３にお

いて同じ。）に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を条例第５条

第２項に規定する、勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをい

う。） 

 ⑶ ４時間の勤務時間の割振り変更（条例第５条第１項の規定に基づき勤務日

（４時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第５項において同じ

。）の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時

間の勤務時間を条例第５条第１項の勤務することを命ずる必要がある日に割

り振ることをいう。第５項において同じ。） 

２ 条例第５条第１項の人事委員会規則で定める期間は、勤務を命じようとする

日の属する１週間の期間とする。 

３ 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤

務を命じようとする日を起算日とする４週間前の日から当該勤務を命じようと

する日を起算日とする８週間後の日まで（人事委員会の承認を受けた場合にあ

っては、勤務を命じようとする日を起算日とする８週間前の日から当該勤務を

第３条 任命権者は、条例第４条第２項本文の規定により週休日および勤務時間

の割振りを定める場合には、勤務日（条例第３条第２項または条例第４条の規

定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。）が引き続き１２日を

超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が１６時間を超

えないようにしなければならない。同項ただし書の規定の場合においても、同

様とする。 

 （週休日の振替等） 

第４条 任命権者は、条例第５条の規定により職員に週休日（条例第４条第２項

の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。）において

特に勤務を命じ、勤務日に割り振られた勤務時間を週休日に割り振り、または

勤務日に割り振られた勤務時間のうち４時間（４時間の勤務時間のみが割り振

られている日を除く。第４項において「４時間の勤務時間」という。）を週休

日に割り振ること（以下「週休日の振替等」という。）を行おうとするときは

、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿（様式第１号）によらなければ

ならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を

行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第５条の人事委員会規則で定める期間は、勤務を命じようとする日の属

する１週間の期間とする。 

３ 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤

務を命じようとする日を起算日とする４週間前の日から当該勤務を命じようと

する日を起算日とする８週間後の日まで（人事委員会の承認を受けた場合にあ

っては、勤務を命じようとする日を起算日とする８週間前の日から当該勤務を
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命じようとする日を起算日とする１６週間後の日まで）の期間に限り、週休日

の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、

週休日または勤務時間を割り振らない日が毎４週間につき４日以上となるよう

にし、かつ、勤務日および週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日（

以下「勤務日等」という。）が引き続き２４日を超えないようにしなければな

らない。 

４ （略） 

５ 任命権者は、４時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、勤務日の始業

の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振る

ことをやめて行わなければならない。 

 （休憩時間の短縮） 

第４条の２ 条例第６条第２項の規定は、次に掲げる場合に該当する職員から申

出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限り、適用する

ことができる。 

 ⑴ 職員が中学校就学の始期に達するまでの子（地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条

第１項において子に含まれるものとされる者（以下「特別養子縁組の成立前

の監護対象者等」という。）を含む。以下同じ。）を養育する場合 

 ⑵ 職員が条例第８条の３第４項に規定する要介護者を介護する場合 

 ⑶・⑷ （略） 

 

 （勤務時間の割振り等の明示） 

第６条 （略） 

２ 各任命権者は、条例第３条第３項の規定により勤務時間の割振り等を行った

場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容

を明示するものとする。 

 

 （介護を行う職員の深夜勤務の制限についての準用） 

第９条の７ 条例第８条の３第４項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる

者（第２号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。）とする

。 

 ⑴ 祖父母、孫および兄弟姉妹 

 ⑵ 職員または配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者お

よび職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、人

事委員会が定めるもの 

２ 条例第８条の３第４項の人事委員会規則で定める期間は、２週間以上の期間

命じようとする日を起算日とする１６週間後の日まで）の期間に限り、週休日

の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、

週休日が毎４週間につき４日以上となるようにし、かつ、勤務日および週休日

の振替等により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日等」という。）が引

き続き２４日を超えないようにしなければならない。 

 

４ （略） 

５ 任命権者は、４時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業

の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振る

ことをやめて行わなければならない。 

 （休憩時間の短縮） 

第４条の２ 条例第６条第２項の規定は、次に掲げる場合に該当する職員から申

出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限り、適用する

ことができる。 

 ⑴ 職員が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合 

 

 

 

 ⑵ 職員が条例第３条第４項第１号に規定する要介護者を介護する場合 

 ⑶・⑷ （略） 

 

 （勤務時間の割振り等の明示） 

第６条 （略） 

２ 各任命権者は、条例第３条第３項または第４項の規定により週休日を設け、

または勤務時間の割振りを行った場合には、人事委員会の定めるところにより

、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。 

 

 （介護を行う職員の深夜勤務の制限についての準用） 

第９条の７ 第９条の５（第４項を除く。）および前条（第１項第３号から第５

号までを除く。）の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、第９条の５第１項中「深夜勤務制限請求は」とあるのは「条例

第８条の３第４項において準用する同条第１項の規定による請求（以下「深夜

勤務制限請求」という。）は」と、前条第１項第１号中「子」とあるのは「要

介護者」と、同項第２号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該深夜

勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該深夜

勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。 
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とする。 

第９条の８ 第９条の５（第４項を除く。）および第９条の６（第１項第３号か

ら第５号までを除く。）の規定は、要介護者を介護する職員について準用する

。この場合において、第９条の５第１項中「深夜勤務制限請求は」とあるのは

「条例第８条の３第４項において準用する同条第１項の規定による請求（以下

「深夜勤務制限請求」という。）は」と、第９条の６第１項第１号中「子」と

あるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁または養子縁組の取消しに

より当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護

者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替える

ものとする。 

 

第９条の１０ （略） 

２ 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限請求に係る期間を経過する日

の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超

過勤務制限請求は、当該超過勤務制限開始日からその該当することとなった日

までの期間についての請求であったものとみなす。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 超過勤務制限請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。 

 

 

３・４ （略） 

 

 （特別休暇） 

第１７条 条例第１４条第１項の人事委員会規則で定める場合は、次のとおりと

する。 

 ⑴～⑽ （略） 

 ⑾ 次のいずれかに該当する場合 

  ア 職員が、親族等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下この号において同じ。）、１親等の親族および２親

等の親族（祖父母、兄弟姉妹および孫以外の２親等の親族にあっては職員

と同居しているものに限る。）をいう。別表第３の１１の項において同じ

。）の看護（負傷し、または疾病にかかったその親族等の世話を行うこと

をいう。）をし、その親族等が受ける機能回復訓練（その親族等の心身の

機能の維持回復および日常生活上の自立を図るために行う理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションをいう。）の介助をし、またはその

親族等が受ける予防接種もしくは健康診断に付き添う場合 

  イ ９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子（配偶者の子

 

第９条の８ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条の１０ （略） 

２ 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限請求に係る期間を経過する日

の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超

過勤務制限請求は、当該超過勤務制限開始日からその該当することとなった日

までの期間についての請求であったものとみなす。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 超過勤務制限請求に係る子が、条例第８条の３第２項の規定による請求に

あっては３歳に、同条第３項の規定による請求にあっては小学校就学の始期

に達したとき。 

３・４ （略） 

 

 （特別休暇） 

第１７条 条例第１４条第１項の人事委員会規則で定める場合は、次のとおりと

する。 

 ⑴～⑽ （略） 

 ⑾ 職員が、親族等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この号において同じ。）、１親等の親族および２親等の

親族（祖父母、兄弟姉妹および孫以外の２親等の親族にあっては職員と同居

しているものに限る。）をいう。別表第３の１１の項において同じ。）の看

護（負傷し、または疾病にかかったその親族等の世話を行うことをいう。別

表第３において同じ。）をし、その親族等が受ける機能回復訓練（その親族

等の心身の機能の維持回復および日常生活上の自立を図るために行う理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。別表第３において同

じ。）の介助をし、またはその親族等が受ける予防接種もしくは健康診断（

別表第３において「予防接種等」という。）に付き添う場合 
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を含む。以下この号において同じ。）を養育する職員が、その子の学校行

事等（学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定による

学校の休業その他これに準ずるものとして人事委員会が定める事由に伴う

その子の世話を行うことまたはその子の教育もしくは保育に係る行事のう

ち人事委員会が定めるものへの参加をすることをいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合（アに該当する場合を除く。） 

 ⑿～（２６） （略） 

２～６ （略） 

 

別表第３（第１７条関係） 

休暇を受ける事由 期間 添付書類 

１～１０ （略） （略） （略） 

１１ 第１７条第１項第１１号ア

またはイに該当する場合 

１の年において５日（親

族等に該当する者が２人

以上の場合にあっては、

１０日）以内 

 

 

１２・１３ （略） （略） （略） 

１４ 職員が夏季における盆等の

諸行事、心身の健康の維持およ

び増進または家庭生活の充実の

ため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

１の年の６月から１０月

までの期間内における週

休日、勤務時間を割り振

らない日、条例第８条の

２第１項の規定により割

り振られた勤務時間の全

部について超勤代休時間

が指定された勤務日等、

休日および代休日を除い

て原則として連続する５

日以内 

 

１５～２１ （略） （略） （略） 

２２ 職員が心

身の活力の維

持および増進

を図るために

勤務しないこ

とが相当であ

ると認められ

勤続期間が３０

年に達し、永年

勤続職員表彰を

受けた職員 

人事委員会が定める期間

内における週休日、勤務

時間を割り振らない日、

条例第８条の２第１項の

規定により割り振られた

勤務時間の全部について

超勤代休時間が指定され

 

 

 

 

 

 

 

 ⑿～（２６） （略） 

２～６ （略） 

 

別表第３（第１７条関係） 

休暇を受ける事由 期間 添付書類 

１～１０ （略） （略） （略） 

１１ 職員が、親族等の看護をし

、その親族等が受ける機能回復

訓練の介助をし、またはその親

族等が受ける予防接種等に付き

添う場合 

１の年において５日（当

該親族等が２人以上の場

合にあっては、１０日）

以内 

 

 

１２・１３ （略） （略） （略） 

１４ 職員が夏季における盆等の

諸行事、心身の健康の維持およ

び増進または家庭生活の充実の

ため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

１の年の６月から１０月

までの期間内における週

休日、条例第８条の２第

１項の規定により割り振

られた勤務時間の全部に

ついて超勤代休時間が指

定された勤務日等、休日

および代休日を除いて原

則として連続する５日以

内 

 

 

１５～２１ （略） （略） （略） 

２２ 職員が心

身の活力の維

持および増進

を図るために

勤務しないこ

とが相当であ

ると認められ 

勤続期間が３０

年に達し、永年

勤続職員表彰を

受けた職員 

人事委員会が定める期間

内における週休日、条例

第８条の２第１項の規定

により割り振られた勤務

時間の全部について超勤

代休時間が指定された勤

務日等、休日および代休 
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る場合 た勤務日等、休日および

代休日を除く連続する５

日以内 

 勤続期間が２０

年に達し、永年

勤続職員表彰を

受けた職員 

人事委員会が定める期間

内における週休日、勤務

時間を割り振らない日、

条例第８条の２第１項の

規定により割り振られた

勤務時間の全部について

超勤代休時間が指定され

た勤務日等、休日および

代休日を除く連続する３

日以内 

 

 勤続期間が１０

年に達した職員 

（略）  

２３～２６ （略） （略） （略） 
 

る場合  日を除く連続する５日以

内 

 

 

 勤続期間が２０

年に達し、永年

勤続職員表彰を

受けた職員 

人事委員会が定める期間

内における週休日、条例

第８条の２第１項の規定

により割り振られた勤務

時間の全部について超勤

代休時間が指定された勤

務日等、休日および代休

日を除く連続する３日以

内 

 

 

 勤続期間が１０

年に達した職員 

（略）  

２３～２６ （略） （略） （略） 
   

 様式第１号中「□週休日振替」を「□週休日等振替」に、同様式記入上の注意１中「週休日の振替」を「週休日等振替（週休日の振替および勤務時間を割り振らな

い日の振替をいう。）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 任命権者は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（令和７年福井県条例第７号）の施行の日（以下この項において「改正条例施

行日」という。）前に同条例による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年福井県条例第２号）第３条第３項の規定により勤務時間を割

り振ろうとする場合または同条第４項の規定により週休日を設け、もしくは勤務時間を割り振ろうとする場合（同条例第３条第３項に規定する単位期間（以下この

項において「単位期間」という。）が１週間である場合を除く。）において、単位期間の初日としようとする日から起算して４週間（単位期間が２週間または３週

間である場合にあっては、それぞれ２週間または３週間）を経過する日が、改正条例施行日以降に到来するときは、この規則による改正前の福井県職員等の勤務時

間、休暇等に関する条例施行規則第２条の２第３項の規定にかかわらず、当該単位期間の末日を改正条例施行日の前日以前とするために必要な限度において、当該

単位期間を１週間、２週間または３週間とすることができる。 

３ この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ

る。 

 　 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第２１号 

   福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
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 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則（平成１５年福井県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第２条および第３条 削除 

 

 

第２条 削除 

 （特定任期付職員業績手当） 

第３条 特定任期付職員業績手当は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業

績を挙げたと認められる特定任期付職員（条例第７条第１項に規定する特定任

期付職員をいう。以下同じ。）に対して支給することができるものとする。 

２ 特定任期付職員業績手当は、１２月１日（以下この項において「基準日」と

いう。）に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された

日から当該基準日までの間（特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのあ

る者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の

基準日までの間）にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業

績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の福井

県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年福井県人事委員会

規則第１号）第３１条の４に規定する期末手当の支給日に支給することができ

るものとする。 
  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

人事委員会告示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会告示第１号 

   福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針の一部を改正する告示 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針（平成７年福井県人事委員会告示第１号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第１ １週間の勤務時間の特例の基準関係 

 １ （略） 

 ２ 規則第２条の２第１項第３号の「人事委員会の定める日」は、次に掲げる

第１ １週間の勤務時間の特例の基準関係 

 １ （略） 

 ２ 規則第２条の２第１項第１号の「人事委員会の定める日」は、次に掲げる
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日とする。 

  ⑴ 職員が日を単位として出張する日 

  ⑵ 職員が１日の執務の全部を離れて研修を受ける日 

  ⑶ 職員が休暇を使用して１日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定し

ていることが明らかな日 

 ３ 職員が条例第３条第３項の申告をする場合には、申告・割振り簿（様式第

１号）により、１５分を単位として行うものとする。任命権者が規則第２条

の２第１項もしくは第２条の３第１項の規定により勤務時間の割振り等（規

則第２条の２第１項に規定する勤務時間の割振り等をいう。以下第１におい

て同じ。）を行い、または規則第２条の３第２項の規定により勤務時間の割

振り等を変更する場合においても、同様とする。 

 ４ 規則第２条の２第１項または第２条の３第１項の規定による勤務時間の割

振り等は、単位期間の開始以前に行うものとし、規則第２条の２第１項の規

定による勤務時間の割振り等は、できる限り、単位期間が始まる日の前日か

ら起算して１週間前の日までに行うものとする。 

 

 ５ 規則第２条の３第１項の規定による勤務時間の割振り等は、次に掲げる基

準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに勤務

時間の割振り等を行うと公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当

該勤務時間を割り振らない日（規則第２条の２第１項の規定による勤務時間

を割り振らない日をいう。第３の第２項、第１２の第１８項、第１３の第２

項第２号、第１４の第２１項および第１５の第４項を除き以下同じ。）を勤

務日とするときまたは勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必

要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について勤務時間を割り振

らない日とし、または勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、

その勤務時間を割り振らない日とする日または勤務時間数を変更する日の選

択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を

考慮するものとする。 

  ⑴ 申告をされた勤務時間を割り振らない日を勤務日とする場合または申告

をされた１日の勤務時間を延長する場合には、１日の勤務時間が７時間４

５分を超えないようにし、申告をされた勤務時間を短縮する場合には、１

日の勤務時間が７時間４５分を下回らないようにすること。 

  ⑵ （略） 

 ６ 規則第２条の３第２項第２号の場合における勤務時間の割振り等の変更

は、任命権者が当該勤務時間を割り振らない日または当該勤務時間を変更し

なければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、か

つ、前項第１号および第２号に掲げる基準に適合するように行うものとす

日とする。 

  ⑴ 職員が日を単位として出張する日 

  ⑵ 職員が１日の執務の全部を離れて研修を受ける日 

  ⑶ 職員が休暇を使用して１日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定し

ていることが明らかな日 

 ３ 職員が条例第３条第３項または第３条第４項の申告をする場合には、申

告・割振り簿（様式第１号）により、１５分を単位として行うものとする。

任命権者が規則第２条の２第１項、第２条の３第１項もしくは第２条の４第

１項の規定により勤務時間を割り振り、または規則第２条の４第２項の規定

により勤務時間の割振りを変更する場合においても、同様とする。 

 

 ４ 規則第２条の２第１項の規定による勤務時間の割振りならびに規則第２条

の３第１項または第２条の４第１項の規定による週休日の設定および勤務時

間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとし、規則第２条の２第１項

の規定による勤務時間の割振りは、できる限り、単位期間が始まる日の前日

から起算して１週間前の日までに行うものとする。 

 ５ 規則第２条の４第１項の規定による週休日の設定および勤務時間の割振り

は、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、

申告どおりに週休日を設け、または勤務時間を割り振ると公務の運営に支障

が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするときまたは勤務時

間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障

が生ずる日以外の日について週休日とし、または勤務時間数を変更して勤務

時間を割り振るものとし、その週休日とする日または勤務時間数を変更する

日の選択および勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の

希望を考慮するものとする。 

 

 

 

  ⑴ 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長

後の勤務時間が７時間４５分を超えないようにし、申告された勤務時間を

短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が７時間４

５分を下回らないようにすること。 

  ⑵ （略）  

 ６ 規則第２条の４第２項第２号の場合における週休日および勤務時間の割振

りの変更は、任命権者が当該週休日または当該勤務時間を変更しなければ公

務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項第

１号および第２号に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合
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る。この場合において、当該勤務時間を割り振らない日を勤務日とするとき

は、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を勤務時間を割り振

らない日とし、または当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られ

ている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られて

いる勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度におい

て、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更し

て勤務時間を割り振ることができるものとし、その勤務時間を割り振らない

日とする日または既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択およ

び勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 条例第３条第３項の規定により勤務時間の割振り等を行った場合における

規則第６条第２項の職員への明示は、次の事項が記載された申告・割振り簿

（様式第１号）により行うものとする。 

 

  ⑴ 規則第２条の２第１項の規定により勤務時間の割振り等を行った場合に

は、当該勤務時間を割り振らない日および各勤務日の正規の勤務時間 

 

 

  ⑵ 規則第２条の３第１項の規定により勤務時間の割振り等を行った場合に

は、当該勤務時間を割り振らない日および各勤務日の正規の勤務時間 

  ⑶ 規則第２条の３第２項の規定により勤務時間の割振り等を変更した場合

には、変更により勤務時間を割り振らない日となった日および変更された

勤務日の正規の勤務時間 

 

第３ 週休日の振替等関係 

において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤

務日とする日以外の日を週休日とし、または当該勤務日とする日以外の日に

ついて既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日につ

いて既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るとき

は、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られてい

る勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週

休日とする日または既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択お

よび勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮

するものとする。 

 

 ７ 条例第３条第４項による申告に当たっては、状況届（様式第２号）を提出

するものとする。 

 ８ 規則第２条の３第６項に規定する届出は、状況変更届（様式第３号）によ

るものとする。 

 ９ 規則第２条の３第３項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住

宅に泊まり込む場合等を含む。 

 １０ 規則第２条の３第３項第２号の「人事委員会が定めるもの」は、次に掲

げる者とする。 

  ⑴ 父母の配偶者 

  ⑵ 配偶者の父母の配偶者 

  ⑶ 子の配偶者 

  ⑷ 配偶者の子 

 １１ 条例第３条第３項の規定により勤務時間を割り振った場合または同条第

４項の規定により週休日を設け、および勤務時間を割り振った場合における

規則第６条第２項の職員への明示は、次の事項が記載された申告・割振り簿

（様式第１号）により行うものとする。 

  ⑴ 規則第２条の２第１項の規定により勤務時間を割り振った場合には、各

勤務日の正規の勤務時間 

  ⑵ 規則第２条の３第１項の規定により週休日を設け、および勤務時間を割

り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間 

  ⑶ 規則第２条の４第１項の規定により週休日を設け、または勤務時間を割

り振った場合には、当該週休日および各勤務日の正規の勤務時間 

  ⑷ 規則第２条の４第２項の規定により週休日および勤務時間の割振りを変

更した場合には、変更により週休日となった日および変更された勤務日の

正規の勤務時間 

 

第３ 週休日の振替等関係 
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 １ １の週休日または勤務時間を割り振らない日について、週休日の振替（規

則第４条第１項第１号に規定する週休日の振替をいう。以下同じ。）または

勤務時間を割り振らない日の振替（同項第２号に規定する勤務時間を割り振

らない日の振替をいう。以下同じ。）および４時間の勤務時間の割振り変更

（同項第３号に規定する４時間の勤務時間の割振り変更をいう。以下同じ。

）の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替または勤

務時間を割り振らない日の振替を行うものとする。 

 

 ２ 週休日の振替または勤務時間を割り振らない日の振替を行う場合において

、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日または

勤務時間を割り振らない日（条例第５条第２項において読み替えて準用する

同条第１項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。）に変更される

勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。た

だし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認めら

れる場合には、この限りでない。 

 ３ （略） 

 ４ 条例第３条第１項または第４条の規定に基づき毎日曜日が週休日と定めら

れている職員にあっては、祝日法による休日および年末年始の休日に割り振

られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替等（規則第４条

第１項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。）は行わないものとす

る。 

 ５ （略） 

第４ 休憩時間関係 

 １～４ （略） 

 ５ 規則第４条の２の申出は、休憩時間変更事由申出書（様式第２号）により

行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要

の調整を行うことができる。 

 ６ （略） 

 

第７ 超勤代休時間の指定関係 

 １～３ （略） 

 ４ 超勤代休時間指定簿は様式第３号によるものとする。ただし、これにより

がたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。 

第８ 育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限関係 

 １～５ （略） 

 ６ 規則第９条の８において準用する規則第９条の６第１項第２号の「要介護

者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、

 １ １の週休日について、週休日の振替（条例第５条の規定に基づき勤務日を

週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を条例第５条の勤務す

ることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。）および４

時間の勤務時間の割振り変更（条例第５条の規定に基づき勤務日（４時間の

勤務時間のみが割り振られている日を除く。）のうち４時間の勤務時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を同条の勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。）の双方を行う

ことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。 

 ２ 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に

割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時

刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り

振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。 

 

 

 

 ３ （略） 

 ４ 条例第３条第１項または第４条の規定に基づき毎日曜日が週休日と定めら

れている職員にあっては、祝日法による休日および年末年始の休日に割り振

られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替および４時間の

勤務時間の割振り変更は行わないものとする。 

 

 ５ （略） 

第４ 休憩時間関係 

 １～４ （略） 

 ５ 規則第４条の２の申出は、休憩時間変更事由申出書（様式第４号）により

行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要

の調整を行うことができる。 

 ６ （略） 

 

第７ 超勤代休時間の指定関係 

 １～３ （略） 

 ４ 超勤代休時間指定簿は様式第５号によるものとする。ただし、これにより

がたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。 

第８ 育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限関係 

 １～５ （略） 

 ６ 規則第９条の７において準用する規則第９条の６第１項第２号の「要介護

者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅したとき」とは、
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深夜勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職

員の親族でなくなった場合をいう。 

第９ 育児または介護を行う職員の超過勤務の制限関係 

 １ 条例第８条の３第２項および第３項の「小学校就学の始期に達するまで」

とは、満６歳に達する日以後の最初の３月３１日までをいう。 

 ２～３ （略） 

 

 

 ４ 規則第９条の７第１項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住

宅に泊まり込む場合等を含む。 

 ５ 規則第９条の７第１項第２号の「人事委員会が定めるもの」は、次に掲げ

る者とする。 

  ⑴ 父母の配偶者 

  ⑵ 配偶者の父母の配偶者 

  ⑶ 子の配偶者 

  ⑷ 配偶者の子 

 ６ （略） 

 ７ （略） 

 ８ （略） 

 ９ （略） 

 １０ （略） 

第１０ 介護を行う職員に対して任命権者が講ずべき措置等関係 

 １ 条例第１６条の２第１項の規定により、職員に対して制度等を知らせると

ともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による介護両

立支援制度等の申告、請求または申出（以下この項において「請求等」とい

う。）が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、

任命権者は、これを行うに当たっては、職員による介護両立支援制度等の請

求等を控えさせることとならないように配慮しなければならない。 

 ２ 条例第１６条の２第１項の「仕事と介護との両立に資する制度または措置

」は、次に掲げる制度または措置とする。 

  ⑴ 条例第３条第３項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、また

は勤務時間を割り振ること。 

⑵ 条例第１５条第１項に規定する介護休暇 

⑶ 条例第１５条の２第１項に規定する介護時間 

⑷ 規則第４条の３第４号に規定する早出遅出勤務をさせること。 

⑸ 条例第８条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１項の規定に

より深夜勤務をさせないこと。 

深夜勤務制限請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職

員の親族でなくなった場合をいう。 

第９ 育児または介護を行う職員の超過勤務の制限関係 

 １ 条例第８条の３第２項の「３歳に満たない」とは、満３歳の誕生日の前日

までをいう。 

 ２～３ （略） 

 ４ 条例第８条の３第３項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満６歳

に達する日以後の最初の３月３１日までをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ （略） 

 ６ （略） 

 ７ （略） 

 ８ （略） 

 ９ （略） 
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⑹ 条例第８条の３第４項の規定により読み替えられた同条第２項または第

３項の規定により超過勤務をさせないこと。 

⑺ 規則第１７条第１項第２４号に規定する要介護者の世話を行うための休

暇 

⑻ 規則第４条の２第２号に規定する職員の休憩時間を短縮すること 

 ３ 条例第１６条の２第１項の「その他の事項」は、次に掲げる事項とする。 

  ⑴ 前項⑴から⑻までに掲げる制度または措置 

  ⑵ ⑴の申告先、請求先または申出先 

  ⑶ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第７０条の４第

１項に規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な

事項 

 ４ 条例第１６条の２第１項または第２項の規定により、職員に対して前項に

規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法（同条第１項の規定

による場合における⑶に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に

限る。）によって行わなければならない。 

⑴ 面談による方法 

⑵ 書面を交付する方法 

⑶ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために

用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条

第１号に規定する電気通信をいい、以下この⑶および次項⑶において「電

子メール等」という。）の送信の方法（当該職員が当該電子メール等の記

録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。） 

 ５ 条例第１６条の２第１項の「その他の措置」は、次に掲げる措置（⑶に掲

げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。）とする。 

⑴ 面談 

⑵ 書面の交付 

⑶ 電子メール等の送信（当該職員が当該電子メール等の記録を出力するこ

とにより書面を作成することができるものに限る。） 

 ６ 条例第１６条の２第２項の「４０歳に達した日」とは、４０歳の誕生日の

前日をいう。 

 ７ 条例第１６条の３第３号の「その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の

整備に関する措置」は、次に掲げる措置とする。 

⑴ 職員の介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集および職員に対す

る当該事例の提供 

⑵ 職員に対する介護両立支援制度等および介護両立支援制度等の利用の促

進に関する方針の周知 

第１１ 休日の代休日の指定関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０ 休日の代休日の指定関係 
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１・２ （略） 

第１２ 年次休暇関係 

 １～１７ （略） 

 １８ 年次休暇を請求した後に、当該年次休暇の日について週休日の振替等ま

たは代休日の指定が行われた場合には、週休日に変更された日、勤務時間を

割り振らない日（条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項

の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。）に変更された日、勤務日

の勤務時間のうち週休日または勤務時間を割り振らない日（規則第２条の２

第１項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。）に割り振られた４

時間または代休日に指定された日については、年次休暇として取り扱わない

ものとする。 

第１３ 病気休暇関係 

 １ （略） 

 ２ （略） 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 当該日数には、週休日、勤務時間を割り振らない日（規則第４条第１項

第２号に規定する勤務時間を割り振らない日をいう。第１４の第２１項お

よび第１５の第４項において同じ。）、休日および代休日を含めて計算す

る。 

  ⑶・⑷ （略） 

 ３～５ （略） 

 

第１４ 特別休暇関係 

 １～８ （略） 

 ９ 規則第１７条第１項第１１号の休暇については、次の取扱いによるものと

する。 

  ⑴ 規則別表第３の１１の項の「１の年」とは１暦年をいい、同項の「５日

（親族等に該当する者が２人以上の場合にあっては、１０日）以内」は１

日または１時間ごとに分割することができる。 

  ⑵ 第１１号イの「９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）を養育する」とは、

９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子（配偶者の子を

含む。）と同居してこれを監護することをいい、同号の「人事委員会が定

める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「人事委員会が定めるもの」

は、入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典とする。 

   ア 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定による出

席停止 

１・２ （略） 

第１１ 年次休暇関係 

 １～１７ （略） 

 １８ 年次休暇を請求した後に、当該年次休暇の日について週休日の振替等ま

たは代休日の指定が行われた場合には、週休日に変更された日、勤務日の勤

務時間のうち週休日に割り振られた４時間または代休日に指定された日につ

いては、年次休暇として取り扱わないものとする。 

 

 

 

 

第１２ 病気休暇関係 

 １ （略） 

 ２ （略） 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 当該日数には、週休日、休日および代休日を含めて計算する。 

 

 

 

  ⑶・⑷ （略） 

 ３～５ （略） 

 

第１３ 特別休暇関係 

 １～８ （略） 

 ９ 規則別表第３の１１の項の「１の年」とは１暦年をいい、同項の「５日（

当該親族等が２人以上の場合にあっては、１０日）以内」は１日または１時

間ごとに分割することができる。 
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   イ 児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号）第２条第６項に規定する認定こども園その他の施設または児童

福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけ

る学校保健安全法第２０条の規定による学校の休業に準ずる事由または

アに掲げる事由に準ずるもの 

 １０～１５ （略） 

 １６ （略） 

  ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 規則第１７条第１項第２１号ウおよびエに掲げる活動のうち、主として

、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体

を通さない活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やか

に、社会貢献活動報告書（様式第４号）により任命権者に報告を行うもの

とする。 

  ⑹～⑻ （略） 

  ⑼ 規則別表第３の２１の項の「社会貢献活動計画書」は様式第５号による

ものとする。 

２１ 規則第１７条第２項に規定する期間の計算については、４時間または１

時間を単位とする場合を除くほか、正規の勤務時間の途中において勤務しな

いことの原因が発生し、特別休暇を取得し始めたときは、その日から起算す

るものとし、その期間中には週休日、勤務時間を割り振らない日、休日およ

び代休日を含むものとする。 

第１５ 介護休暇関係 

 １～３ （略） 

 ４ 任命権者は、規則第１８条第５項の規定により指定期間を指定する場合に

おいて、規則第１８条第９項ただし書の規定により介護休暇を承認できない

ことが明らかな日として申出の期間または延長申出の期間から除く日に週休

日または勤務時間を割り振らない日が引き続くときは、当該週休日または勤

務時間を割り振らない日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。 

 ５・６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 １０～１５ （略） 

 １６ （略） 

  ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 規則第１７条第１項第２１号ウおよびエに掲げる活動のうち、主として

、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体

を通さない活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やか

に、社会貢献活動報告書（様式第６号）により任命権者に報告を行うもの

とする。 

  ⑹～⑻ （略） 

  ⑼ 規則別表第３の２１の項の「社会貢献活動計画書」は様式第７号による

ものとする。 

 ２１ 規則第１７条第２項に規定する期間の計算については、４時間または１

時間を単位とする場合を除くほか、正規の勤務時間の途中において勤務しな

いことの原因が発生し、特別休暇を取得し始めたときは、その日から起算す

るものとし、その期間中には週休日、休日および代休日を含むものとする。 

 

第１４ 介護休暇関係 

 １～３ （略） 

 ４ 任命権者は、規則第１８条第５項の規定により指定期間を指定する場合に

おいて、規則第１８条第９項ただし書の規定により介護休暇を承認できない

ことが明らかな日として申出の期間または延長申出の期間から除く日に週休

日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものと

する。 

 ５・６ （略） 
  

 様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第１関係）　　

所属

氏名

（単位期間　　　週間）

申告・
割振り
年月日

本人の
確認

任命権者または
所属部局課かい
長の確認

申告・割振り簿

特
例
対
象
日

申告日

割振日実施年月日

申告・割振り

始業時刻 終業時刻
休憩時間等
（合計）

勤務時間
（合計）

始業時刻

割振り後の変更の申告・割振り

備考

勤務時間数終業時刻 休憩時間等

第
一
週

月
申告

金
申告

割振り

割振り
水

申告

割振り

火
申告

木
申告

割振り

割振り

第
２
週

月
申告

火
申告

割振り

割振り

割振り

木
申告

水
申告

割振り

金
申告

割振り

第
３
週

月
申告

金
申告

火
申告

割振り

割振り

割振り

木
申告

水
申告

割振り

割振り

第
４
週

月
申告

水
申告

火
申告

割振り

割振り

木
申告

割振り

金
申告

割振り

合計

注
  １　「申告・割振り」欄のうち、上段は「申告」欄とし、下段は「割振り」欄とする。
  ２　勤務時間の途中に、通常の休憩時間に加えて休憩時間等を取得する場合には、その時間を「休憩時間等」に記載する。併せて、備考欄に当該「休憩時間等」の時間帯を記載する。

割振り
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 様式第２号および様式第３号を削り、様式第４号を様式第２号とし、様式第５号を様式第３号とする。 

 様式第６号中「（第１３関係）」を「（第１４関係）」に改め、同様式を様式第４号とする。 

 様式第７号中「（第１３関係）」を「（第１４関係）」に改め、同様式を様式第５号とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針に定める様式に

よる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県人事委員会訓令第１号 

            人事委員会事務局 

 福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

   福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程の一部を改正する訓令 

 福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程（平成１０年福井県人事委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （旅費の調整） 

第１条 職員が委員長または委員の秘書として随行した場合には、福井県一般職

の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「条例

」という。）第８条第２項の規定により、委員長または委員に支給される旅客

運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金を支給

する。 

 （旅費の特例） 

第１条 職員が委員長または委員の秘書として随行した場合には、福井県一般職

の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号。以下「条例

」という。）第３６条第２項の規定により、委員長または委員に支給される旅

客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金を支

給する。 
  

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県企業管理規程第２号 

福井県公営企業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

人事委員会訓令

企業管理規程
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福井県公営企業財務規程の一部を改正する規程 

 福井県公営企業財務規程（昭和３７年福井県電気事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （企業出納員の審査および確認） 

第２８条 企業出納員は、前条の規定により支出命令書または支出負担行為兼支

出命令書の送付を受けたときには、支出の根拠となる書類等（書類および電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）をいう。以下同じ。）の提示を管理者に求め、同条第１項各

号に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。 

 

（概算払） 

第３６条 （略） 

２ 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。 

⑴ （略） 

 

 

⑵ （略） 

（概算払の精算） 

第３７条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、

概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類等により、精

算しなければならない。ただし、旅費にあっては、概算払を受けた額が精算額

と同額の場合は、管理者がその旨を確認し、旅行命令簿等（福井県一般職の職

員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号）第４条第４項に

規定する旅行命令簿等をいう。以下同じ。）に確認した旨を記載または記録す

ることにより、精算したものとみなす。 

２ 管理者は、前項の規定による書類等の提出を受けたときは、概算払精算書を

企業出納員に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入また

は支出の手続を執らなければならない。 

３ （略） 

 

（隔地払） 

第４０条の２ 企業出納員は、隔地の債権者に、指定金融機関に送金の方法によ

り支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すととも

に、送金通知書を債権者に送付しなければならない。 

 （指定金融機関特例払） 

第４０条の３ 企業出納員は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関

に支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すととも

に、当該納入告知書等を指定金融機関に送付しなければならない。 

 （企業出納員の審査および確認） 

第２８条 企業出納員は、前条の規定により支出命令書または支出負担行為兼支

出命令書の送付を受けたときには、支出の根拠となる書類の提示を管理者に求

め、同条第１項各号に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。 

 

 

 

 

（概算払） 

第３６条 （略） 

２ 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。 

⑴ （略） 

⑵ 県外旅行のうち宿泊を要しない旅行で片道の路程が１００キロメートル以

上のもの 

⑶ （略） 

 （概算払の精算） 

第３７条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、

概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類により、精算

しなければならない。ただし、旅費にあっては、概算払を受けた額が精算額と

同額の場合は、管理者がその旨を確認し、福井県一般職の職員等の旅費等に関

する条例施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１号）第６条第１項の

旅行命令（依頼）簿に確認した旨を示すことにより、精算したものとみなす。 

 

２ 管理者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、概算払精算書を企

業出納員に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入または

支出の手続を執らなければならない。 

３ （略） 

 

 （隔地払） 

第４０条の２ 企業出納員は、隔地の債権者に、指定金融機関をして送金の方法

により支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すと

ともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。 

 （指定金融機関特例払） 

第４０条の３ 企業出納員は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関

をして支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すと

ともに、当該納入告知書等を指定金融機関に送付しなければならない。 
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 （収入の証拠書類） 

第５０条 収入の証拠書類は、調定決議その他の調定および収入に関する書類等

とする。 

 （支払の証拠書類） 

第５１条 支払の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関する

書類等とする。 

 

（随意契約） 

第８７条の２ 令第２１条の１３第１項第１号の管理規程で定める額は、次の各

号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 工事または製造の請負 ４００万円 

⑵ 財産の買入れ ３００万円 

⑶ 物件の借入れ １５０万円 

⑷ 財産の売払い １００万円 

⑸ 物件の貸付け ５０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円 

２ （略） 

 

（予算の編成） 

第８９条 公営企業課長は、前条の編成方針に基づいて、予算見積の資料および

財政計画に関する書類等を作成し、毎事業年度管理者の定める期日までに管理

者に提出しなければならない。 

２ （略） 

 

 （指定金融機関の検査） 

第１０４条 管理者は、その補助する職員に指定金融機関の事務の取扱いについ

て、原則として毎年度１回、検査をさせなければならない。 

 

 （収入の証拠書類） 

第５０条 収入の証拠書類は、調定決議その他の調定および収入に関する書類と

する。 

 （支払の証拠書類） 

第５１条 支払の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関する

書類とする。 

 

（随意契約） 

第８７条の２ 令第２１条の１３第１項第１号の管理規程で定める額は、次の各

号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 工事または製造の請負 ２５０万円 

⑵ 財産の買入れ １６０万円 

⑶ 物件の借入れ ８０万円 

⑷ 財産の売払い ５０万円 

⑸ 物件の貸付け ３０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

２ （略） 

 

（予算の編成） 

第８９条 公営企業課長は、前条の編成方針に基づいて、予算見積の資料および

財政計画に関する書類を作成し、毎事業年度管理者の定める期日までに管理者

に提出しなければならない。 

２ （略） 

 

 （指定金融機関の検査） 

第１０４条 管理者は、その補助する職員をして指定金融機関の事務の取扱いに

ついて、原則として毎年度１回、検査をさせなければならない。 
  

 別表第２第１号の表を次のように改める。 

 １ 

区分 事前合議区分 支出負担行為として整理

する時期 

支出負担行為の範囲 

公営企業課長 企業出納員 

給料、手当、法定福利費、動力費、退職

給付費、旅費、光熱水費、諸税、企業債

償還金、企業債利息、長期借入金返還金

、長期借入金利息、一時借入金利息、建

設利息、支払利息、養成費、雑費（食糧

費、物品購入に係る交際費および手数料 

 全額 支出決定のとき。 支出しようとする額 

を除く。）、交付金、水利使用料、繰出     
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福井県公営企業訓令第１号 

            庁中一般 

            各事業所 

金ならびに消費税および地方消費税 

報酬  全額 支出決定のとき。 支出しようとする額 
     

報償費  全額 支出決定のとき。 支出しようとする額 
    

 全額 契約締結のとき（物品等

の購入に係るものに限る

。）。 

契約金額 

          

厚生福利費、消耗品費（光熱水費を除く

。）、薬品費、修繕費（工事に係るもの

を除く。）、賃借料、損害保険料、通信

運搬費、会議費、雑費（食糧費、物品購

入に係る交際費および手数料に限る。）

、除却費、備品購入費、仮設費、仮設備

費、委託料（工事に係るものを除く。）

、委託運転費および用地買収費 

 全額 契約締結のとき。 契約金額 

     

工事に係る修繕費、工事に係る委託料、

工事請負費（資本的支出に係るものに限

る。）および測量調査費 

全額 全額 契約締結のとき。 契約金額 

負担金、補助および分担金ならびに補償

費 

 全額 交付決定のとき、契約締

結のときまたは支出決定

のとき。 

交付しようとする額

、契約金額または支

出しようとする額 

貸付金  全額 貸付決定のとき。 貸付しようとする額 

 別表第２備考２中「知事が別に定める方法で福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例（昭和２５年福井県条例第４６号）第５条第４項に規定する」を削る。 

 別表第２備考３第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号中「前２号」を「前号」に改め、同号を第２号とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の福井県公営企業財務規程の規定は、令和７年度の予算に係る事務から適用し、令和６年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。 

公営企業訓令
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 福井県公営企業自動車管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

      福井県知事 杉本 達治 

   福井県公営企業自動車管理規程の一部を改正する訓令 

 福井県公営企業自動車管理規程（昭和４６年福井県企業局訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（使用状況の調査） 

第１７条 公営企業課長は、必要があると認めるときは、企業用自動車の管理状

況について調査し、または企業用自動車を使用する事業所の長に対し報告を求

めることができる。 

（使用状況の調査） 

第１７条 公営企業課長は、必要があると認めるときは、企業用自動車の管理状

況について実地に調査し、または企業用自動車を使用する事業所の長に対し報

告を求めることができる。 

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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